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平成 年度の地方治水大会は、 月 日（水）九州地方治水大会（武雄市）を皮切りに、全国 ブロックで順次

開催されました。

近年は、地球規模の気候変動により台風や集中豪雨が頻発しており、大きな水害・土砂災害が発生する傾向に

あります。今年は台風が日本列島に上陸していませんが、 月、 月のいわゆる ゲリラ豪雨 が発生し、九州

から本州にかけて記録的な大雨となり、全国各地において甚大な被害が発生しました。

最近の降雨は、降れば大雨・豪雨、降らないときは全く降らない・干ばつと降雨のバラツキが大きく、豪雨・

渇水が全国各地で発生しております。

このような状況下での大会の開催であり、関係者の熱意を大会の議決として、国会並びに政府に強く要望して

いくこととしております。

本号並びに次号で、全地方大会の概要をご紹介してまいります。

月 日（水） 九州地方治水大会（武雄市）

月 日（月） 北陸地区治水大会（新潟市）

月 日（水） 四国地方治水大会（松山市）

月 日（水） 中国地方治水大会（岡山市）（次号掲載）

月 日（火） 東北地方治水大会（仙台市）（次号掲載）

月 日（火） 中部地方治水大会（岐阜市）（次号掲載）
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九州地方治水大会次第
（敬称略）

第 部 記念講演
江戸時代初期における佐賀平野の治水事業について

さが水ものがたり館館長 金子信二
第 部 治水大会
開 会
主 催 者 挨 拶 佐賀県副知事 坂井浩毅

全国治水期成同盟会連合会会長 陣内孝雄
座 長 推 挙 佐賀県治水砂防協会会長 武雄市長 樋渡啓祐
来 賓 祝 辞 佐賀県議会議長 石丸 博

国土交通省九州地方整備局長 岡本 博
来賓紹介・祝電披露
治水事業をめぐる最近の話題 国土交通省治水課長 青山俊行
九州地方の治水事業概要 国土交通省九州地方整備局河川部長 藤澤 寛
意 見 発 表 宮崎県宮崎市副市長 井上孝一

佐賀県佐賀市高瀬校区社会福祉協議会会長 城野真澄
大 会 決 議 佐賀県治水砂防協会副会長 みやき町長 末安伸之
次期開催県の決定・挨拶 宮崎県県土整備部長 山田康夫
閉 会

平成 年度 九州地方治水大会

と き 平成 年 月 日（水）
ところ 佐賀県武雄市文化会館

演 題 江戸時代初期における佐賀平野の治水事

業について
講 師 さが水ものがたり館館長 金子信二

第 部 記念講演

略 歴

平成 年、佐賀銀行退職、同年、伊万里市市史編

纂室執筆委員（民俗部会会長）

として勤務。

平成 年 月より佐賀県佐賀市にあるさが水もの

がたり館の館長に就任、現在に至る。

その他、佐賀県文化財保護審議会委員、鳥栖市市

史執筆委員、佐賀県高齢者大学講師、佐賀女子短大

オープンカレッジ講師などを務める。

また、佐賀県内の多くの市町村史や 角川日本地

名大事典 、 佐賀県大百科事典 などの執筆に携わ

る。

主な著書

仁比山大御田祭 自家版

成富家譜 低平地研究会

佐賀読本 出門堂 など

（お断り）

講演の内容につきましては、誠に勝手ながら掲載

を割愛させていただきました。
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司 会

それでは、ただいまより平成 年度九州地方治水

大会を開会いたします。

開会に先立ちまして、主催者よりごあいさつを申

し上げます。

初めに、佐賀県副知事坂井浩毅よりごあいさつ申

し上げます。

主 催 者 挨 拶

佐賀県副知事

坂 井 浩 毅

第 部 治水大会

皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきまし

た佐賀県副知事の坂井でございます。

本日は、九州各県の治水事業に携わっておられる

方々をお迎えいたしまして、九州地方治水大会をこ

のように盛大に開催できますことに対しまして厚く

御礼申し上げますとともに、九州各県からご出席い

ただきました皆様に心から歓迎いたしたいと思いま

す。

また、本日ご多用の中、国土交通省の九州地方整

備局岡本局長様初め、青山治水課長様、さらにまた、

石丸県議会議長を初め県会議員の皆様方、多数ご出

席賜りまして、厚く御礼申し上げる次第でございま

す。ありがとうございました。

さて、近年我が国におきましては、水害や地震な

どの自然災害が頻発しております。こうした中で災

害の規模も非常に大きなものとなっているところで

ございます。

ご承知のとおり、本年も岩手県、それからまた宮

城県で相次いで起きた地震や神戸でのゲリラ的な豪

雨被害など全国各地で災害が発生いたしておりま

す。本県でもこの 月の記録的な集中豪雨によりま

して、佐賀市内で約 戸の浸水被害が発生したこ

とは記憶に新しいところでございます。いつどこで

どんな災害が発生してもおかしくない、そうした状

況であろうかということは皆様も感じておられると

思います。

さらにまた、最近では生活水準が向上したことに

伴いまして、豊かで潤いのある、質の高い生活や、

また、良好な環境を求める国民の志向が高まる中で、

河川を潤いと安らぎのある水辺空間として創造する

ことが求められております。

このようなことから、治水事業は国土を保全し地

域住民の生命・財産を自然災害から守り、安全で活

力ある社会を実現するため、生活基盤の中で最も優

先的に実現されるべき事業であると認識いたしてお

ります。

当県におきましても、厳しい財政状況ではありま

すが、真に必要な事業には予算確保に向けて最大限

の努力を行うこととし、安全で安心して暮らせる県

土づくりの実現を目指しているところでございま

す。

また、今年の 月には、当県におきまして、国が

実施いたします水防演習と県が実施します総合防災

訓練、それの合同実施といったことが九州地方では

初めて行われました。災害時の官民の連携の大切さ、

さらに関係機関の枠にとらわれない迅速な対応の必

要性を痛感したところでございます。

本日は、それぞれの立場におかれまして、治水行

政に携わっておられる皆様方が一堂に会し全国や九

州地方における治水事業の現状報告や意見発表が行

われますことはまことに意義深いことでありまし

て、本日の成果が今後の治水行政に生かされますこ

とを期待いたしております。

また、このご当地、武雄市は温泉で有名でござい

ます。本日ご来県いただきました皆様方にはせっか

くの機会でございますので、この武雄の温泉でくつ

ろいでいただいて、日ごろの疲れを癒していただく

とともに、また、県内各地にもいろんな名所がござ

います。そうしたことに足を伸ばしていただき、魅

力あふれる佐賀県といったものをご堪能いただけれ

ばと思います。

最後になりますけれども、本大会の成功と、また、

本日ご出席の皆様方の今後ますますのご健勝、ご多

幸を祈念いたしまして、簡単でございますが、主催

者としてのあいさつにかえさせていただきます。（拍

手）

司 会

ありがとうございました。



続きまして、全国治水期成同盟会連合会会長、前

参議院議員の陣内孝雄よりごあいさつ申し上げま

す。

たけれども、二つの多目的ダムができて、今日では

利水についても非常に安心した地域となっておりま

す。今後、安心と安全なまちとして飛躍されること

と期待しておるところでございます。このような武

雄市で九州地方治水大会が行われますことはまこと

に意義深いものがあろうかと思います。

ところで、九州地方について申し上げますと、こ

こは台風の常襲地帯でありまして、水害や土石流な

ど毎年のように自然災害が多発している地域でござ

います。本年は台風の上陸、これは日本列島にまだ

ありませんが、他方でゲリラ豪雨による災害という

ものが起こっております。

ご案内のように、 月 日から 日にかけまして

は、前線性の豪雨が中国、近畿、北陸、東北地方、

つまり日本のほぼ大部分の地域に降りまして、特に

日には近畿地方を中心に局地的な大雨があり、京

都府の峰山というところでは 時間に ミリ強の猛

烈な雨が観測されました。また、中国、近畿、北陸、

東北地方の各地で軒並み 時間に ミリを超えるよ

うな猛烈な雨が発生し、これによる浸水被害や土砂

災害が発生したわけでございます。また、 月末に

は日本付近に接近しました低気圧等に伴う豪雨があ

りまして、愛知県の岡崎市では、これは観測史上第

位を更新したという 時間に ミリ強の雨量が

あったということで、このような記録を更新するよ

うな雨が全国的に カ所も起こったというような

ことでございました。こういう災害は最近は気候の

変動の影響によって頻発する傾向が増えてきている

のではないかなと懸念されるところでございます。

他方、北部九州では渇水が起こっております。山

国川において今年は渇水対策本部を設置して、農業

用水への被害ということでおさまったわけでござい

ますけれども、やはり雨が降らなければ渇水被害が

生ずるという構造的な問題は解消されておりませ

ん。全国でもそういうことが各地で発生しています

ので、今後も降水量が少ない場合に備えた水資源開

発施設の整備が引き続き重要であると、こういうふ

うに考えておるところでございます。

そこで、改めて申し上げるまでもないことですが、

治水事業というのは国民の生命・財産を守り、国民

生活の安全安心のための根幹の事業でございます。

しかし、それにもかかわらずそれを進めるための治

水事業予算ということになりますと、毎年縮減され

まして、平成 年度の予算というのは 年前の半分

ぐらいにまで減ってしまっているということでござ
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全国治水期成同盟会
連合会会長

陣 内 孝 雄

本日、ここ武雄市におきまして、九州地方治水大

会を開催いたしましたところ、公務まことにご多忙

の中、佐賀県議会議長の石丸様、国土交通省の本省

から青山治水課長様、それから、九州整備局からは

局長の岡本様、それから、河川部長の藤澤様、大変

お忙しい中においでくださいまして、ありがとうご

ざいました。

そして、会場には、日ごろ平素から治水事業の推

進のために大変ご尽力、ご活躍いただいております

関係の皆様にこのように多数ご参集いただいており

ます。

この本大会が盛大に開催できますこと、まことに

喜ばしく感謝にたえません。皆様方の深いご理解と

ご熱意に対し衷心より敬意を表する次第でございま

す。

また、本大会を開催するに当たりましては、佐賀

県知事を初め、県ご当局の関係の皆様方に格段のご

高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

ここ武雄市は、六角川と松浦川の両直轄河川の恵

みにはぐくまれながら、出湯と陶器の里として古く

から栄えてきましたが、その一方では、水害と渇水

の常襲に長年苦しんできた地域でもありました。近

年、六角川は二度にわたる激甚災害対策特別事業を

適用して、あるいはまた、床上浸水対策の緊急事業

を導入して河川整備を急速に進められ、一応災害の

危機から脱することがほぼできているかなと思うと

ころでございますが、同時に、この武雄市というの

は北部九州でも非常に渇水の多い地域でございまし

た。福岡渇水は有名でございますけれども、福岡渇

水が起こるときにはその予兆として必ずこの武雄が

渇水に見舞われるというようなところでございまし
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います。その一方では、最近の頻発する災害の後追

いに予算の大部分が使われまして、本来事前に予防

的に災害を防ぐための計画的な河川対象事業、ある

いは治水投資というものが困難な状況に立ち至って

おるということで、大変財政縮減が続く中で治水事

業、まことに憂慮すべき事態に立ち至っていると心

配しております。

さらにもう つの問題としては、これは地方分権

改革推進委員会から求められていることでございま

すが、 つの都道府県で完結する水系、全国で 水

系ございます。佐賀県でもこの松浦川、それから六

角川、嘉瀬川、この つの水系がそういう の中に

入るわけでございますが、九州 の 級河川の中で

も幾つかこういうものが該当するわけでございま

す。こういうものはできるだけ都道府県へ移管をす

べきではないか、こういうふうな提言が出されてお

ります。地方分権の時代ですので、こういう流れに

なっておりますけれども、しかし、河川の管理とい

うのは災害から国民の生命・財産、社会経済活動を

守ることなどを目的として行われるべきものでござ

いまして、国はあまねく国民の生命安心の確保につ

いてしっかりとした責任を持ってもらわなければな

らないということでございます。

したがって、 級河川の都道府県への移管の問題、

これについては国民の立場から見て河川管理費の最

良のあり方、対応というのはどうあるべきか、これ

は国が責任を持って河川ごとに慎重に判断してもら

わなければならないというふうに私たち連合会の立

場から強くお願いを申し上げる次第でございます。

当連合会といたしましては、尊い人の命と生命・

財産を守り、地域活性化の基盤となる治水施設の整

備がとにもかくにもナショナルミニマムとして着実

に推進されますよう、今こそ全力を挙げて要請活動

を展開していく必要がある、このように考えており

ます。

ご参集の皆様方におかれましても、なお一層力強

いご支援をお願い申し上げますとともに、皆様方の

ますますのご健勝とそれぞれの地域のご発展をお祈

り申し上げまして、あいさつとさせていただきます。

きょうは遠いところからたくさんお集まりいただ

きまして、ありがとうございました。（拍手）

司 会

ありがとうございました。

まずは、主催者を代表いたしまして皆様方へのご

あいさつでございました。

さて、ここで本大会の座長を選出させていただき

たいと思いますが、恒例によりまして、地元佐賀県

治水砂防協会会長にお願いしたいと存じますが、皆

様いかがでしょうか。

〔拍 手〕

ありがとうございます。

それでは、ご賛同いただきましたので、佐賀県治

水砂防協会会長で武雄市長の樋渡啓祐会長に座長を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

武雄市長

樋 渡 啓 祐

座 長 推 挙

ただいま皆様からご賛同を得まして、本大会の座

長を務めさせていただくことになりました武雄市長

の樋渡でございます。

まず、本大会をここ武雄市において開催していた

だきましたことに厚く御礼を申し上げます。

種々申し述べたいことはありますけれども、武雄

市の紹介を一つさせていただきたいと思います。

一昨年はドラマ 佐賀のがばいばあちゃん で盛

り上がり、昨年は一ノ瀬泰三戦場カメラマンの写真

展で、これもまた盛り上がり、ことしの秋は 月

日から篤姫展を行おうと思っております。皆様方も

無料で入場をしていただきたいと思いますので、ぜ

ひ、 月 日真野響子さんもいらっしゃいます。

週間の間にお越しいただければありがたいと、この

ように思っております。

それでは、大役でございますが、皆様方のご協力

を得まして、本大会を進めてまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）

それでは、次第に従い大会を進めてまいりたいと

思います。

まず最初に、本日ご臨席をいただいておりますご

来賓の皆様からご祝辞を賜りたく存じます。



初めに、佐賀県議会議長石丸博様からご祝辞を賜

りたいと存じます。

先ほど、さが水ものがたり館の金子館長様より佐

賀の生んだ偉人成富兵庫茂安公の功績についてお話

をいただきましたが、茂安公の石高は 石であ

り藩主の息子を養子にするような殿様クラスの武士

だったそうであります。しかし、治水工事をする工

夫たちと一緒に作業小屋に泊まり、同じものを食べ

ながら指導をしたところから、さらに事業はうまく

進んだとも言われており、私たちはこのようなこと

を含めて自然と対峙してきた、いにしえの賢人たち

から多くのことを学んでいく必要があるのではない

かと思います。

九州は一つと申しますが、どうか皆様方には本大

会を契機にさらに結束を強められ、この情熱と力強

い行動力を持って地域住民の生命と財産を守るため

に一歩も引くことなく九州の治水事業のためになお

一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げる次第

であります。

最後になりましたが、全国治水期成同盟会連合会

の今後ますますのご発展と、本日ご臨席の関係者の

皆様方の今後ますますのご健勝とご多幸を心より祈

念いたしまして、簡単ではございますが、祝辞にか

えさせていただきます。

本日はまことにおめでとうございました。

座 長

石丸議長様、ありがとうございました。

続きまして、国土交通省九州地方整備局長岡本博

様からご祝辞を賜りたいと存じます。
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佐賀県議会議長

石 丸 博

来 賓 祝 辞

皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました佐賀

県議会議長の石丸博でございます。祝辞を述べさせ

ていただきます。

九州地方治水大会佐賀大会が、良質の温泉として

有名な佐賀県武雄市において、全水連や国土交通省

の皆様を初め、九州各県から多くの皆様方をお迎え

して開催できますことを地元県議会を代表いたしま

して心から感謝し歓迎を申し上げます。

また、皆様方には常日ごろから出水等による災害

から地域住民の皆様の生命・財産を守り、安全で安

心な社会実現のためご努力を重ねておられますこと

に対しまして、心から敬意と感謝の意を表する次第

であります。

ご承知のとおり、九州地方は梅雨時には大雨が続

き、さらには台風銀座とも呼ばれるほど例年風雨に

より甚大な被害がもたらされております。特に地球

温暖化の影響と思われますが、ことしの夏、神戸で

児童ら 人が大雨で増水した川に流されて亡くなっ

た原因ともなりました、予測が非常に困難な、いわ

ゆるゲリラ豪雨の被害も多発しております。さらに、

佐賀県は北に天山山地、南に広大な佐賀平野を有す

る地形が影響しているのか、これまではなかった竜

巻被害が年々顕著になっているように、近年全国的

に自然災害の形態が大きく変化してきており、特に

河川流域に生活する地域住民の皆様は大きな不安を

募らせております。

このような中、九州各県から治水事業にご尽力い

ただいております皆様方が一堂に会され熱心に意見

交換されますことはまことに意義深く、本大会の実

り多い成果を大いに期待いたすところであります。

国土交通省
九州地方整備局長

岡 本 博

ただいまご紹介いただきました九州地方整備局長

の岡本でございます。

本日、平成 年度九州治水大会がこのように盛大

に開催されますことを心からお喜びを申し上げます。

また、ご列席の皆様には平素より治水事業を初め

といたします国土交通行政の推進につきまして格別

のご理解とご協力を賜っておることを深く感謝申し
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上げます。

ご承知のとおり、九州ではその地理的条件から梅

雨前線や台風による集中豪雨が頻発しております。

これによって脆弱な地形、地質とも相まって毎年の

ように洪水や土砂災害が発生しているところでござ

います。

近年におきましても、 年前の平成 年 月の鹿

児島県北部豪雨によりまして、川内川流域で甚大な

水害、土砂災害が発生いたしました。また、去年の

月の梅雨前線により豪雨では、熊本県のほうで土

砂災害が発生しております。このような災害が発生

いたしますと、そのときに国民一人一人の尊い命や

大切な財産が一瞬にして奪われ、社会生活にも多大

な影響を与えてしまいます。特に被災した地域にお

いては、その悲惨さを再認識するということになる

わけでございます。しかし一方では、記憶は年月を

経るとともに私たちの心から少しずつ忘れ去られ、

危機意識が薄らいでしまうということも事実でござ

います。

また、治水の性格上、河川整備等の対策を進めれ

ば進めるほど洪水被害は減少し住民の方々の安心は

高まるのですけれども、結果として自助、共助とい

ったかつて地域が保有していた防災力が低下してい

ることにもなってしまいます。

こうした中で、災害を再び起こさないように、ま

た、洪水のときに少しでも被害を小さくするために

は日々の地道な管理が大変重要になるということを

改めて申し上げたいと存じます。

例えば、定期的に堤防を除草し巡視点検を行うと

いったことで堤防の弱点になるモグラの穴とか、あ

るいは樋門樋管の損傷を発見して速やかに補修して

いくといったことが必要になるわけでございます。

こうした日々の小さな積み重ねなくしては大事の

際の堤防の機能の確保は難しいわけでございます。

日々の努力が地域住民の方々の生命や財産をお守り

することにつながるものと思います。

地球温暖化の影響がますます深刻化する中で、こ

れまでにない規模の洪水がいつ発生するやもしれま

せん。このような状況のもとで、ハードの整備を行

う一方で堤防の管理を初めとする常日ごろからの河

川管理をしっかりと行っていくことが大災害を引き

起こさない近道であると強く感じているところでご

ざいます。

九州地方整備局といたしましては、厳しい財政事

情ではありますが、毎年のように各地で発生する水

害、土砂災害から国民の財産を守り、安全で安心な

社会の実現と活力ある地域づくりのために今後とも

河川管理に最大限の努力をしてまいりたいと考えて

おります。

この佐賀県におきましても、県下に甚大な被害を

もたらした平成 年の 月豪雨を初め、これまで幾

度となく浸水被害に見舞われてきております。現在、

嘉瀬川ダムの建設事業や平成 年度に完成を迎える

佐賀導水事業、嘉瀬川、六角川、松浦川における治

水安全度の向上を図るための河川改修、堤防強化な

どの治水事業を実施しているところでございます。

このような事業を含む河川管理は、国民の安全・

安心を確保するために必要不可欠でございます。

今後とも皆様方の貴重なご意見やご提案を頂戴し

ながら効率的な投資と地域に密着した河川管理に努

めてまいる所存でございます。一層のご支援、ご協

力をお願い申し上げます。

最後になりますが、伝統ある九州地方治水大会の

さらなるご発展と、本日ご列席の皆様方のご健勝を

心よりお祈りいたしまして、私のごあいさつとさせ

ていただきます。

本日はおめでとうございました。（拍手）

座 長

岡本局長様、ありがとうございました。

さて、ただいまご祝辞を頂戴いたしました皆様の

ほかにも多数のご来賓の皆様にご臨席を賜っており

ます。

来 賓 紹 介
─順不同・敬称略─

衆議院議員（代理）

今 村 雅 弘 大 串 博 志

広 津 素 子 福 岡 資 麿

保 利 耕 輔

参議院議員（代理）

岩 永 浩 美 川 崎 稔

座 長

ありがとうございました。

さて、引き続きまして、本日の大会の開催に際し、

各方面よりたくさんの祝電を頂戴しております。司

会のほうから披露させていただきます。お願いしま

す。
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─順不同・敬称略─

衆議院議員

福 岡 資 麿 今 村 雅 弘

保 利 耕 輔 広 津 素 子

原 口 一 博 大 串 博 志

参議院議員

岩 永 浩 美 川 崎 稔

司 会

以上、本日頂戴いたしました祝電につきましては、

会場入り口付近の掲示板に掲示をいたしておりま

す。後ほどごらんいただければ幸いでございます。

ここで、大会進行の関係で 分ほどお時間をいた

だきまして、壇上の準備をさせていただきます。

なお、壇上の皆様方には、ご降壇をいただきまし

て、用意いたしておりますお席へのご移動をお願い

いたします。

それでは、これより 分ほどの休憩とさせていた

だきます。

休 憩

司 会

では、壇上の準備も整ったようでございますので、

再開をさせていただきます。

まず、 治水事業をめぐる最近の話題 について、

国土交通省河川局治水課長の青山俊行様からお話を

いただきたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

祝電ありがとうございました
国土交通省河川局

治水課長 青 山 俊 行

治水課長の青山でございます。

最近の治水事業についての話題ということで

ちょっとお話をさせていただきます。

【パワーポイントにより説明】

これは最近の 年間、危険水位を突破した全国

水系に印をつけております。これを見ていただくと

おわかりになりますが、薄い水色が今年なんですけ

れども、今年は 水系だけでございます。過去は

月になっても台風が上陸したという年もございまし

たので、今の段階で何とも言えませんけれども、ど

うやらことしは台風が 個も上陸せずに済みそうな

様子ですので、そういう意味ですと、大きな水害と

いうのは全国的に見ると非常に少なかったと思って

おります

昨年は、この赤いのが昨年ですが、全体で 水系

危険水位を突破しておりますので、それから見ると

かなり減ってきている。ただ、 水系のうちの半分

は九州でございます。しげしげと見ていただくとわ

かりますように、全国至るところ危険水位を突破し

ていると言いながらも、やはり九州、特に南部、そ

れから四国、そして東海という太平洋側の南のほう

ですね、こういったところが特に被害が大きいよう

でございまして、これも台風が来るという日本の自

然的な条件によっているのかなと思っています。

ことしは出水期の頭に東北で大きな地震があった

ものですから、その分でばたばたしておったんです

けれども、大きな災害ということでは、ことしは水

害はなかったという年だと思っています。

ただ、その中でも幾つかございます。これは 月

の九州の水害でございます。 日には北部のほうで

治水事業をめぐる最近の話題
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水害がございまして、六角川で危険水位を突破した

と。その後、 日から 日のこの梅雨前線で南部の

ほうに中心が移りまして、球磨川で危険水位を突破

するといった状態であったわけでございます。大き

な災害にはならずに、熊本県で土砂災害で 人の方

が亡くなったというようなことだったようでござい

ます。その後 月になりまして、 日の未明だった

と思いますが、富山県と石川県の境に突如として

真っ赤なレーダー反応があらわれまして、極めて強

い集中豪雨が東から西のほうにゆっくり動いてきた

という状態になりました。その結果、富山県の小矢

部川、これは 級河川でございますけれども、これ

で計画降水にあとわずかというところまで水位が上

がりました。県の管理河川でございます浅野川、こ

れは金沢市内を流れている川でございますけれど

も、ここが大被害を受けたということでございます。

わあ、大変だ と言って騒いでいる間に実はその

雨域がどんどん西に動きまして、丹後半島に引っか

かって、京都府の北部、丹後半島の福田川、新庄川

といったところで大きな被害をもたらしておりま

す。いや、大変だったと思っていたその日の午後で

ございますけれども、神戸で、これは未明からの豪

雨とは全く無関係のゲリラ豪雨で、 分間で セ

ンチ水位が上がるという急激な水位上昇の中で子供

たちが流されて 名亡くなったという事件が発生し

ております。とにかく短期間に場所がどんどんどん

どん動いて非常に大きな水位上昇があったというこ

とでございます。

同じような状態が 月末の豪雨でもございまし

た。 月 日、これも明け方でございます。岡崎市

を中心といたしまして、矢作川の流域でございます

けれども、集中豪雨が発生した。これは岡崎市で

ミリというとんでもない雨が降ったわけでご

ざいまして、それで急激に水位の上昇があったわけ

でございます。岡崎市を初めとして、この辺の流域

が東海豪雨のときにも結構雨が降ったわけでござい

ますけれども、それどころの雨ではなかったという

ことで、岡崎市域全域に避難勧告が出されるという

非常に大変な状態に陥ったところでございます。

その興奮が覚めないうちに、今度は同じ中部地方

ですけれども、木曽川の一番外れといいますか、岐

阜県の一番西側になりますけれども、大垣市周辺で

集中豪雨が発生しました。これを受けまして、一番

底辺なところなもんですから、ここでの内水被害も

大きいものがございました。

ことしの特徴といたしましては、会長からのお話

もありましたけれども、非常に短期的な豪雨、集中

豪雨とかゲリラ豪雨と、ゲリラと言っても、もうテ

ロに近いような激しさだったんですけれども、特に

岡崎市では既往最大の 倍の雨が一挙に降ったと

いうことでございます。あちらこちらで既往最大の

雨量を更新するという状態が発生したというのがこ

としの降雨の一番大きな特徴だったと思います。

それに引きかえまして、ことしはなかったんです

けれども、最近の 年間を見てみますと、平成 年

から平成 年の間の特徴としては、総雨量が

ミリを超えるような雨が降ったというのが大きな特

徴だったわけです。その結果、平成 年、これは台

風がたくさん上陸した年でもございますけれども、

全国至るところで被害がありましたし、例えば、平

成 年では鹿児島県の北部、川内川で大きな被害が

あったわけでございます。こういったものが一方で

は集中豪雨というゲリラ豪雨的に短時間に集中的に

降るもの、それと、少し長い時間かかるけれども、

総雨量が非常に大きいという 極化の傾向があるよ

うでございます。

これは大体地球温暖化の影響というふうに言われ

ているわけですが、統計的にも集中豪雨が全体的に

頻発していると、ことしだけに限らず過去からのト

レンドを見ても短時間の雨というものが非常に集中

豪雨が増えているということが言われております

し、今後の予測としても夏季の豪雨日数が急速に増

える。総降雨量そのものが今後 割増し、 割増し

に増えるというふうな予測もされておるところでご

ざいます。海外ではこういったものに対して、例え

ば堤防の高さを高くするとか、水門の規模を大きく

するというような計画が進んでいるようでございま

す。

続きまして、治水施設の効果の事例を 点ほど挙

げたいと思いますけれども、ことしは、先ほど言い

ました木曽川の水系、岐阜県で雨が降ったというお

話をさせていただきましたけれども、ここは大体集

中豪雨とか大雨が降るといつもこの低平地帯は水が

浸かるところでございます。ところが、ことしは徳

山ダムというダムがちょうど完成いたしました。日

本一の 億 万トンのダムでございますけれど

も、これが完成したということもございまして、本

川の水位がかなり低かったということで、浸水被害

はあったんですけれども、浸水面積が非常に減少し

たということで、地元としては非常に感謝している



ということでございます。

それと、これはことしの例ではないんですが、九

州の事例ということで、六角川の河口堰を挙げさせ

てもらっております。もともと六角川の河口堰は水

資源開発も兼ねるということでスタートした事業で

すが、結果的に水門だけをつくってしまったという

ことで、一体何だったんだという話が前々からあっ

たんですけれども、これは昭和 年の大きな台風の

ときの高潮を防いだと、それが 回やりますと

億円ぐらいの効果があるわけです。 回高潮を防い

だことによって建設費を十分賄ったといって九州地

方整備局があの当時自慢げに言っておったんですけ

れども、平成 年も同じぐらいの高潮が発生してお

ります。これもこの水門のおかげで防ぐことができ

たということでございますので、もう 回も大規模

な高潮をこれで防ぐことができたということ、非常

に効果のある事業だったというふうに今思っており

ます。

今後、地球温暖化で海面の上昇が激しくなる、そ

して、台風の規模が大きくなれば高潮の被害という

のは非常に大きくなるわけです。海岸の堤防も含め

ですけれども、こういった高潮対策というのも今後

非常に重要になってくるというふうに思っておりま

す。

こういう防災工事の場合には、予防的な対策が非

常に有効だということがよく言われております。例

えば、東海豪雨も 億円程度を事前投資しておけ

ば被害が 億円も軽減できたかもしれない。福

岡の豪雨におきましても、御笠川の改修を 億円

程度事前にやっておけば 億円ぐらいは被害が

軽減できたというふうに言われるわけでございま

す。

ところが、実際のところは予算が全体的に減って

いるということで、なかなか予防的な対策に回す予

算が減ってきているというのは事実でございます。

さらに、その中で激特とか床上とか、いわゆる再度

災害防止のための予算というものが増えてきており

ます。したがいまして、どうしても全体的にこの中

で予防的な対策の予算に回らないというのが今非常

に頭を痛めているところでございます。

そこで、来年度に向けての予算要求を簡単にご説

明いたしますと、 つが流域対策の強化ということ

です。要はゲリラ豪雨がどんどん増えてくる。それ

に多分河川改修が間に合わないだろうというふうに

思うわけですが、そういった現象は何も最近出てき

たわけではなくて、都市化が急激に進んだ昭和 年

代、 年代というのは首都圏とか、あとは大阪圏等

でも同じような現象が起きているわけです。そうい

ったときに、河川改修だけではなくて、流域でいろ

んなところで水をためておくというような事業をス

タートさせて、今もやってきているわけですが、こ

れだけゲリラ豪雨が増えてきますと、都市河川だけ

ではなくて、全国の至るところでやっぱり流域で水

をためておくと、いろんなところで小さなため池を

つくっていくという事業が効果があるのではなかろ

うかということで、従前は都市河川に限っていた事

業を全国的に広げたいという要求をしております。

それと、超過洪水といいますか、雨の規模が大き

くなるということに備えて、ダムの容量をできるだ

け増やしていこうというような治水機能の増強対策

についても要求をしております。

それと、大規模災害関連事業の創設ということで

ございますけれども、これが先ほどの予防的な予算

が圧迫されているというものに対する要求でござい

まして、いわゆる激特のような大規模な災害が起き

たときには実は災害復旧制度の中に関連事業という

のがございまして、災害に関連してその原因を取り

除くための工事も災害復旧で見れることになってお

ります。ところが、例えば川内川のような大規模な

災害が起きると、もう災害の後始末に追われてしま

って、とても関連事業をとっているようなゆとりが

ないというので、実質上は余りとらない。どうせ一

般会計から治水特会に回ってくる予算で激特事業を

やればいいんだというふうに安易に思ってしまう部

分があるわけです。それは今関連事業というのが

年こっきりしか使えない。ですから、例えば 億

円とか 億円関連事業をとったとしても、 年で

それを消化しなくちゃいけないという今は仕組みに

なっている。とてもそれでは要求する元気が出ない

ので、 年間、激特の期間とあわせて 年間かけて

ゆっくり一般会計の災害の予算を使わせてくれとい

う要求をしております。こうしますと、従前は激特

事業ということで治水特会の予算でやっていたもの

を、できるだけ災害復旧という一般会計の事業でで

きることになるということで、予算の運用がなくな

るのではなかろうかということで要求しておるとこ

ろでございます。

それと、河川管理水準の確保でございまして、特

にポンプ場とかの施設の老朽化がどんどんどんどん

進んでいるわけです。ほっときますと一挙に取り替

（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号
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えということになると金がかかるということでござ

いまして、できるだけ途中段階で小修繕を繰り返す

というのが長寿命化のための秘訣なんですけれど

も、なかなか進まないということで、長寿命化の計

画をつくって、それに基づいて計画的に補修をやっ

ていこうというような制度を要求しているところで

ございます。

それと、ハザードマップの作成状況でございます

けれども、これは目標を平成 年までにすべて、

市町村やるんだということで始めております

が、現在、大体半分強ぐらいまでたどり着いて、か

なりのところまでいくと思っております。九州にお

きましても 市町村がもう既にできているという

ことでございます。とにかく 年度までに全体をつ

くり上げたいということと、それと、ハザードマッ

プをつくっている過程においていろんな創意工夫が

各市町村レベルでされているという事例も出てきて

おりますので、ハザードマップは一度つくったらそ

れでおしまいということではございませんので、新

たないろんなアイデアを含んだような次世代のハ

ザードマップの作成に向けた検討もしていきたいと

いうふうに考えております。

水害というのはなかなか経験できないものでござ

いまして、余り経験はしたくないんですけれども、

全国の市町村の中で水害を経験したところの首長さ

んに集まっていただいて、水害サミットというのを

やっております。前回行ったときには九州で 市町

村長さんが参加されましたけれども、やはりこうい

う頻度が少なくなってきている中で、そういう経験

を特に市町村単位でつないでいこうという取り組み

をやっております。今後もこういったものを継続的

にやっていきたいと思っております。

それと、地方分権でございます。この第一次勧告

にございますように、 都道府県内で完結する 級

河川についてはもう原則都道府県だと、こういう話

になってきております。それに対する考え方として、

国土交通省のほうで出しましたのが、いわゆる氾濫

して被害がでっかいところとか、それと急流河川で

なかなか難しいところとか、なかなか県には一遍に

いかない河川もあるよねというようなことを分類し

ながら、都道府県と相談しながらこれからどうして

いくのかということについて検討していこうという

ことになっておるわけでございます。これが参考と

いうことで、一つの都道府県内で完結する 級水系、

水系ございます。九州にもたくさん水系があるわ

けでございまして、今後どうするかということは現

在まだ都道府県と協議を始めようということになっ

ているわけでございますが、若干気になりますのは、

実は河川の管理というのは単に河川工事をするとい

う世界じゃなくて、結局は水防の世界とつながって

くるわけでございます。我々は治水というものをや

っておりますけれども、それは河川工事と、いわゆ

る水防というものが両輪になって働くわけでござい

ます。それで、水防というものを担うのが、これは

市町村ということになるわけです。

今、都道府県と国との間でいろいろ話はしており

ますけれども、ある部分水防管理団体としての市町

村との意見交換というものもいずれ必要になるので

はなかろうかというふうに思っております。

いずれにしても、年内に 次勧告が出るようでご

ざいますので、それまでの間に結論を出せと責めら

れているところでございますけれども、今後の議論

はどういうふうになってくるのかというのを我々も

見ていきたいというふうに考えているところでござ

います。

簡単ですけれども、私からは以上でございます。

（拍手）



司 会

ありがとうございました。

では、続きまして 九州地方の治水事業概要 に

ついて、国土交通省九州地方整備局河川部長の藤沢

寛様からお話をいただきます。よろしくお願いいた

します。

ませんけれども、 月 日、六角川が出水しまして、

ちょうどそのときに佐賀市内で浸水が起きていま

す。佐賀市内での浸水ということで、佐賀導水、今

年度完了いたしますけれども、もう既に洪水対策が

できるようになっています。ところが、今回の雨の

降り方が佐賀導水より上流で降らずに下流で降った

と、佐賀市で直接雨が降ったということと、潮位が

高かったということで佐賀市街地で浸水被害が発生

しています。あと、その一日置いて から 日に再

度同じ梅雨前線が活発化しまして、南下したことに

よって球磨川の流域に大きな雨が降っております。

ここにおきましても、氾濫危険水位を超過しまして

家屋の浸水被害が発生しております。あと、土砂災

害の状況で、今年度九州管内で 件の土砂災害が

発生しています。特に熊本と鹿児島が多かったわけ

でございますけれども、残念ながら大分と熊本でそ

れぞれ 名の方が亡くなられるという悲惨な災害が

起きているわけでございます。

先ほどゲリラ豪雨の話がきょう話題になっており

ますけれども、ご多分に漏れず、 月 日、小矢部

川で、先ほど治水課長からお話がありましたけど、

出水があったと。実は私の実家が小矢部川の上流で、

国の雨量観測所、昔は観測員を親父がやっていまし

たけれども、今はテレメーター化しています。そこ

で雨を見ると、 時間に ミリ、前後 ミリ、

ミリ降っていますから、 時間で ミリ降りまし

て、家は電話かけて確認したら大丈夫だったと、た

だ、沢水があふれて畑を 枚だめにしたという、実

家が浸水被害に遭ったという状況でございます。

あと、予算関係のお話を少しさせていただきたい

と思います。

河川関係事業といたしまして、九州の河川 水系、

あるいは現在ダムを ダムの建設事業中でございま

して、調査を ダムと。ことし新たに宮崎海岸を直

轄で事業をするというふうになりました。

年度予算につきましては、直轄だけでいきます

と 億円ということで全体でほぼ ということで

ございます。ただし、激特等を除いた河川改修とい

うのが ということで、全体はダムは嘉瀬川ダム

の本体工事を施工中ということで増加しております

けれども、ほかはその分厳しい状況になっておりま

す。

それで、経年変化を見ますと、特に近年の災害に

対して災害の激特とか床上浸水ということで多くな

っておりますけれども、通常改修分が非常に少ない。
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国土交通省九州地方整備局

河川部長 藤 沢 寛

九州地方整備局の河川部長をしております藤沢で

ございます。

日ごろから河川行政につきましてご支援、ご協力

をいただきまして、ありがとうございます。この場

をかりてお礼申し上げたいと思います。

では、私のほうから九州管内の治水事業の概要と

いうことでご説明させていただきたいと思います。

【パワーポイントにより説明】

全国的な話は先ほど治水課長のほうからお話がご

ざいましたので、重複しないようにお話ししていき

たいと思いますけれども、九州地方におきましても、

近年災害が頻発しておりまして、 年の遠賀川、

年の番匠川、 年には大淀川、五ヶ瀬川、それと、

年に川内川、ことしといいますか、 、 、 、

年と続けて球磨川というふうに、九州の中でも各

地で水害が発生しております。また一方では、九州

の特性としまして、北部九州のところに雨はそれな

りに降るんですけれども、 人当たりの降水量で見

ますと、極端に少ないということで渇水に遭いやす

いというような状況にございます。

年の出水の概要ということでお話ししたいと思

いますけれども、ちょっと今日の資料には入れてい

九州地方の治水事業概要



平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号 （ ）

もっと具体的に見ますと、激特、あるいは床上浸水

対策などの事業で大体昨年は 割、ことしは ％が

河川改修の中で占めていると。すなわち予防的な改

修をするための通常の改修費がずっと減っていると

いう厳しい状況にございます。

じゃ、河川改修の効果としてどういったことがあ

るかと言いますと、五ヶ瀬川の支線の北側でござい

ますけれども、平成 年の災害のときに流量規模で

約 トンで外水氾濫がしておりまして、床上床

下合わせて 戸の被害。それに対して激特事業

で外水氾濫はしないということで築堤等を実施して

おります。 年の台風 号の際には トンほど少

ない トンが出ましたけれども、外水氾濫はな

くて、内水の被害ということで 戸というふうに改

修の効果があらわれている状況でございます。これ

は球磨川の事例でございますけれども、中流部で低

いところに家屋がございますけれども、そこを嵩上

げするという事業をやっております。例えば 年の

出水で浸かったところが嵩上げがされたことによっ

て浸水家屋がゼロになるといった改修効果もあらわ

れているところでございます。

あと、ダムにつきましては、これは鹿児島の川内

川の鶴田ダムの事例でございますけれども、異常な

出水によりましてずっと洪水調節をやっておりま

す。一番ピークのときの水位をこれだけ下げている

というだけではなくて、その後ダムが満杯になると

いうことで、ただし書き操作に入って流入放流にし

ていますけれども、この間、おくらせると、ピーク

をおくらせるということで、ちょうど自衛隊出動等

もされまして、避難とか、あるいは救助救出という

活動にその時間は有効に使われたのではないかなと

いうことでございます。

あと、砂防の関係でございますけれども、砂防の

ダムを整備したことによって発生した土石流をほぼ

満杯の状態でとめたということで家屋の被害等はな

しという状況でございます。市街地、まちの上流で

直接とめているというような状況でございます。

あとは、あわせてソフト対策でございますけれど

も、今ハザードマップの作成、特に地域の方と一緒

になりながらハザードマップを作成するというやり

方をし始めておりますし、これはちょっと古いデー

タですけれども、ハザードマップを見たことがある

人と見たことのない人で避難する時間は 時間早く

なるというような効果もあらわれているところでご

ざいます。

あと、水害に強い地域づくりということで、まち

中に浸水した場合ここまで水が来ますというような

看板、あるいは実績、さらには、これは市の取り組

みですけれども、浸水がし始めると通報するという

ような制度もつくり上げているところでございま

す。

以上、ハード、ソフト両面にわたってこれからも

続けていかなければならないわけでございますけれ

ども、また、地元、市町村の皆様方と一緒になった

取り組みをしていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

以上です。（拍手）

司 会

ありがとうございました。

ただいま全国や九州における治水事業を取り巻く

現状についてご説明をいただいたところでございま

すが、ここで本日ご参加の方々を代表いただきまし

て、本大会における意見発表をいただきたいと思い

ます。

まず、毎年のように台風や豪雨被害に見舞われ、

記憶に新しいところでは、昨年の台風 号、 号の

来襲、また、ことし 月の台風 号来襲などによる

豪雨被害で住民生活に深刻な被害を被られました宮

崎県宮崎市副市長、井上孝一様より意見発表をお願

いいたします。

宮崎市副市長

井 上 孝 一

意 見 発 表

ただいまご紹介いただきました宮崎市副市長の井

上でございます。

本日は、水害に強いまちづくりということで、こ

の席で皆様にご報告をさせていただく機会を持たせ

ていただきまして、本当にありがとうございます。

【パワーポイントにより説明】

平成 年の台風 号を教訓にということでご報告



を申し上げたいと思います。

平成 年の 月に宮崎地方に台風 号が災害をも

たらしたわけでございますが、大淀川流域で記録的

な豪雨をもたらしました。私も 年近くこういった

仕事をしておりますが、かつて経験のない災害とな

ったわけでございます。河川の水位で見てみますと、

私どもが日常水位の判断をいたしております柏田水

位観測所があるんですけれども、そこの計画洪水を

センチ上回りました。過去最高だった水位よりも

さらに メートルも上回る水位を記録したという

ところでございます。宮崎市内でも ミリを超え

る記録的な豪雨でありまして、大淀川の上流域では、

先ほどもございましたが、 ミリという豪雨を

記録したところでございます。

そういった豪雨の中での被害ということでござい

ますが、市内の床上浸水が約 戸、それから床

下浸水が 戸ということで、大変な市民の方々が

困惑してきたわけでございます。一方、そういった

大雨対策をちゃんとするために設置しておりました

公共施設ということで、これ下水道施設でございま

すが、大谷地区に雨水ポンプ場がございます。その

ポンプ場の排水能力を超えまして、施設そのものが

浸水してしまって排水ができなくなったというよう

なことで、実はこの台風が去った後、次の台風が来

るということで大慌てで仮運転できるように修理を

したところでございます。

それからもう 点は、宮崎市民の生活水でありま

す浄水場、日 万トンつくっております浄水場が浸

水をいたしました。浄水場の壁面を見ますと メー

トル以上の浸水があったようでございまして、完全

に浄水場がストップいたしました。一部地域では

カ月半も夜間断水となり、特に高台の地域では完全

断水の状況が続いたということでございます。その

間、九州各県各都市から宮崎市に給水応援をいただ

きました。この場をおかりいたしまして、各都市の

皆様方にお礼を申し上げたいと思います。

先ほどもお話をちょっとしたんですが、ふだんは

人に優しい大淀川の水です。しかし、いったん災害

が起こりますと私たちに本当に大きな災いをもたら

す水ということで、ふだんの水辺と災害時の水辺と

いうのは非常に何か感慨深いものがございます。

その災害の後の対策ということで、平成 年に国

におきまして激甚災害の指定を受けました。大淀川

流域では河川激甚災害対策特別緊急事業、いわゆる

激特事業が採択をいただきました。平成 年から

年の カ年間ということで国土交通省、それから宮

崎県におかれまして総事業費約 億円という事業

に取り組んでいただくということでございまして、

大淀川本川の河道掘削でありますとか、排水ポンプ

場等の整備に取り組んでいただいております。今月

も カ所の排水ポンプ場の竣工式がございまして、

地域の住民の方は本当に喜んでおられました。国土

交通省の皆様方、そして宮崎県の皆さん、関係者の

皆様方に心から感謝を申し上げたいと思います。

一方、宮崎市も何とかせにゃいかんということで、

準用河川、市の管轄でございまして、やはり同じ地

域にどうしても補助対象とならない床上浸水地域が

ございましたので、そこはやはり大淀川に流れ込む

河川でございますが、 戸の床上浸水被害を受け

たところでございまして、もう同じ市民でございま

して、市としても単独事業ということで非常に痛か

ったんですが、市の単独事業ということで平成 年

度完成目標として取り組んでいるところでございま

す。

一方、中心市街地部におきましても、

宮崎市の中心市街地、大淀川を挟んだ中心市街地

の南側の地域で中心市街地の一端を担っている地域

でございますけれども、この地域では内水排除とい

うことで公共下水道事業でこのポンプの のマーク

が カ所ついておりますけれども、 カ所の排水ポ

ンプ場を、約 トンと約 トンということでござい

ますが、公共下水道事業での取り組みをしようと、

あわせて、その貯留管であるとか、いろんな対策も

やろうということで今取り組んでいるところでござ

います。

一方、そういった激特事業などのハード対策と並

行いたしまして、

国土交通省、それから宮崎県が事務局となりまし

て、水害に強い地域づくり委員会というのを立ち上

げていただきました。メンバーは大学の先生であり

ますとか、マスコミ、それから自治体関係者などと

いうことでございまして、台風 号出水による深刻

な被害の軽減を図るため、ハードやソフト対策など

官民一体となった取り組みの提案や報告をいただく

というためにそういった委員会を立ち上げていただ
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いたところでございます。

宮崎市でもソフト対策に取り組んでおります。宮

崎市では、台風 号のときに市内各地で同時多発的

にいろんなところで浸水被害が一気に発生をいたし

ました。宮崎市の災害対策本部で各地域の浸水状況

の把握が非常に困難であったという状況がございま

す。そのため、内水監視員制度の導入ということで

取り組みまして、客観的な情報となります推進を地

域住民の方から迅速に伝えていただこうと。避難な

ど私ども行政が判断をする場合の参考となる情報を

早く伝えていただけるということでございまして、

地域の方が監視、報告をしていただくことで市内の

内水によります浸水状況を早期に把握して市民の皆

様の避難につなげることができるというようなもの

でございます。

ここに、右側のほうに新聞の写真が出ております

が、こういった内水の観測ができる標尺をそういっ

た出水地域に取りつけたということでございます。

それから、先ほど来お話がありますように、

ハザードマップを作成いたしまして、宮崎市でも

市民の皆様に配布をいたしております。本年 月に

は市内全域の洪水ハザードマップを全戸配布という

ことでございます。あわせて海岸部では津波ハザー

ドマップも同時に配布したところでございます。

洪水や津波などによります危険箇所を市民の皆さ

んに知っていただいて、自分のところはいざ堤防が

決壊したらこれぐらいの水位になるよ、軒下まで来

るよとか、そういったことを十分日ごろから認知し

ていただいて、危険時の円滑な避難行動につなげる

というのが目的でございまして、市民の皆様に機会

あるたびにそういった話をしているところでござい

ます。

一方、国におかれましてもいろいろ取り組んでい

ただいております。

やっぱりハザードマップに取り組んでいただいて

おるわけでございますが、丸ごと町ごとハザードマ

ップということで設置をしていただきまして、そう

いったハザードマップの作成とともに、公園とか公

民館などの箇所に浸水情報を示した看板を設置して

いただいたりしております。平面的なハザードマッ

プのほかにも、今自分がいる場所のリスクがどうい

うものなのか、まちじゅうでも立体的にわかるよう

にしたものでございまして、

これは国土交通省さんのほうでいろいろ設置して

いただいたものも含んでおりますが、大淀川が仮に

決壊した場合の想定浸水の表示です。ここまで来ま

すよ、それから台風 号時はここまで浸水しました

よといった標識をこういったいろんな公園とか公共

施設に設置して市民の皆様に情報として与えている

というところでございます。

それから最後に、宮崎市の、これは全国的にも初

めての取り組みであったというふうに聞いておりま

すが、

災害危険区域の指定というものを宮崎市は行って

おります。建築基準法の規定に基づきまして災害危

険区域の指定を行いまして、平成 年 月に条例の

施行をいたしました。同年 月には区域の設定を行

いました。その目的内容は、浸水被害の頻発する地

域の住宅、病院、こういった建物に建築制限を設け

まして、浸水被害の軽減を図ろうというものでござ

います。

現在、宮崎市内で 地区設定いたしておりまして、

その全体面積が合わせまして約 ヘクタールでご

ざいます。平成 年の台風 号によります浸水被害

を受けまして、激特事業等で国、県において事業を

実施していただいている地域でございます。

その災害危険区域の概要でございますが、 カ所

指定しておりますが、その箇所ごとに災害危険設定

水位を設定いたしまして、その水位以下に居住室を

設けないよう建築制限をするというものでございま

す。ですから、家を建てられる方は盛り土式にする

か、ピロテ式にして居室を上げるということになり

ます。その設定につきましては、国土交通省さんや

県と協議をいたしまして、排水ポンプ場や堤防整備

などの計画を考慮しながら決定いたしたものでござ

います。区域指定後の建築認定件数が、平成 年

月現在ですけれども、 件認定しております。その

うち 件は激特事業による嵩上げ補償などで、個人、

事業所は 件の認定、そういった状況でございます。

そういった一方で建築制限をかける中で、助成制

度ということでございますが、建築制限に伴う助成

ということで補助金交付要綱の制定を行っておりま



して、当然水位の設定がございますので、測量費で

ありますとか解体費、改修費、こういったものを助

成対象としております。助成費は対象枠の総額の

分の 、 万円限度という内容でございます。こ

れまで 件ほど助成をいたしております。

そういった条例、いわゆる建築制限をして 年半

ほどたったわけでございますが、その状況といたし

まして、実際のところ既存不適格住宅が約 件ほ

どあるということで確認しているんですが、実際改

修となりますとかなりの費用もかかりますので、住

民負担も大きくてなかなか実態としては改築が進ん

でいかないというのが実情でございます。

市の助成財源として、住宅局の補助制度、地域住

宅交付金を予定しておりましたけれども、これが手

続等に時間がかかりなかなか利用しづらかったとい

うことでございまして、市の一般財源を充当してい

るというのが実情でございます。何とぞ国土交通省

のほうにおかれましても助成制度の拡充という意味

ではまたご検討お願いできないかというふうに考え

るところでございます。

以上、ご報告申し上げましたが、最後になりまし

たけれども、先ほど来話が出ておりますように、近

年の災害は、いつ、どこで局地的に発生するかわか

らないということでございまして、やはり常日ごろ

の災害に対する住民意識の高揚というのは非常に大

切であると私ども末端行政から見ても思っていると

ころでございます。

国土交通省の皆様初め、関係者の皆さん方のさら

なるご指導、ご支援をお願い申し上げまして、報告

にかえさせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

司 会

ありがとうございました。

続きまして、まちづくりを通して、住民の防災意

識の高揚と連携を図る取り組みをされた佐賀市嘉瀬

校区社会福祉協議会会長城野真澄様に意見発表をお

願いいたします。

それでは、よろしくお願いいたします。

改めまして、皆さんこんにちは。佐賀市嘉瀬町か

ら伺いました嘉瀬公民館長を兼務しながら嘉瀬校区

の社会福祉協議会の会長をしております城野と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

先ほどから会場のほうでずっと私聞かせていただ

いておりましたけれども、皆さんパワーポイントを

使ってのご説明でございますが、私はパワーポイン

トを使えませんので、最初にお話をさせていただい

て、最後のほうでパワーポイントを別の方にお願い

して見ていただきたいと思っております。

では、ただいまよりお話をさせていただきますが、

まず、お手元に簡単な資料を出させていただいてお

りますが、タイトルだけ書いておりますので、なる

べくそれに沿ってお話をしたいと思っております。

嘉瀬町は、皆さん方ご存じかと思いますが、間も

なく、 月 日から 月 日までインターナショナ

ルバルーンフェスタの会場のある町でございます。

佐賀市の南西に位置しておりまして、東は本庄江、

それから、西のほうに嘉瀬川が流れております。嘉

瀬川沿いの北のほうには鍋島町がありまして、南の

ほうは有明海に臨んでおります。人口は 、

人で、世帯数は 世帯ございます。子供の数は

本当に少のうございまして、現在 名の小学生が

嘉瀬小学校に通っております。少子高齢は私たちの

まちのほうにも押し寄せておりまして、 ％を超え

ている、そういったまちでございます。

嘉瀬町の概要を話しておりますと、これだけで時

間が過ぎてしまいますので、次に、防災まちづくり

を実施しようとした背景を少しお話ししたいと思っ

ております。

この防災まちづくりは、もともと行政からの働き

かけでございました。こちらにお見えの方はご存じ

かもわかりませんけれども、実は平成 年に社会教

育法が制定されておりまして、その地域福祉の基本

理念の一つに地域福祉の推進というのが 項目入っ

ております。この地域福祉の推進というところから、

（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号

佐賀市嘉瀬校区
社会福祉協議会会長

城 野 真 澄



平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号 （ ）

佐賀市におきましては、佐賀市社会福祉協議会のほ

うが地域福祉の推進を担い、佐賀市のほうは市町村

地域福祉計画を策定するためにこの一体化をしなが

ら地域福祉の推進をしようという計画が立てられま

した。

そこで、平成 年 月から佐賀市と佐賀市社会福

祉協議会は、今は市町村合併になりまして人口 万

ぐらいになっております。その当時、旧佐賀市 校

区ございますけれども、その 校区の自治区の中に

佐賀市と社会福祉協議会の担当職員が来られまし

て、これから地域の皆さんとともに福祉のまちづく

りをやっていきたいと考えております。それにつき

ましては、どうぞご協力のほどをお願いしますとい

うことで、実はその当時、地域福祉の計画のための

スケジュール表というのを持ってこられました。本

来ならば 小学校校区ございますので、まち全体が

そこからスタートして、本来はハザードマップとか

福祉のまちづくりのマップができ上がるはずだった

んですが、これが残念ながら地域の中では幾ら館長

や校区社協の会長がこれをやりたいと思っても、地

域の難しさがそこにございまして、なかなか自治会

長さん、それから地域の皆さんにご理解いただくま

での時間というのが難しゅうございます。

そういった形の中で、じゃ嘉瀬町としてはどうい

った福祉のまちづくりをしていったらいいかという

ことを校区社協を中心に自治会を開き、全体会を開

き、そして、佐賀市の方においでいただいて、これ

からの福祉のまちづくりという視点で講座を開催い

たしました。私はどちらかというと、社会教育を

年ぐらいやってきておるもんですから、まちづくり

の視点でこの防災まちづくりをやっていけたらなと

いうことで動いたものですから、やはり生涯学習は

講座から入らないとなかなかご理解していただけな

いと思っておりました。

そうこうしておりまして、 年度はどちらかとい

うと住民のアンケート、それから、学習面を重点的

に図ってまいりました。 年度に入りまして、じゃ、

私たちのこの福祉のまちづくりをするためにはアン

ケートの中にも子供の安全の問題、それから、 年

度は佐賀市では 月 日、忘れもいたしませんが、

竜巻災害が発生いたしました。もうこれには佐賀市

民本当に災害の怖さを肌で感じられたと思います

し、嘉瀬町の近くに北川副町という町がございます

が、そこで竜巻災害が発生し、私たちの町からもボ

ランティアの方がたくさん応援に行かれましたが、

その平成 年度の竜巻災害、それから、 月には小

城のほうでも実は大きな水害が発生しております。

それから、そのとき水俣のほうでも大きな豪雨災害

が発生しておりますし、 月 日は新潟のほうで中

越地震などが発生しております。本当に平成 年度

は、身近なことも含めて、そういった災害の多い年

でした。幸いにそれが功を奏して、学習もしており

ましたので、やっぱり私たちのまちは私たちで守ら

ないといけないという機運が大分自治会の中で上が

ってきたのではないかと思っております。

そうこうしているところに、国土交通省武雄河川

事務所のほうから嘉瀬川の 水、今までの大きな水

害を調査をしてみたいという話が、私ども嘉瀬町と

鍋島町のほうにありました。私はそのとき全然そう

した視点は持っていなくて、地域の皆さんとゼンリ

ン地図を拡大しながら我が町の、 自治区がござい

ますので、張り合わせながら、あなたのまちはこう

なっていますよ、あなたのまちはこうなっています

よということでしておりました。幸いに、この 水

という大きな被害は嘉瀬町では知らない高齢者の方

はいないということで、 水に学ぶという視点で理

事会にかけまして、まず、私たちはもう忘れかけて

いるこの 水を今聞き取り調査をしながら残そうで

はないかということで動きました。

本当に、 水については話だけ聞いておりました

が、これを学ぶに当たりましては 年ほどかかって

しまいました。 水の聞き取り調査、 地区古老の

方々を集めて、そして、話を聞き、しかもその当時

の地図を各 地区つくっていただきまして、水がど

ういうふうに流れたのか、それから、水がどこまで

来たのか、最初は軒下まで来たけど、屋根伝いに船

を出していただいて、おにぎりを持ってきていただ

いたとか、もうとにかくさまざまな話がその中に出

てまいりました。

ちなみに、私は、ここに書いてありますとおり昭

和 年に市役所に入っておりますので、もう年齢が

ばれておりますが、私たち世代ぐらいまでは 水は

大体記憶に残っていると思いますが、そうですね、

歳ぐらいの方はもうほとんど知らないとおっしゃ

るんですね。そういった方々にもこの 水の歴史を

学ぶことによって伝えることができるということで

実は大きな成果が上がったように思います。

地域を歩きながら古老に聞いて、どこまで水は来

たんですかとか、いろんな話を聞くことができまし

た。私は少し北のほうの久保泉町というところに住



んでおりますが、そこから嘉瀬町に通勤を現在して

おりますけれども、久保泉のことより、歩いたおか

げで嘉瀬町の樋門まで私が今知ることができまし

た。

そんなこんなで 年間、未曽有の 水の歴史に学

ぶということの成果を踏まえながら 年度に本格的

にハザードマップをつくるように持っていきまし

た。私は校区社協の会長をしておりますので、そう

いった面ではコーディネーター役だなというふうに

いつも考えております。

地域に暮らす方々は生涯学習をしようとかハザー

ドマップをつくろうとか、ほとんどの方はお考えに

なっていらっしゃらないと思います。そういった

方々を本当にボランティア精神でもってまちづくり

をしてもらおうというときには、とにかくコーディ

ネーター役、それから、地域の自治会長さんの熱い

思い、こういったものを引き出しながら地域の中に

おろしていくというのが大変重要ではないかなと思

っております。

そして、私たちはまた 水の聞き取り調査をした

ように、今度はちょっと視点を変えまして、一般の

方々に集まっていただいてハザードマップをつくる

ことにいたしました。その協力も武雄河川事務所の

方、それから市の方、いろんな方にお世話になりな

がらつくり上げていきましたけれども、つくってい

っている中で、 今災害がとっても発生しているけ

ど一体全体嘉瀬町はどがんないよいやろか という

話を参加された方から聞いたときには、本当にこれ

をしてよかったなというふうに思いました。 あん

たたちがこういうふうに頑張ってくれているから私

たちも安心しているばい というような話も聞けま

したし、いろんな情報も提供していただくことがで

きました。そういったことで、 年度いっぱいでこ

の防災マップ、マイマップをつくることができまし

た。

防災マップに取り組んでよかったことと申します

と、今地域社会の中は、いつも言われておりますけ

れども、地域が崩壊したとか疎外感があるとか、さ

まざまなことが言われております。これはもう嘉瀬

だけではなく日本全国だと私は思っておりますけれ

ども、この防災マップをつくることによって地域の

方々と集まることができましたし、会話ができるよ

うになりました。本当に私はこれを中心にしながら

福祉の、また別の福祉の面での活動が出てくるので

はないかなというふうに思って、やってよかったな

と思いますし、また、社会的課題、地域課題がこの

中から見えてきましたので、皆さん方に提言するこ

ともできるようになりました。

そんなことで、私はまちづくりを視点に公民館の

運営をしておりますので、そういった面では身近に

地域の皆さん方と語り合うことができたことに感謝

をしている次第です。

もう つ、やりながら困ったことをちょっと、困

ったことというよりも心配事をちょっと申し上げた

いと思います。

実は我が町では、 つの自治区は 年に 回の自

治会長さんの交代となりますが、 自治区は毎年自

治会長さんが交代をなさいます。ハザードマップは

年ではできませんし、何年かかかりますので、そ

この連携がよくできるだろうかということをとって

も心配しておりました。最初にかかわられた方は学

習を受けたり、それから 水の歴史に学んだり、い

ろんなことをされたので大分ご理解をしていただい

たところにくらっとまた新しい自治会長さんにかわ

るわけですね。またゼロからのスタート、ゼロから

の説明ということになりますので、ここのつなぎが

よくできるかなというふうに思っておりましたけれ

ども、幸いなことに、自治会長さんにとにかく何回

も何回も交代時期に校区社協の理事会でも話し、そ

れから、自治会長会に出向いていって、このことに

ついてはぜひ次の自治会長さんにつないで終わって

いただくようによろしくお願いしますということを

重ねて申し上げておりましたので、幸いに次の自治

会長さんもご理解をいただいて今進めているところ

でございます。

そういったことで、防災マップをつくることによ

ってまち全体が一丸に少しでもなれたかなというこ

とは本当によかったなと思っています。

そしてまた、こういう活動をしていることをマス

コミに何回も取り上げていただきました。私もやは

り地域の皆さん方が活動してもらっている姿、この

防災マップづくりではなく、地域の行事などをなる

べくマスコミに紹介してもらいたいので、時々は佐

賀新聞社、それから、いろんなところに情報提供し

てマスコミに宣伝をしておりますが、そのときも

のほうから来ていただいたり、それから佐賀新

聞社に取材に来ていただいたりいたしました。

そういったことで、マスコミに取り上げていただ

くことによってその評価を高くする、そうしたこと

ができたことはとってもよかったなというふうに思
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っております。

最後に、パワーポイントを使って、 の映像を

ちょっとだけお見せしたいというふうに思っており

ます。

そういったことでいろんな視点からこの防災まち

づくりをやってきましたけれども、防災マップ作成

による効果を少しお話ししたいと思っております。

今私たちのまちは、実は開かれた学校、開かれた

地域づくりということで、手前みそでございますけ

れども、全国表彰を受けたり、 年間に ぐらいの、

遠くは鹿児島県からまで視察にお見えになったりし

ている、そういうまちづくりをしているまちなんで

す。そういった関係もあったかと思いますけれども、

実は大人が動くことによって子供たちにこの防災マ

ップのことをお話したいなと言っておりましたとこ

ろ、小学校 年生の中で生活の水について勉強して

いるということを知りまして、実は小学校 年生に

時間子供たちに学習をすることができました。こ

れは大きな効果ではなかったかなというふうに思っ

ております。

ここにつきましては、武雄工事事務所の方にお願

いして実験をしていただきました。本当に子供たち

は 水のときのお話を少ししていただいて、それか

ら、水かさが増えるということは、例えばプールを

想定して小さな、あれはスケールでしたかね、何か

持ってきていただいて、そこに実際に何十分の と

いうような形で実験をしていただきました。もう子

供たちは目を生き生きしながら 時間あっという間

に過ぎてしまいましたけれども、そういう防災教育

を学校の中に取り入れることができました。そこに

は地域住民も参加をしていただきました。私たちが

学んだことを子供にどう伝えていただいているかと

いうことを嘉瀬小学校のほうに地域住民の方にも来

ていただきながら一緒に学習会をしております。そ

ういったことがすぐ嘉瀬小学校はできる学校なんで

すね。また、町であるということにも館長としては

非常に感謝しているところです。

それともう つは、 月 日に、先ほどありまし

たけれども、集中豪雨がありまして、佐賀市も冠水

を大分受けております。私が非常によかったなと思

ったのは、とにかく雨が降っても、やっぱりここま

で防災マップをつくっておりますと、雨が降ったら

すぐ脳裏の中に、あっ、あそこの自治区はどうだろ

う、こうだろうと頭の中を駆けめぐるんですね。公

民館に出勤してすぐ朝一番に自治会長さんに全部電

話をいたしました。そしたら、やっぱり効果が上が

っておりました。意識が高くなられたかなというの

を感じたのは、ほとんどの自治会長さんが自分の町

を全部歩かれていました。うちは異常ありません

とか、そういったことの返事がすぐ返ってきました。

でも、まだ見回りをなさっていないところは、あら、

すみません。館長さん今から回りますから、ちょっ

と待っていただいていいでしょうか。結果はすぐご

ご連絡いたしますから という返事が返ってきまし

た。実はこの 月 日のときにも我が町で 町区冠

水をしております。一つの扇町というところは、平

成 年にも冠水に遭っておりまして、そうですね、

大分長く水が道路、家の中まで入ってきています。

ですから、 水を調べていたときに、もう館長さん、

おいどま 水は忘れたばってん、平成 年の水害は

もうはっきり覚えています という消防団の方が、

ちょっと若い方でしたので 水のことより平成 年

の水害のことを記憶しているということで、実は扇

町は つ、 水の落とし込みと平成 年の つの地

図の落とし込みをしております。そういったことで

本当に皆さんの意識が高揚してきたかなというのを

肌で実感しているところです。

そしてもう一つ、効果というよりもよかったなと

思いましたのは、実は 月 日に佐賀県持ち回りで

水防演習、それから、県のほうでは総合避難訓練が

あっておりますが、これを嘉瀬町で一挙にしてくれ

ないだろうかというお願いがありました。

私も幾ら防災マップをつくっているといっても、

地域の皆さんを何十人という方を集めきるだろう

か、しかも体育館では、県の総合防災の避難訓練、

それから河川敷では水防演習の訓練を つ一度に、

しかも嘉瀬町でできるだろうかととっても心配いた

しましたけれども、自治会の方々が本当に協力をし

ていただいて、しかも 月ですので、ほとんどの自

治会長さんはかわったばっかりなんですね。 おい

どんそがんことしきらんばい て最初ごろはおっし

ゃっていましたけれども、最終的には、あれはおに

ぎりをつくる部隊ですね、あそこにうちの女性ネッ

トワークのほうから 名出させていただきました

し、それから、全体的には 名の方に参加をして

いただきました。これは本当に私はよかったなと思

っております。しかも、嘉瀬小学校の 年生が全員

これに参加してもらいましたし、嘉瀬の幼稚園の子

供たちも先生引率でこの水防訓練のほうに参加をし

ていただきました。やはりこれは繰り返し繰り返し



学習をすることによって地域の意識の向上が図られ

るのではないかなというふうに思っております。

こういったことで、嘉瀬町では今年度福祉マップ

を仕上げる予定にしておりますが、もう既にできて

いるところもございますけれども、 月いっぱいに

この福祉マップもつくってくださいということのお

願いをしております。それも防災マップイコール福

祉マップ、生活安全・安心マップ、向こう三軒両隣

というふうにいろんな言葉を使いながら皆さん方の

啓発をしながら、安全でこのまちで暮らしてよかっ

た、そして、このまちをやっぱり終の住処にしてよ

かったという、そういう思いを皆さん方と一緒に共

有したいがためにこれをつくっているんですよとい

うことを再三再四申し上げながらまちづくりに取り

組んでいるところです。

では、ここから少しスライドで見ていただきたい

というふうに思いますので、よろしいでしょうか。

【パワーポイントにより説明】

これが嘉瀬町でございます。ごらんいただきます

ように、ちょうどすっぽり本庄江と嘉瀬川にはさま

れ北と南に広がっている細長い町なんです。もうこ

こは有明海なんですね。 水のときには一番手前の

新町という町なんですが、そこに 水を聞き取り調

査に行ったときには、まるできのうのごとくお話を

聞くことができました。

これは 水の聞き取り調査をこういった形で 自

治区全部回らせていただいて、昔の土地の状況、そ

れから浸水状況、水の流れなどを聞くことができま

した。これは 自治区全部一つ一つ永久保存版とし

てとっていただくようにお願いをしております。そ

して、北島という地域では、 館長さん、これを額

に入れて公民館に飾っております という自治会長

さんもいらっしゃいました。そして最後には、これ

を全部嘉瀬全体の 水の時の水の流れがどの時間帯

でここを流れていったのかというのも嘉瀬町全体の

地図もつくり上げております。

これが道を歩きながら状況を聞き取り調査をして

いるところです。ここまで水が来ましたよという浸

水状況を聞いているところです。

これが 水の聞き取り調査をしたマップでござい

ます。聞き取り調査をしたところの写真をそこにず

っと入れ込みながらしましたので、永久保存として

も、ああ、こういう方々が 水のお話を聞いてこう

いうふうに水の流れがあったんだなというのが多分

永久的に残ればいいなというふうに思ってつくりま

した。

これは最初扇町の事例なんですけれども、 年度

に、 水の防災マップ終わって、じゃ、今の嘉瀬町

の状態を把握しながら私たちの町がどういうふうに

なっているだろうかということで凡例がずっと上が

っておりますが、その凡例に従ってこの町の中に全

部を落とし込みをしていただきました。この角が危

険な箇所、ここに公衆電話があるとか、それから、

消火栓ですね、 と書いてあります。ちょっと遠く

の方は見えないと思いますが、消火栓は実は消防団

の方に集まっていただいて、消火栓がどこにあるの

か最初に全部、嘉瀬町全部を把握してもいただいて

おります。

そういったことで、いろんな方にお世話になりな

がらこの防災マップをつくり上げております。

そして、一番私よかったなと思ったのは、班別に

分けていますが、自治会長さんから 館長さん、班

別まで分けんばいかんとね。扇町全体ではいけない

んですか と言われたんですが、やっぱりいざとい

うときには班で分けていないと行動がしにくいし、

班を分けることによってこの落とし込みがスムーズ

にいくのではなかろうかと思って、別に全部分けて

いただいております。

今、福祉マップもつくろうとしておりますが、そ

れも判別に分けていただいております。これはやっ

ぱり自治会長さんしかわかりませんので、早目にこ

のマップを差し上げて班別だけは皆さんが集まる前

にしておってくださいということでしていただいて

おります。

これは扇町の事例で、これさっきのを拡大してお

ります。少しはおわかりいただけますでしょうか。

このちょっと濃い色がついております。これが

号線を挟んで扇町は北と南に分かれております。平

成 年の水害のときが、この 号線が昔より大分

嵩上げになっているんですね。ですから、もとの家

が残っているところを見ますと、ブロック五、六段

違いますね。やはり冠水したときになかなか水が引

かないんです。そして、圃場整備があって、圃場整

備で非常に道路は通りやすくなりましたけれども、

この嘉瀬町は掘割が非常に多い町です。佐賀市は大
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体掘割の多いまちなんですが、特に嘉瀬も堀が多い

ところなんですが、圃場整備をした後がなかなか水

はけが悪くて、そこに一時的に冠水するわけですね。

そういった現象が出てきております。そういったこ

とも、これをつくることによってまちの方に知って

いただくことができました。

じゃ、ここからマップづくりの取材をしていただ

いた の映像を見ていただきたいと思います。

お願いいたします。

〔 映像〕

はい、ありがとうございました。

こういったことで今後も毎年テーマを決めながら

この防災まちづくりを中心に嘉瀬町の発展のために

頑張っていきたいなと思っております。

ご清聴ありがとうございました。（拍手）

司 会

ありがとうございました。

以上、本日ご参加の皆様を代表いただきまして意

見発表をいただきました。

それでは、ここで演台を移動させていただきます。

しばらくお時間ちょうだいいたします。

座 長

お待たせいたしました。

それでは、ただいまのお 人の意見発表を受けま

して、本大会の決議に移りたいと思います。

決議案につきましては、お手元の事務局案を提案

し、ご審議いただくことでよろしいでしょうか。

〔拍 手〕

座 長

ありがとうございます。

それでは、事務局の決議案を佐賀県治水砂防協会

副会長であります、みやき町の末安伸之町長にご朗

読していただき、提案したいと存じます。

大 会 決 議

佐賀県治水砂防協会
副会長

末 安 伸 之

決 議 （案）

著にみられ、短時間に局地的な豪雨をもたらす ゲリラ

豪雨 など、自然災害が激化している状況である。

このように、災害発生頻度の高い地方であるにもかか

わらず、九州地方における治水施設の整備は、まだまだ

低い水準にとどまっているのが現状であることから、こ

れまで以上に治水施設の整備を強力に推進していく必要

がある。

さらに、災害発生時の被害の軽減に向けて、避難誘導

体制の強化、洪水ハザードマップの整備などソフト対策

の充実を図る必要がある。

一方で、九州地方は渇水にも見舞われやすく、ひとた

び水不足になると、取水や給水制限がなされ、住民の日

出水等による災害から国民の生命・財産を守るととも

に、豊かな生活環境と安全で安心な社会を実現するため

に、治水事業は最も根幹となる事業として、計画的かつ

確実に実施していくことが重要である。

九州地方は、梅雨期には降雨が集中し、また、台風の

常襲地帯という厳しい気象条件のため、毎年甚大な災害

を受けている。

昨年 月の活発な梅雨前線の影響及び台風 号による

猛烈な豪雨、 月の台風 号の来襲による豪雨等につづ

き、今年も梅雨前線豪雨や台風 号により、九州各県で

水害や土砂災害により尊い生命と莫大な資産を失った。

最近では、地球温暖化の影響と思われる気候変動が顕

佐賀県治水砂防協会の副会長の末安でございま

す。

それでは、決議案を朗読させていただきます。よ

ろしくお願いします。
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常生活や地域社会の経済活動への影響も大きい。した

がって、水の安定供給や河川の維持流量の確保のための

河川整備や計画的なダム等水資源開発を推進することも

重要な課題である。

さらに、河川は地域住民の文化や生活に深く関わって

おり、水質の改善、生態系の保全、潤いとやすらぎのあ

る水辺空間の創出などを積極的に推進し、地域の特性を

活かした整備を進める必要がある。

このような現状を踏まえ、 安全で安心な九州 、 快

適で潤いのある九州 、 個性豊かで活力ある九州 の創

造を目指すには、水害等の災害に対し、機動的に対応で

きる制度の構築や所要の財源確保を図る必要がある。

よって、ここに治水事業の着実かつ強力な推進を期し

て、九州地方治水大会を開催し、その総意に基づき、国

会並びに政府に対し、次の事項が実現されるよう強く要

望する。

記

一、近年、自然災害が激化する一方で治水事業費は、ピー

ク時のおよそ半分となっている状況である。災害を未

然に防止し、安全で安心な国民生活の確保を図るため、

治水対策に充てる財源を確保し、治水事業費の増額を

図ること。

二、全国的に大規模水害が頻発している現状に鑑み、被

災施設の復旧にとどまらず、再度の被災防止のための

改良を十分にできるよう、災害関連復旧予算等での対

応の拡充を図ること。

三、九州地方の現状を踏まえ、安全で安心できる国土を

形成し、安らぎと潤いのある水辺空間を創出するとと

もに、活力のある地域づくりに資するため、特に次の

事項を強力に推進すること。

災害を予防し、地域社会の安全・安心を確保する

ための対策として、堤防やダム等の計画的な整備促

進、水資源の乏しい山間部、離島等における治水対

策をあわせた生活貯水池の整備促進。

近年頻発する水害、土砂災害に対する災害復旧関

連事業の着実な推進。

火山活動に対する安全確保のための防災事業の推

進。

安らぎと潤いのある水辺空間の創出に資するため

の施策の推進。

市町村が迅速かつ的確な水防活動や事前準備を実

施できるよう、洪水ハザードマップの整備や避難体

制構築のための情報提供の充実等を推進するととも

に、土地利用を視野に入れた流域一帯となった治水

事業の推進。

被災地の被害拡大防止や復旧、復興の早期実現の

ため、資材配備や技術支援等、国による広域支援体

制の早急な確立。

治水事業の重要性、緊急性と地方自治体の財政の

現状にかんがみ、地方への財政措置に対する特段の

配慮。

以上、決議する。

平成 年 月 日

九州地方治水大会

座 長

ありがとうございました。

それでは、ご審議をお願いしたいと存じます。た

だいま朗読していただきました決議案に賛成の方

は、拍手をお願いいたします。

〔拍 手〕

座 長

末安副会長、ありがとうございました。

賛成多数ということで、本決議案は原案のとおり

決定させていただきます。

本決議案につきましては、後日、政府、国会に参

り要請を行うこととしておりますので、引き続きご

協力をお願いいたします。

最後になりましたが、本大会の次期開催県につい

てお諮りしたいと存じます。

事務局案といたしましては、来年度は宮崎県さん

にお引き受けいただきたいと考えておりますが、皆

様いかがでしょうか。

〔拍 手〕

座 長

ありがとうございます。多数のご賛同をいただき

ましたので、ここで宮崎県県土整備部長の山田康夫

様から次期開催県としてのごあいさつをお願いいた

します。
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皆さんこんにちは。宮崎県県土整備部長の山田で

ございます。今し方、次期開催県ということで宮崎

県をご承認いただきました。ひとつよろしくお願い

をいたします。

先ほど来、いろいろお話が出ておりますけれども、

近年地球温暖化の影響によりまして気候変動、異常

気象、災害の激甚化ということが非常に顕著になっ

てきております。

宮崎県におきましても、先ほど宮崎市の副市長さ

んのほうから意見発表がございましたけれども、

年前の平成 年の台風 号、これによりまして大災

害を被ったところでございます。 名の尊い人命が

失われました。また、数千戸という規模の家屋の浸

水被害、宮崎市、それから延岡市ですね、そういっ

たところを中心に、県北地域も広範に渡って浸水被

害を受けております。浸水するだけではなくて家屋

の倒壊、流失と、中山間地においてはそういった本

当に悲惨な災害もあったわけでございます。また、

たった 個の台風で土木施設被害、県市町村合わせ

て 億円を超える。こういった、まさに過去最大

の災害に見舞われたところでございます。

この災害を契機に、これまでに大淀川、五ヶ瀬川

につきましては河川激特事業、そして、耳川、五ヶ

瀬川については水防災事業、これは輪中堤とか宅地

嵩上げ、そういったことに取り組んできております。

そういったハード面とあわせてソフト面も行ってお

りまして、やはり浸水想定区域図ですね、その作成

とか、あるいは河川関係情報の県民の皆さんへの提

供とか、ハード面もなかなか万全というわけにはい

きませんので、そういったソフト面についても積極

的に今取り組んできているところでございます。

宮崎県は東国原知事のおかげで非常に全国的に有

名になっております。今や県庁本館が観光スポット

として定着しているというようなことでもございま

す。

本来、宮崎県は豊かな自然がございます。また、

安全で安心な食材が非常に豊富でございます。日本

一になりました宮崎牛とか、宮崎地頭鶏、完熟マン

ゴー、いろいろございます。また、焼酎も非常にう

まい焼酎がたくさんございます。

来年宮崎においでいただきまして、そういった宮

崎のよさ、魅力をぜひ満喫していただきたいと考え

ております。

来年度の治水大会の開催に向けまして、本日のこ

のようなすばらしい大会になるように、また充実し

たものになりますように、私ども部を挙げて万全を

期して取り組んでまいりますことをお約束しまし

て、ごあいさつとしたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

座 長

ありがとうございました。

以上をもちまして、本大会のすべてを終了とさせ

ていただき、私の座長としての役目を終わりたいと

存じます。ご協力ありがとうございました。（拍手）

司 会

皆様、大変お疲れさまでございました。

以上をもちまして、平成 年度九州地方治水大会

佐賀大会を閉会いたします。

本日は長時間にわたりまして、まことにありがと

うございました。

次期開催県の決定

宮崎県県土整備部長

山 田 康 夫
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北陸地方治水大会次第
（敬称略）

第 部 記念講演
越後平野の治水史を訓む 信濃川大河津資料館前館長 五百川 清
第 部 治水大会
開 会 新潟県河川協会会長 加茂市長 小池清彦
主催者挨拶 新潟県知事 泉田裕彦

全国治水期成同盟会連合会会長 陣内孝雄
新潟市長 篠田 昭

座長推挙 新潟県河川協会会長 加茂市長 小池清彦
来賓祝辞 国土交通省北陸地方整備局長 吉野清文

新潟県議会議長 三林碩郎
来賓紹介・祝電披露
治水・水防功労者表彰

長野県 真引川河川愛護会
長野県 島々町会
富山県 河川をきれいにする会
新潟県 土手の花の愛好会

治水事業概要説明
国土交通省河川局治水課長 青山俊行
国土交通省北陸地方整備局河川部長 池田 茂

意見発表 金沢市都市整備局土木部長 出口 正
新潟県三条市建設部長 土田壮一

大会決議 新潟県河川協会副会長 津南町長 小林三喜男
次期開催県の決定・挨拶 富山県土木部次長 牧田 潔
閉 会

平成 年度 北陸地方治水大会

と き 平成 年 月 日（月）
ところ 新潟グランドホテル

新潟県土木部提供
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演 題 越後平野の治水史を訓む

青山士
講 師 信濃川大河津資料館前館長 五百川 清

略 歴

新潟市在住 年生 新潟大学教養学部（歴史専

攻）卒

新潟市立木戸中学校校長最後に定年退職

新潟県立歴史博物館・信濃川大河津資料館の展示設

計に従事

映画 郷土の宝 大河津分水 の制作に参加

年 月 信濃川大河津資料館館長に就任

年 月退任

この間全国治水大会・全国海岸協会新潟大会、土木

学会関東支部等特別講演講師

市町村公民館、新潟市民大学、長岡市生涯学習推進

大学、新潟青年会議所例会、長野千曲塾等において

講演担当

平成 年度 新潟大学人文学部非常勤講師 地域入

門 担当

平成 年度 日本河川協会河川功労者（河川文化分

野）表彰

第 回（平成 年度）全国豊かな海づくり大会

実効委員会基本構想委員、幹事会幹事

著 書

大河津分水双書 資料編第 巻 第 巻、 信濃川

大河津資料館ガイドブック

大河津分水ものがたり 、 にいがた歴史紀行

他

共 書

青山士後世への遺産 新潟県の百年と民衆 信

濃川下流域紀行 図説新潟県の歴史 他

第 部 記念講演

第 部 治水大会

司 会

ただいまより、第 部北陸地区治水大会を開会い

たします。

開会に当たりまして、本大会会長であります新潟

県河川協会会長小池清彦から、一言、開会の言葉を

申し上げます。

開 会

北陸地区治水大会会長
加茂市長

小 池 清 彦

村上、新発田、豊栄、五泉 各市史、黒崎町史 分

水町史 横越町史 笹神村史 等町村史の編集・

執筆

（お断り）

講演の内容につきましては、誠に勝手ながら掲載

を割愛させていただきました。

本大会の会長を仰せつかりました新潟県河川協会

会長を務めております加茂市長の小池でございま

す。開会に当たりまして、一言ご挨拶をさせていた

だきます。

本日は、平成 年度北陸地区治水大会を開催いた

しましたところ、ご多忙中にもかかわらず大勢の国

会議員の先生方、また、泉田新潟県知事様、河川協

会の陣内会長様をはじめ多くのご来賓の皆様方並び

に北陸各県より多数のご参加をいただきまして開催

できますことを、心から感謝申し上げます。本当に

ありがとうございます。

さて、平成 年度に前回の大会が開催されまして

から、この北陸地区におきましても短期間に地震や

水害、風浪などの大規模な自然災害が連発して発生

をいたしまして、経済活動や社会生活に深刻な影響
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を与えてきたところでございます。このような中、

国土を保全し水害等から国民の生命、財産を守り、

安全で安心な生活を確保するため、治水事業の役割

は極めて重要であり、今後とも治水事業の強力かる

着実な推進が不可欠でございます。

本大会が治水事業を計画的に推進し、住民生活の

向上のため有意義な大会となりますよう、ご参加の

皆様から格段のご協力をお願いいたしまして、開会

のあいさつとさせていただきます。なお最後に、国

土交通省ご当局におかれましては、多くの災害にお

きまして目の覚めるような実績を上げておられるわ

けでございます。本席をお借りいたしまして厚くお

礼申し上げるものでございます。

本日は本当にご遠路ご参加をいただきまして、あ

りがとうございます。厚く御礼申し上げます。本当

にありがとうございます。

司 会

ありがとうございました。

では、開催県を代表いたしまして、新潟県知事泉

田裕彦よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願い

いたします。

本日は大変お忙しい中、北陸各地から平成 年度

治水大会にご参加をいただきまして大変ありがとう

ございました。

今ほど小池会長からもお話がございましたとお

り、近年気候の変動が荒くなっているのではないか

という実感を、日々私も受けております。本県にお

きましても、 年前の 新潟豪雨以降、豪雪もご

ざいました。度重なる災害に見舞われているところ

でございます。

古来、 川を治める者は国を治める と、このよ

うに申します。やはり安心と安全な地域社会をいか

につくっていくか、治水というのは基本中の基本で

はないかと考えているところでございます。特に本

県の場合は、治水がうまくいったことにより、農業

の生産高も向上するということとなっております。

そしてまた、治水をしっかりやっていかなければい

けない、これは人命の安全を確保するためにも大変

重要な事業であると考えております。アメリカでハ

リケーンカトリーナが襲来した際に、 億ドルの投

資を省いたおかげで 億ドルの被害と大変多く

の人命が失われたという現実が生じているわけでご

ざいます。

新潟市においても鳥屋野潟、 回川が溢れると数

百億円の損害が出るということも分かっておりま

す。この危険を事前に回避をし、そして安心と安全

な地域社会をつくっていくために、是非とも皆様方

から大きなお力をお貸しいただければと、改めてお

願い申し上げる次第でございます。

また、広域自治体の役割といたしまして、安全な

地域社会をつくっていくうえで、ハード面、そして

ソフト面、緊急の情報とか災害弱者に対する情報提

供、避難、こういったものも含めて対応してまいり

たいと考えております。是非とも不断の努力を、ま

た大きなお力を皆様方からお貸しいただければと存

じます。

最後に宣伝をさせていただきたいのですけれど

も、新潟県は来年度大観光交流年ということでござ

います。 大河ドラマ 天地人 が新潟県を舞

台に放映されます。 日、 日と会議があるわけで

ございますけれども、もしお時間が許せば、この天

地人のふるさとを見て回っていただければと思いま

す。先般、佐渡におきましてトキの放鳥もございま

した。学名ニッポニアニッポン、この豊かな水田と

地域社会の中ではぐくまれた鳥、これは自然におり

ますので、佐渡に足を延ばしていただくと目にする

機会もあろうかと思います。是非ともこの大会を有

意義に、そしてまた、新潟の地を皆様方の記憶の中

に刻んでいただければ大変うれしく思います。

この大会が成功裏に開催され、そしてまた皆様方

のご健勝を祈念いたしまして、私のごあいさつとさ

せていただきます。

本日は大変ありがとうございました。

司 会

ありがとうございました。

続きまして、全国治水期成同盟会連合会会長陣内

主 催 者 挨 拶

新潟県知事

泉 田 裕 彦
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孝雄様よりごあいさつをお願いいたします。 ございまして、このために全国各地で浸水被害や土

砂災害が発生いたしました。

また、中越大地震、中越沖地震という 度の大災

害に見舞われ、甚大な被害が発生したことは記憶に

新しいところでございます。渇水被害につきまして

は当地方ではこのところ見られておりませんけれど

も、全国的には毎年あちこちで発生しており、降水

量が少ない場合に備えた水資源開発施設の整備がま

だ大変重要と考えております。

改めて申し上げるまでもないことですが、治水事

業は国民の生命、財産を守り、国民生活の安全・安

心のための根幹の事業であります。それにもかかわ

らず治水事業予算は毎年縮減され、平成 年度の予

算は 年前の約半分にまで減少しております。その

うえ最近は激甚な災害や集中豪雨が頻発しているこ

とから、災害の後追い的対応に追われ、災害を未然

に防止する計画的な事前投資が困難となってきてい

る状況にあります。財政縮減が続く中、治水事業は

誠に憂慮すべき深刻な状況に立ち至っているのでご

ざいます。

さらにもう一つの問題として地方分権改革推進委

員会から一つの都道府県で完結する 水系の一級河

川については、できるかぎり都道府県への移管が求

められております。しかし、河川の管理は、災害か

ら国民の生命、財産、社会経済活動を守ることなど

を目的として行われるものでございまして、国はあ

まねく国民の安全、安心の確保について責任をしっ

かりともってもらう必要があります。したがって一

級河川の都道府県への移管にあたっては、流域住民

にとって最善の河川管理が行われるように、国は河

川ごとに慎重に検討をして判断していただく必要が

あると考えております。

このような重要な時期であればこそ、当連合会と

いたしましては治水施設の整備がナショナルミニマ

ムとして速やかにかつ強力に推進されるよう、今こ

そ全力で要請活動を展開してまいらねばならないと

考えております。ご参集の皆様方のなお一層のご支

援をお願い申し上げますとともに、ご来賓の国会議

員の先生方、皆様方に、ますますのご健勝とまたご

支援をお願い申し上げましてあいさつとさせていた

だきます。今日はありがとうございます。

司 会

ありがとうございました。

続きまして、新潟市長篠田昭様からごあいさつを

お願いいたします。

全国治水期成同盟会
連合会会長

陣 内 孝 雄

ご紹介いただきました陣内でございます。本日、

ここ新潟市におきまして北陸地区治水大会を開催い

たしましたところ、公務誠にご多忙中、国会で治水

事業に対する大変なご尽力を賜っております国会議

員の先生方をはじめ県議会の先生方、また、多くの

ご来賓のご臨席を賜りまして、そして平素、治水事

業の推進にご活躍されておられる関係の皆様に、こ

のように多数ご参集いただき、本大会が盛大に開催

できますことは、誠に喜ばしく感謝に堪えません。

皆様方の深いご理解とご熱意に対し衷心より経緯を

表する次第でございます。

ここ新潟県は、長い海岸線、緑豊かな山々、信濃

川、阿賀野川などの大河と、それらにはぐくまれた

肥沃な平野、歴史と文化の島佐渡など、豊かな自然

と風土に恵まれておりますが、他方では、冬季のシ

ベリアからの季節風のため積雪量が多いことや、そ

の他地震も含めて水害など自然災害の大変多い所で

ございます。先ほど五百川先生のお話にございまし

た、大変な治水への努力を重ねられて今日まで安全

な地域社会をつくり上げてこられた皆様方に敬意を

表しますが、なお課題は残っていると認識したとこ

ろでございますし、また、そのための治水事業の使

命について、改めて大事さを実感させていただきま

した。

今年は台風が日本列島に上陸しておりませんが、

全国的に見ますといわゆるゲリラ豪雨による災害が

発生しております。とりわけ 月 日から 日にか

けて前線性の豪雨が北陸、中国、近畿、東北地方を

中心に降りまして、 日には近畿地方を中心に局地

的な大雨で、京都府の京丹後市峰山では 時間に

ミリ、愛知県の岡崎市では ミリというような猛

烈な雨を観測いたしましたし、中国・東北地方で軒

並み 時間に ミリを超える雨を観測したところで
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ただいまご指名にあずかりました小池でございま

す。何卒よろしくお願い申し上げます。

早速でございますが、改めましてここでご祝辞を

頂戴いたしたいと存じます。

最初に、北陸地方整備局長吉野清文様よりご祝辞

を頂戴いたしたいと存じます。よろしくお願い申し

上げます。

来 賓 祝 辞

新潟市長

篠 田 昭

本日は、北陸地区治水大会を新潟市で開催いただ

いたということで、大変ありがたく思っております。

県内外から新潟市においでの皆様方、 万市民を代

表して心からの歓迎を申し上げます。

新潟市は日本一の大河信濃川、そして日本第 位

の水量をもつ阿賀野川という二つの母なる大河から

はぐくまれた土地と、この母なる川は大変な豊かさ

も新潟にもたらしてくれたわけですが、一方ではも

のすごい大量な水との闘いということもございまし

た。大河津分水、関屋分水、また福島潟放水路とい

うものを国の手によってお造りいただいたというこ

とで、今の新潟市の土台ができており、また、新潟

の地域はゼロメートル地域、非常に低湿地帯が広

がっているということで、例えば鳥屋野潟排水機場

などのポンプ群、このポンプが止まってしまうと新

潟市一面水浸しになってしまうという状況でござい

ます。これからも治水は本当に新潟にとっては暮ら

しを支えるまさに最大の土台ということで、皆様方

のご尽力を是非お願いをし、また新潟市も一生懸命

頑張らなければならないと思っております。

そういう中で 年前の 水害、この大変な大災

害を国のお力で信濃川復旧事業で本当に急ピッチに

整備をいただき、ありがたく思っております。一方

ではその影響が、今度は信濃川から分かれて信濃川

に入る中ノ口川は大丈夫かということが、近隣の市

町村長みなこれを心配しているという状況もござい

ます。今、国の事業は県に移管できるものは移管し

たらどうだという話もございますが、一方ではこう

いうものは国策、やはり国の力でやっていただかな

いと、まさに整備が遅れれば大変な大被害が出かね

ないというものについては、選択と集中でやってい

ただきたいと我々は思っており、またそういうこと

をこれからもお願いしていきたいと感じておりま

す。

これからも新潟が日本一の水と土、ここによって

育てられた水と土の王国というものを守っていくた

めには、治水が何よりも重要だということを我々か

らも大いに声を上げてまいりますので、皆様と一緒

に安全・安心の土台はまず治水からという取り組み

を広げてまいりたいと思っております。

今日のこの大会を大きな契機として、日本の安全

な国づくりが前進することをご祈念いたしまして、

私のあいさつとさせていただきます。本日は誠にあ

りがとうございました。

（司 会）

ありがとうございました。

新潟市長におかれましては、公務のご都合上、こ

れにて退席されますことをお許し願いたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

座 長 推 挙
司 会

それではここで、大会座長を推挙させていただき

たいと思いますが、慣例によりまして小池大会会長

にお願いしたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。

（拍 手）

ありがとうございます。それでは小池大会会長、

よろしくお願いいたします。

北陸地区治水大会会長
加茂市長

小 池 清 彦
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また、昨今の経済状況を踏まえ、当初予算の早期

発注を行うとともに、安心実現のための緊急総合対

策として、北陸地方整備局の治水関係で信濃川下流

の治水対策の促進などのため、約 億円を確保した

ところでございます。引き続き治水事業の促進のた

め、予算の確保に向けて最大限努力してまいる所存

でございますので、なお一層のご理解、ご支援を賜

りますようにお願いを申し上げます。

最後になりますが、本大会が北陸地区の治水安全

度を高めていくうえで大きな力となることを期待

し、また、ご列席の皆様方のご健勝を心より祈念い

たしましてお祝いの言葉とさせていただきます。本

日は誠におめでとうございます。

座 長

大変ありがとうございました。

続きまして、ご臨席を賜りました新潟県議会議長

三林碩郎様よりご祝辞を頂戴いたしたいと存じま

す。三林様、よろしくお願いいたします。

北陸地方整備局長

吉 野 清 文

ただいまご紹介にあずかりました北陸地方整備局

長の吉野でございます。一言お祝いを申し上げます。

本日、北陸地区全域から治水事業にご造詣の深い

関係者の皆様が、ここ新潟市において一堂に会され、

北陸地区治水大会が盛大に開催されるにあたりまし

て、一言ごあいさつを申し上げます。

国会議員の先生方、新潟県知事、また県会議員、

市会議員をはじめご列席の皆様には、平素から治水

事業の推進につきまして多大なるご支援、ご協力を

賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、平成 年の河川法改正時に位置づけられま

した、今後の河川整備の基本的方向性を示す河川整

備基本方針につきましては、この 月に北陸地方整

備局管内 水系すべてにおいて策定をしたところで

ございます。引き続き、おおむね 年間の具体的な

整備内容を定める河川整備計画の早期策定に向け作

業を進めているところでございます。

皆様ご承知のとおり、北陸地方はそもそも厳しい

地形、気象などの自然条件にあり、近年では平成

年 月 日、新潟・福島豪雨、平成 年 月豪雨、

平成 年 月豪雨などにより、管内各地で甚大な被

害に見舞われているところでございます。さらに地

球温暖化による災害リスクの増大や、高齢化による

地域防災力の低下などが懸念されているところであ

ります。北陸地方整備局として安全・安心で活力あ

る北陸の地域づくりに、皆様と一緒になって取り組

んでいるところであります。その中であらゆる日常

生活、経済活動を支える安全・安心の確保は最重要

課題であると考えております。

このような認識の下、それぞれの流域の特徴、治

水の現状を的確にとらえ、将来を見据えた長期的な

視点に立ち、根幹的、恒久的な治水施設のハード整

備を着実に推進し、ハザードマップの整備や避難態

勢の構築などのソフト対策を、地域の皆様方ととも

に計画的かつ重点的に推進してまいる所存でありま

す。

新潟県議会議長

三 林 碩 郎

ただいま紹介を賜りました新潟県議会議長の三林

碩郎でございます。

平成 年度北陸治水大会の開催にあたりまして、

新潟県議会を代表いたしまして一言お祝いのごあい

さつを申し上げます。

本日、北陸地区各県の治水関係者の皆様方をお迎

えし、本大会がかくも盛大に開催されますことは誠

に喜ばしいかぎりであり、ご来県の皆様方を心から

歓迎申し上げますとともに、日頃から治水事業の推

進に多大なご尽力をいただいておりますことに深く

感謝と敬意を表する次第であります。

また、本日、栄えある表彰を受けられます皆様、

誠におめでとうございます。皆様方のご功績に心か

ら敬意を表しますとともに、今後ますますのご活躍

をお祈り申し上げます。

ご承知のとおり、北陸地方は急峻な地形と人口の
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集中する低平地を流れる河川が多く、雪解けや梅雨

の時期などに洪水が発生しやすい状況であることか

ら、災害を未然に防ぐための積極的な治水事業の実

施が強く求められていることでございます。また近

年は、異常気象の影響からも局地的な集中豪雨によ

る水害が各地で発生し、甚大な被害を被っているこ

とから、社会資本の整備に加え警戒避難も含めた総

合的な治水対策を推進していくことが何よりも重要

と考えております。

このような中、北陸地方各県の治水関係者の皆様

方が一堂に会し、治水事業の計画的な推進に向け、

熱意と英知を結集されますことは誠に意義深く、そ

の成果にとても大きな期待を寄せているところでご

ざいます。

私ども新潟県議会といたしましては、この豊かで

美しい国土を自然災害から守り、快適で安全な暮ら

し実現のため、今後とも治水事業の推進に鋭意努め

てまいる所存であります。どうか皆様方におかれま

しても、本日の大会を契機として、治水事業の一層

の推進により国民生活の向上と安全になお一層のご

尽力を賜りますようお願いを申し上げます。

私ごとではございますが、私は今は新潟市であり

ますがかつての豊栄市の生まれであり、また今も住

んでいるわけでございますが、俗に言う海抜ゼロ

メートル地帯と言われる福島潟の周辺で生育ちまし

た。そして昭和 年、 年の連続水害を体験いたし

たところであります。おかげさまで新発田川放水路、

そして福島潟放水路、皆様方のご努力によりまして

整備をしていただいたわけでありますが、しかしな

がら水というものは低い所へ流れますから、放水路

が整備されても最後の末端の河川まで整備されませ

んと、同じような状況にあるわけでございます。

昨日、相当の雨が降りました。あの昭和 年、

年の水害からもう 年たつわけでありますが、昨日

の雨で大丈夫かと思い川に見に行かなければだめか

と思ったところでございまして、昭和 年、 年の

水害のときに私どもの中学校で水害の文集を作りま

した。そのときに子供たちが、うちのお父さん、お

母さんたち家族が、一生懸命に朝早くからそして夜

遅くまで育てた作物が、一瞬のうちになくなってし

まったと。大人たちは何をしているのだろう。だっ

て去年も同じではなかったかという話が文集にあり

ました。大人たちの責任でなんとかしなければだめ

だという文集の言葉を、今でも私は強く覚えていま

すが、治水事業というものは進むようでなかなか進

まないというのが現状かなと思うところでありまし

て、治水事業というのはまさに安全に暮らせる源で

あろうと思うところであります。

どうか本大会が意義深く、そして成功されますこ

とと、ご参列の皆様方のご健勝、ご活躍を心から祈

念申し上げまして、一言のお祝いの言葉とさせてい

ただきます。本日はおめでとうございました。

司 会

大変ありがとうございました。

座 長

本日はご多用のところ国会議員の先生方をはじめ

多数のご来賓の方々のご臨席を賜っておりますの

で、皆様から祝辞を頂戴いたしたいところでござい

ますが、時間の関係上ご紹介のみとさせていただき

ます。

─順不同・敬称略─

衆議院議員

近 藤 元 彦 西 村 智奈美

稲 葉 大 和 長 島 忠 美

吉田 六左エ門

衆議院議員（代理）

鷲 尾 英一郎

参議院議員（代理）

田 中 直 紀 塚 田 一 郎

佐 藤 信 秋 渡 辺 秀 央

国会議員紹介

ただいまご紹介申し上げましたご来賓のほかに、

新潟県議会議員、国土交通省北陸地方整備局の関係

の方々にご臨席をいただいておりますことに、厚く

御礼申し上げさせていただきます。お一人お一人の

ご紹介を申し上げればよろしいのですけれども、お

時間の都合上、お手元の名簿をもちましてご紹介に

代えさせていただきます。ありがとうございました。

それではここで、国会議員、新潟県知事、新潟県

議会議長、それぞれ公務ご多用の折、ご退席になら

れますので、よろしくお願いいたします。
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以上でございます。誠にありがとうございました。

貴会は、河川の清掃を行うなど、河川環境の美化、

愛護に努められ、その功績は大なるものがあります。

よってここに記念品を贈呈し表彰いたします。

平成 年 月 日 北陸地区治水大会会長。

（拍 手）

司 会

富山県河川をきれいにする会様。

小池会長

表彰状。

富山県河川をきれいにする会様。

祝電ありがとうございました
─順不同・敬称略─

衆議院議員

下 条 み つ 篠 原 孝

羽 田 孜 小 坂 憲 次

高 鳥 修 一 綿 貫 民 輔

萩 山 教 厳 菊 田 まきこ

長 勢 甚 遠 宮 下 一 郎

村 井 宗 明 漆 原 良 夫

鷲 尾 英一郎

参議院議員

塚 田 一 郎 森 ゆうこ

羽 田 雄一郎 吉 田 博 美

若 林 正 俊 河 合 常 則

又 市 征 治 岩 城 光 英

森 田 高 渡 辺 秀 央

増 子 輝 彦 佐藤 のぶあき

田 中 直 紀

治水・水防功労者表彰
座 長

ありがとうございました。

次に、治水・水防及び河川愛護活動などにご尽力

いただきました団体の表彰を行いたいと存じます。

よろしくお願いいたします。

司 会

今回表彰されますのは、長野県真引川河川愛護会

様、長野県島々町会様、富山県河川をきれいにする

会様、新潟県土手の花の愛好会様、以上 団体でご

ざいます。

なお、本日、長野県真引川河川愛護会様は、ご都

合により欠席でございます。

それでは表彰に移らせていただきます。お名前を

お呼びさせていただきますので、代表者の方は、順

次壇上へお進みいただきたいと思います。

長野県島々町会長様、よろしくお願いいたします。

小池会長

表彰状。

島々町会様。

貴会は、河川の清掃を行うなど、河川環境の美化、

愛護に努められ、その功績は大なるものがあります。

よってここに記念品を贈呈し表彰いたします。

平成 年 月 日 北陸地区治水大会会長。

（拍 手）

司 会

新潟県土手の花の愛好会様。

小池会長

表彰状。

新潟県土手の花の愛好会様。

貴会は、河川の清掃を行うなど、河川環境の美化、

愛護に努められ、その功績は大なるものがあります。

よってここに記念品を贈呈し表彰いたします。
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平成 年 月 日 北陸地区治水大会会長。

（拍 手）

司 会

ありがとうございました。

受賞された皆様方のご功績に対して、いま一度盛

大な拍手をよろしくお願いいたします。

（拍 手）

ありがとうございました。以上をもちまして表彰

を終わらせていただきます。

座 長

次に、治水事業の概要について、国土交通省河川

局の青山治水課長様よりご説明をお願いできればと

存じます。よろしくお願い申し上げます。

ているかと思います。それに従います。

ページ目に最近の主な水害の表が載っておりま

す。これは平成 年から今年度までの直轄河川

水系で危険水位を上回った河川に色を塗っているわ

けでございます。今年は台風が上陸しない、過去

月に上陸した事例がございますので、これからどう

なるか分かりませんが、台風が上陸しなかったとい

う影響もございまして、今年は危険水位を上回った

水系は 水系だけでございます。昨年が 水系ござ

いましたので、台風が上陸しないというのは、そう

いう意味では今年は水害が非常に少なかったと言え

ると思っております。当北陸地域におきましては、

富山県の小矢部川でハイウォーターに迫る洪水が起

きたということが今年の洪水になっております。

ページ目、 月 日の未明だったと思いますが、

富山県と石川県のちょうど境に真っ赤なレーダーの

反応がございまして、かなり大きな雨が降っている

という状態になったわけでございます。月曜日の明

け方、日曜日の翌日だったものですから、さて一体

何事が起きたのだということで見てみますと、富山

県の小矢部川の上流部に大きな雨域がある、さらに

それが石川県にもかかっているという状態だったわ

けです。その雨がだんだん西に移り丹後半島にひっ

かかり、丹後半島でも大きな被害があったと。大変

な雨だと思っていた矢先、これは全然違う状態なの

ですが、兵庫県神戸市で雷雨のため 分間に メー

トル センチの水位が上がるという状態の中で、子

供たち 名を含め 人の人が流されて死んだという

ことが 月末に起きたわけでございます。

ページ目を見ていただきますと、 日の北陸地

方の豪雨の状態でございますが、時間雨量が ミ

リを超えるような雨が降ったわけでございます。金

沢市内で床上浸水が 戸、床下浸水が 戸とい

うことで、非常に大きな水害があったわけです。両

河川とも非常に大きな雨だったわけですから、特に

上流の方では土砂災害が非常に多く、浅野川もそう

ですし、小矢部川の上流部も畑が完全に川原になっ

てしまうという状態になっております。小矢部川に

つきましてはその下流部、直轄河川ではハイウォー

ター寸前までいったということですが、浅野川につ

きましては金沢市内において越水をするというよう

な、非常に大きな水害になったということでござい

ます。

次のページが 月末の豪雨でございます。これは

お隣の中部地方で起きたわけでございまして、これ

治水事業概要説明
国土交通省河川局

治水課長 青 山 俊 行

治水課長の青山でございます。

常日頃は河川行政に大変お世話になっておりま

す。私の方からは最近の話題についてご説明させて

いただきたいと思います。資料の中にレジメが入っ
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も低気圧と前線が刺激し合ったということでござい

まして、愛知県の岡崎市では 時間雨量が ミリ

というとんでもない雨が降ったわけです。これによ

りまして、岡崎市では全域に避難勧告が出たという

状態になりまして、床上浸水が 戸、床下浸水

戸という状態だったということです。それより 日

ほど遅れて、今度は木曾川の支川、岐阜県の一番西

側にかなり大きな雨が降ったわけであります。それ

で大垣市を中心に浸水が進んだということです。

ページでございます。今年の降雨の特徴という

ことですが、非常に局地的な豪雨が多かった。ゲリ

ラ豪雨というよりもテロに近いような状態だったの

ですが、全国 か所、これはアメダスのデータです。

アメダス地点において か所で最高記録を更新とい

うことです。特に岡崎では 倍ということですの

で、過去に降った雨の倍以上の記録更新になったと

いうことでございます。

ページでございますが、今年はゲリラ豪雨が多

かったということですが、近年の降雨の特徴という

ことで、平成 年から昨年までを見てみますと、実

はこちらの方は総雨量が多い。総雨量が ミリ

を超えるような大雨があちらこちらで発生した。新

潟の豪雨もその一つでございます。

ページですが、ある程度こういった傾向という

のは、地球の温暖化に関係していると言われており

ます。地球温暖化に伴いまして二つ傾向が出ます。

一つは今年の傾向にありますように集中豪雨が増加

するということで、これは過去のデータを見ても

ミリ以上の降雨の頻度、そして ミリ以上の降雨

の頻度というのがどうも増えてきている傾向にあり

ます。さらに、今後 年間の気象予測、コンピュー

タの精度がかなり上がってきているようでございま

して、そういったものを見ましても、将来的にも総

降雨量が 割から 割くらい増える。北陸地方も

割増えるだろうという予測になっております。

トータル雨量が増えるということになりますので、

先ほど ミリ以上の雨が降っていると言いまし

たけれども、そういう非常に大きな降雨が降る頻度

も増えると言われております。

次のページ、こういった気象の変動に対応いたし

まして、諸外国においては既に例えば高潮の堤防を

高くするとか、そういう対策も行っておりますので、

こういった予防対策も今後検討する必要があるだろ

うと考えております。

こういったものに対して治水施設の整備を行うの

ですが、効果の事例を 例ほど挙げさせてもらいま

すと、中部地方の岐阜で水害があったということで

ございますが、ここはよく水害が起きる所でござい

まして、平成 年 月にも同じぐらいの規模の雨が

降ったわけです。そういったときにかなりの所が浸

水したのですが、たまたま今年は徳山ダムという、

億トンぐらいの日本で一番大きなダムが完成いた

しました。ここで全量カットをしたということで、

下流部の水位が メートル ほど下がりました。そ

の結果、浸水面積が、完全には無くなっていないの

ですけれども 分の くらいまで減ったということ

で、非常に効果があったという事例でございます。

これは新潟の例でございますけれども、先ほど大

河津分水路の話がございましたけれども、関屋分水

路というのが新潟市にございます。新潟島と言った

方がいいのでしょうか、新潟が地盤沈下の影響でゼ

ロメートル地帯が非常に大きいということがござい

ます。そういったところの安全性を上げるというこ

とで、関屋地区に分水路を掘っているわけでござい

ます。これがあったおかげで、平成 年の洪水のと

きにも大きく水位を下げることができた。万が一こ

れの工事ができていなくて、洪水が真っ直ぐに信濃

川下流に来ますと、新潟市内のこの真っ赤な所が 、

メートル浸水するという状態であったということ

でございます。やはり、こういう大規模な施設を先

行的に整備するということは非常に大事だというこ

とでございます。

知事からお話がありましたように、先行的な投資

というのは大事なのですけれども、例えば東海豪雨

というのがございました。愛知県の庄内川・新川と

いうのが溢れたわけでございますけれども、これも

事前に 億円程度を投資しておけば、約 億円

の被害軽減が可能であったと見られていますし、福

岡豪雨でも 億円投資しておけば 億円の被害

軽減ができたと言われておりますので、事前の投資

が非常に大事になるわけです。

一方で、予算はきっちり減ってきておりまして、

大体半分になるわけです。ほかの事業も大体そうで

ございまして、国の財政状況が非常に悪い中なので、

こういったものはある程度の傾向としてやむを得な

い部分もあるのかも分かりませんが、我々が非常に

気になっていますのは赤の部分です。これは激特と

か復緊、今、信濃川でもやっていますけれども、復

緊、それと床上対策事業ということで、一度大規模

な災害が起きたところに後追い的な投資、そういっ



たものが近年急激に割合が増えております。全体の

予算が減る中で、災害防止のための費用というもの

を先取りされますので、どうしても先行的な予防的

な対策に予算が回らないという状態です。

次からは来年度に向けての新規施策でございま

す。一つは、流域対策の強化ということですけれど

も、いわゆるゲリラ豪雨に対してどう対応するのか

ということです。当然河川改修を一生懸命やります

というのが一つの答えなのですけれども、なかなか

予算が進まない。それと、どうしても治水というの

は非常に長い時間がかかります。その中でふと思い

出すのが、実は昭和 年代に都市化が急激に進んだ

ということで、都市部で総合治水対策ということを

行って、流域にとにかく一生懸命に池をつくってく

れということで、いろいろな補助制度や事業制度を

つくりました。それは今まで東京とか大阪という大

都市の周辺だけで展開していたのですが、それを全

国的に展開できるようにしようということで、川か

ら離れたところに池をつくるという補助制度が今ま

で地方では適用できなかったのですが、そういった

ものを全国的に使えるようにしてくれというような

要求をしております。

雨がたくさん降るようになると、ダムの機能アッ

プが必要になります。そのためにいろいろな事業の

やり方について要求をさせてもらっているというこ

とです。大規模な災害のときの復旧制度の創設とい

うことで要求しております。これはなかなか分かり

づらいのですが、いわゆる激特というのは大体 年

間でやることになっております。当然災害が起きて

いるので、最初の年は災害復旧と合併施工でやりま

す。災害復旧をとればその分だけは全体としての予

算、激特事業が減るわけですから、できるだけ災害

復旧制度を有効に使えばいいのですけれども、実は

災害関連というものがございます。これは河川の災

害の原因になるものを取る、河床を掘削するとかい

ろいろ障害になっているものを取るということが制

度上は可能なのですけれども、 年しか有効ではな

いということですので、大規模な災害が起きたとき

には非常に現場が混乱していますので、 年で仕事

を仕上げろと言われたら、実質上ほとんど役に立た

ないということで、要求しておりません。

ところが、全体の予算が厳しい中で、もし災害復

旧の関連事業について 年限りではなく 年間で執

行していいというふうに制度を変えてもらうと、

我々としても予算要求上、それを災害復旧の中で先

行的に出させて、いわゆる治水の改修費の削減につ

ながるということで要求しているものでございま

す。

それと、都道府県の管理水準の確保ということで、

特に施設、ポンプ場等が非常に老朽化してきており

ます。そういったものが今までは県が途中で補修し

ようと思うと、これは単費になるものですから、で

きるだけ壊れるまで待っていようという所もあるよ

うです。壊れるまで待って補助で取るということを

やられるよりも、途中段階でこまめな補修を繰り返

してもらった方がいいものですから、そういったこ

まめな補修に対して、一定の計画に基づいて補助で

きるようにしろという要求でございます。

ソフト対策で一番大事なのがハザードマップの整

備ということでございまして、現在、全体の半分強

まで進んでおります。あと 年ということですので

ムチを入れてやらなければいけないのですが、実は

作るということだけではなく、今まで作る中でいろ

いろな改良点もされておりますので、ハザードマッ

プについては作りっぱなしというのではなく、更新

していくという仕組みを併せて考えていきたいと考

えております。

水害の経験というのは、なかなか遭ってみないと

分からないということもありますので、その情報の

共有ということを行っております。昨年も見附市の

市長、三条市の市長に来ていただきまして、平成

年の水害のときの話をしていただいた、こういった

ものを全国的に情報の共有をしていきたいというこ

とでございます。

分権の話でございますけれども、第一次勧告の中

で、一つの都道府県内に完結する河川はうんぬんと

いう話がございました。一つの都道府県で完結する

一級河川については都道府県に移管しましょうとい

うのが原則です。ただ、どう考えてもこれは引き続

き国がやるべきではないかというのが大体 割くら

いあるのではないかということで、 パーセント程

度が移管の候補ではないかという整理がなされてい

ます。そういったものについて、各県といろいろ相

談をしながら移管について議論をしていくというこ

とになっております。

資料の ページにありますように、全国で赤の

という水系がその対象にいなっているわけです。な

ぜこのような議論になっているのかどうもよく分か

らないのですが、今、直轄河川を都道府県に移管す

るということが、何が地方分権につながるのかと。
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都道府県にとって河川を管理するメリットというこ

とが、一体何があるのかよく分からないのですが、

今、分権原理主義になっておりますので、このよう

な議論を今やっているところでございます。ただ、

最終的にはこれはあくまで地域との合意の世界です

ので、地域がいやがっているものを国が無理矢理押

しつけるという話ではないだろうと。そうするとそ

れはむしろ分権に反する話だということでございま

すので、今、知事と話を進めているところでござい

ます。

そのときに一つ考えなければいけないのは、治水

というのは、河川の整備、管理を行う我々と水防を

行う市町村とが一体になって、これではじめて治水

というものができるわけでございまして、我々と都

道府県だけで河川管理の議論をするというのは、本

当にそれでいいのかという感じがしております。あ

る段階になったら、各水防管理団体である市町村の

方々と意見を交わすということが必要になるのでは

なかろうかと思っております。一応スケジュールで

は、年内 月の二次勧告に結論を出すということに

なっておりますけれども、多分、なかなかそうは進

まずに、年度内になるのではないかと思っておりま

す。また今後ともいろいろと情報を出せるタイミン

グが出てくると思いますので、よろしくお願いした

いと思います。私からは以上でございます。

司 会

たいへんありがとうございました。続きまして北

陸地方治水事業について、北陸地方整備局の池田河

川部長様よりご説明をお願いいたしたいと存じま

す。よろしくお願い申し上げます。

川部長の池田でございます。日頃河川部が所管して

おります河川、砂防、海岸事業の推進につきまして、

ご理解とご協力をいただいておりますこと、この場

を借りて厚く御礼申し上げます。

私の方から、手元に北陸管内の河川行政に関する

最近の話題、 ページございますけれども、時間の

都合上、ポイントだけ私の方から特徴的なことを説

明させていただきたいと思います。パワーポイント

がございますけれどもお手元に資料がございますの

で、ページも行ったり来たりする可能性があります

ので、資料も十分見ながら説明をさせていただきた

いと思います。

ページ開いていただきまして目次がございま

す。本日私の方から説明させていただく点につきま

しては、今回は北陸地方の特徴、視点に絞って、主

な項目といたしましては北陸地方の自然条件、 番

目といたしましては北陸地方の主な災害の特色、

番目といたしましては直轄の治水事業関係の取り組

みということで、とりわけ の にございます平成

年度の主要事業の概要につきましては、北陸管内

が所管しております新潟、石川、富山のみならず福

島、長野、岐阜、山形も一部砂防がございますけれ

ども、主要な事業の概要と進捗状況について整理し

ております。これにつきましては、説明を割愛させ

ていただきまして、後ほど参考にしていただければ

と思います。最後に、北陸で取り組んでおります河

川事業の先導的な取り組みについて、説明をさせて

いただきたいと思います。

ページを開いていただきたいと思います。まず、

北陸地方というのはどういう気候のところかという

ことを示しております。北アルプスがございまして、

とりわけ年間降雨量 ミリ以上ということで、

右下に全国平均 ミリがありますように、非常

に多雨地帯である、また豪雪地帯であるということ

でございます。 ページに、それを海まで流す川の

状態はどうかというのを、全国の比較として示して

おります。一つには石川県、富山県を流れる川にお

きましては非常に急流河川であるということでござ

います。また一方で、信濃川、阿賀野川におきまし

ては、日本を代表する大河であるということでござ

います。非常に強い洗掘それから浸食の作用がある

河川が北陸に集中しているということでございま

す。

ページでございます。これにつきましては川の

長さ、または 年間に流れ出る量を示しております。

北陸地方整備局

河川部長 池 田 茂

ただいまご紹介いただきました北陸地方整備局河
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川の長さにおきましては幹線流路延長、信濃川にお

きましては ということで一番でございますし、

また、右にございますように、信濃川、阿賀野川に

つきましてはそれぞれ全国で 位、 位でございま

す。また、右下にありますように、北陸地方の水力

発電、東北電力、東京電力などございますが、北陸

地方で生み出される水力発電は全体で 割というこ

とでございます。また、その供給先におきましても、

山手線、上越新幹線など、地域を越えてまた多用途

に使われているという状況でございます。これが北

陸地方の気候、川、また用途の特徴でございます。

続きまして ページに北陸地方整備局管内で発生

した近年の災害について示しております。ご紹介の

ありました平成 年 月の大水害をはじめといたし

まして、長野県におきましては平成 年 月であり

ますとか、赤字で示しておりますように、本年とり

わけ短期集中豪雨、マスコミ等でいわれているゲリ

ラ豪雨による水害におきましては、 月 日に石川

県内の 級水系の浅野川、また富山県内の小矢部川

上流域におきまして、 時間を超える短期集中豪雨

による災害を経験しております。また平成 年 月

におきましては、寄り回り波災害ということで、

年以降で発生している、尊い人命の奪われた高波災

害も発生しております。また、地震災害も経験して

いるという状況でございます。

次の ページが、今年の短期集中豪雨のものでご

ざいます。非常に範囲が狭い降雨、水位上昇の激し

い降雨を示しております。左下にございますように、

時間ないし 時間、 時間を経て水位上昇が急激

なものとなっております。

次のページでございます。これは 月 日の時間

雨量 ミリ超えるものでございます。富山県内の

小院瀬見降雨観測所におきましては ミリを超え、

テレメータ雨量観測所で 時間連続して観測してい

るということです。右にありますように、 時、

時半、 時の小矢部川の状態につきましても、画面

でとらえると、急激な水位上昇につながっておりま

す。

次の ページにおきましては、小矢部川、浅野川

での浸水被害の実態を参考までにとりまとめたもの

でございます。

ページにおきましては、平成 年 月の新潟・

福島豪雨の災害でございます。この特徴的なものと

いたしましては、右の降雨データにございますよう

に、観測所最大の降雨ということで、連続雨量でご

ざいます。大規模豪雨ということで、平年 月の

ミリの 倍ということで、短期集中豪雨だけでは

なくて、非常に長期間の連続降雨として大きな豪雨

を記録しているという状況でございます。

ページにおきましては、本年 月 日に富山県

下新川海岸をはじめ佐渡も遭遇した大きな災害をま

とめたものでございます。

ページにつきましては、泉田知事からもござい

ましたけれども、平成 年の新潟・福島豪雨につい

て事前投資をしていればどのくらいの効果があった

かということを示したものでございます。示してあ

りますように、 億円の事前投資によりまして

億円の被害軽減があったというものでござい

ます。

ページにおきましては、河川整備基本方針及び

河川整備計画の策定状況でございます。北陸地方整

備局が担当しております水系は 水系でございま

す。基本方針につきましてはすべて告示を経て、現

在、整備計画につきましては事務所、本局、地元の

方々と連携して、現在策定をしているところでござ

います。緑色につきましては準備中、黄色につきま

しては流域懇談会等で審議中ということでございま

す。より多くの方々からご意見をいただいて、策定

を速やかに行っていきたいと思います。また、今日

は市町村の方々が来られております。とりわけ広報

紙などにも掲載していただいて、より多くの方々か

らご意見をいただけるよう、事務所、市町村の方と

連携して策定していきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

ページは、平成 年度の北陸地方整備局の治水

事業の予算規模でございます。直轄で 億円の予

算をもって本年度事業執行をしております。また、

右側におきましては、直轄の建機を除いたもので約

億円の一時補正になっております。これにつきま

しては、右下にありますように、北陸は関東に次ぎ、

規模的には全国 位となっております。それはひと

えに水害、災害が多いということと、ここにおいで

の方々のご支援、連携が非常に強いという結果の一

つの表れと考えておりますので、引き続きこの場で、

中央にも声が届くように連携して頑張っていきたい

と思いますのでよろしくお願いします。

続きまして、河川事業の予算推移でございます。

水害、災害が多いということで、 割ではありませ

んけれども、半分近くまで予算が減少していうとい

う厳しい状況でございます。
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ページ以降につきましては、それぞれ関係する

都道府県、市町村さんから要望をいただいている事

業概要、進捗状況についてとりまとめたものでござ

います。参考までに添付しておりますので、後ほど

参考にしていただければと思います。説明は割愛さ

せていただきます。

次に、 ．河川事業の先導的な取り組み につ

いて説明をさせていただきたいと思います。まず

ページになります。特徴的なものといたしまして、

とりわけ石川県、富山県を流れる河川におきまして

は急流河川が多く、勾配といたしますと 分の

よりも急流な箇所もございますけれども、土砂の流

出量も非常に多いと。砂防事業も手当しております

けれども、砂防、河川、海岸も含めて総合土砂管理

という取組を、黒部川、手取川を中心にして実施し

ているところでございます。

次の ページでございます。常願寺川での新たな

取組ということでございます。現地の巨石を活用し

て水衝部対策を実施していこうということで、大学

とも共同研究という形で、現地で実験をしておりま

す。先週、富山河川国道管内で行いまして、マスコ

ミ等にも報道されたものでございます。効果といた

しましては、試験施工の特徴にございますように、

低コストで工期の短縮、トータルコストの縮減、景

観の保全、環境面へも効果ということで、常願寺川

で一部実施し、また試験施工という形で取り組んで

いるものでございます。

次に ページでございます。千曲川の上流部で実

施しているものでございます。古牧地区ということ

で、中野市管内で実施しているものでございます。

従来より輪中堤等がございましたけれども、下流か

ら堤防を築いていくことが通常の治水事業ですけれ

ども、中上流部におきまして拠点を守るということ

で、土地利用と一体となった浸水対策、治水事業を

展開しているところでございます。ハードな設備に

つきましては国土交通省が実施いたしまして、災害

危険区域の指定などにつきましては、中野市さんで

ソフトの対策、利用等について指定をしていただく

という事業でございます。これらの事業につきまし

ても地元のご意向も踏まえながら積極的に展開して

いきたいと思っております。

ページにつきましては、最初に五百川先生から

ございました、大河津分水の可動堰の改築事業でご

ざいます。平成 年の完了を目指して事業を実施し

ており、まさに今工事の真っ盛りでございます。こ

れにつきましては、自然環境との整合性を配慮する

形で、魚道におきましても小型、大小、大型遊泳魚

も含めて、過去の経験も踏まえまして 種類の魚道

を設置し、生態系への配慮をしながら構造物の整備

を実施しているところが特徴でございます。

ページにおきましては、多自然川づくりという

ことで、木材や新潟県特産の粗朶を活用した例でご

ざいます。河道の特性も十分踏まえまして、粗朶沈

床や木工沈床での事例でございます。これは信濃川

だけですけれども、千曲川などでも実施している事

例でございます。

ページにつきましては、長野県内の千曲川での

生態学術を用いた河道管理への応用事例でございま

す。とりわけ長野県内を流れます千曲川におきまし

ては、左に写真がありますように、ハリエンジュと

アレチウリなどの外来種が非常に繁茂いたしまし

て、ハリエンジュは根が浅くて流木として流れ、変

流も起こし、洪水上、環境上、非常に問題になって

おります。これを受けまして、生態学術的なアプロー

チから改善しているものでございます。中段にあり

ますように、年に 回程度冠水する高さに河床を掘

りそこに冠水しますと、アレチウリとハリエンジュ

の繁茂を防げたということです。掘削後 年でハリ

エンジュとアレチウリを防げたということで、こう

いった生態学術的な整備、管理の適応についても千

曲川管内で実施していることを紹介させていただき

ました。

続きまして ページにつきましては、本年 月

日に北陸管内で時間 ミリを超える豪雨によりま

して、浅野川や小矢部川の上流域で水害が発生した

ことを受けまして、北陸管内にはテレメータ雨量計

が約 ほどございますが、そのテレメータ雨量計

は、気象庁が定義しております時間 ミリの猛烈な

雨を観測いたしますと自動的に携帯電話に入ってき

ます。その電話を用いて、必要に応じて首長、市町

村長と今後の対応についてご協議したり、情報提供

をしていこうと。とりわけ情報の収集体制を迅速に

早く行おうということで取り組んでいるところでご

ざいます。補助河川につきましては新潟県、富山県、

石川県の課長さんとも協議して、連携して、国、県

が連携して実施するという取組でございます。

次の ページに赤字でございますように、市町村

の方々と密接な連携のもと、情報の共有を行うとい

うことで、少しでも避難や災害対応を早め、被害の

最小化につなげていきたいという取組でございま



す。

ページは、国土交通省として情報を収集したあ

とどのようなことができるのかということを整理し

たものでございます。新潟の防災センター、高田に

あります上越の防災支援センター、富山の防災セン

ターを核にいたしまして、半日以内に現場へ到着で

きるような広域支援について整理しております。本

年 月 日に岩手、宮城で地震がございましたけれ

ども、その際にも北陸から東北に、地震災害を経験

したということで、特に砂防に 名の職員を派遣し

ているところでございます。

ページは、各事務所で保有しております排水ポ

ンプ車、照明車の台数でございます。危機時におき

ましては速やかに事務所の所長が中心となり、また

局とも連携して、排水ポンプ車等の活動支援をして

いきたいと考えております。

ページにつきましては、情報提供の話と洪水ハ

ザードマップの支援でございます。先ほど治水課長

からありましたように、北陸管内におきましては平

成 年度、平成 年度の策定をもって完了というこ

とでございます。関係する市町村の方々におきまし

ては重ねて御礼申し上げるしだいでございます。ま

た、 まるごとまちごとハザードマップ というこ

とで、特に平成 年の新潟・福島豪雨災害を受けま

して、新潟市、三条市をはじめ、臨場感をもってハ

ザードマップを作ろうという一環で まるごとまち

ごとハザードマップ の推進を実施しております。

また、高齢者の方々への情報提供のガイドラインと

いうことで、付記しております市町村で作成されて

いるということでございますので、紹介させていた

だきました。

次に ページでございます。本年 月 日に、国

が管理しております浅野川と小矢部川の上流域、と

りわけ富山県の南砺市で大きな災害がございまし

た。これを受けまして、今回の一時補正の予算の枠

組みの中で、局地的な集中豪雨への予警報システム

の高度化ということで、面的に降雨をとらえること

のできるレーダーを 基設置することとしておりま

す。このメリットといたしましては、従来ですと

キロメートルメッシュ単位で 分更新の雨量の観測

だったのですけれども、今回のレーダーを用います

と、 メートルメッシュで 、 分単位での降雨状

況を把握できるということで、短期集中豪雨による

降雨の状況、ひいてはそれを受けての水位予測にも

活用できるのではないかということで、このような

レーダーを用いまして、水位予測にも用いることで

きるよう行っていきたいと思います。特に小矢部川

と浅野川の水害を受けまして、また急流ということ

で、石川県と富山県の管内の河川をカバーできるも

のと考えております。

ページにつきましては、特に急流河川というこ

とで水防活動が難しいこともございますので、堤防

の前腹付にセンサーを設置いたしまして、侵食等を

センサーにより早く発見し、危険を察知して、水防

活動と情報提供につなげていきたいという実施の例

でございます。とりわけ手取川や常願寺川などで施

工しているものでございます。

ページにおきましては、先ほど治水課長からも

話が出ましたように、いざというときに的確な判断

をするためには、普段から堤防の状況を把握してお

くと。それによって変状を速やかに判断するという

ことで、地味なことではございますけれども、堤防

除草につきましても、不法投棄の抑制、野火の発生

の防止にもつながる河川管理を的確にやっていきた

いと考えております。

ページにつきましては、樹木の伐採です。特に

富山県で非常に問題になりました流木の橋梁への問

題であるとか、かなり変流が生じたりということで、

河川管理上、洪水時のみならず環境上も問題になり

ますので、これを地域の方々と連携して実施してい

る例でございます。特に千曲川において盛んに行わ

れておりまして、樹木の伐採を公募し、公平性をも

ってホームページに掲載し、その区割りを公募で採

用された方々に伐採していただいて、それを燃料等

に活用していただくという枠組みでございます。コ

スト縮減にもつながりますし、燃料高のおり、地球

温暖化防止のため石油等ではなくて木材を活用する

ということも非常に重要だと考えております。この

ような取組におきましては、現在、荒川、千曲川、

阿賀野川（予定）において実施されておりますので、

管内の河川、都道府県外の川にも広めていきたいと

思っております。

ページにおきましては、これは平成 年から実

施しております、関電のダムと黒部川におきます連

携排砂でございます。国が管理する宇奈月ダム、関

西電力が管理する出し平ダムにつきまして連携排砂

という形で、関西電力と連携して土砂を中小洪水時

に流すというものでございます。

ページにおきましては、本年 月 日に発生し

た下新川海岸での災害を受け専門の委員会ができま
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して、本年 月に中間とりまとめができ、その中で、

直轄の海岸として初めて水防警報を発する提案を受

けました。現在、富山県と関係する市町村の方々と

水防海岸指定に向けての手続きを提出しておりま

す。ハードな災害復旧事業としておりますけれども、

被害の最小化、また、有効な避難につながるような

水防海岸の指定につきましても、富山県と関係する

自治体の方々とともに必要な手続きを実施していき

たいと考えております。

ページにつきましては、神戸の利賀川はじめ利

用の安全確保につきましても非常に重要ということ

で、モデル河川といたしまして小矢部川を例にとり

まして、避難警報装置等の設置について検討してい

きたいと考えております。

ページにつきましては、北水連の新潟県の意見

交換会の場におきまして、新潟市長、長岡市長、三

条市長から利用面についても考えていきたいという

ことがございました。次の ページにございますが、

来年度の河川局の施策の中に、 川まちづくり支援

事業 というものが創設させることを受けまして、

これとも連動するような形で、川を有効に活用でき

るような取組につきましても、地域の方々と連携す

る形で実施していきたいと考えております。

ページにつきましては、特にやすらぎ堤という

ことで、このグランドホテルから見えるやすらぎ堤

での、昭和 年から約 キロメートル、延長 か

ら合流点までの パーセントの整備率ですけれど

も、これにつきましての入り込み客数の増加などを

示したものでございます。

最後に ページにつきましては、白岩砂防えん堤

の重要文化財の指定ということで、富山県におきま

しては、世界文化遺産への登録ということは砂防事

業の一つのパーツとして取り組まれておりますの

で、これらの事業につきましても、あるものを有効

に活用していくという視点につきましても、北陸地

方整備局として関係する自治体と連携して実施して

いきたいと考えております。

以上、おおむね 分程度ではしりばしりでござい

ましたけれども、北陸地方整備局の最近の治水動向

の説明をさせていただきました。ご静聴ありがとう

ございました。今後とも引き続きのご支援をよろし

くお願いいたします。

座 長

大変ありがとうございました。

それでは、これより 名の方からご意見の発表を

お願いいたします。

はじめに、石川県金沢市都市整備局土木部長の出

口正様より、 平成 年 月大雨による浅野川のは

んらん と題しましてお話をうけたまわりたいと思

います。よろしくお願いいたします。

金沢市都市整備局
土木部長

出 口 正

意 見 発 表

今ほど紹介いただきました金沢市の土木部長の出

口でございます。私からは、去る 月 日の氾濫に

つきまして紹介させていただきたいと思います。

最初に簡単に金沢市の概要について説明させてい

ただきます。皆さんご存じのとおり、ちょうど石川

県の中央に金沢市がございます。人口約 万人の中

核都市でございます。金沢のまちのつくりでござい

ますけれども、この辺に金沢城がございまして、こ

ちら側は日本海になります。寺町台地、小立野台地、

卯辰山の三つの台地、そして犀川と、今回氾濫しま

した浅野川です。まちとしますと起伏のあるまちで、

金沢では ひだのあるまち と呼んでおります。犀

川や浅野川からいろいろな用水がまちなかに流れま

して、水と緑に恵まれた自然豊かなまちでございま

す。

次に二つの河川でございます。犀川と浅野川の河

川の概要でございますけれども、今回氾濫しました

浅野川は流域が 平方キロメートルとあまり大きく

ない川でございまして、計画高水も トン、二日

雨量が ミリです。確率が 分の 。現在は、昭

和 年から整備が入りまして、事業費ベースで約

パーセントの進捗状況でございます。

当日の降雨の状況でございますが、こちら側が気

象衛星でございます。ちょうど石川県金沢市はこの

辺でございまして、このように雲がずっと横断的に

かかっております。下はレーダー画像でございまし

て、赤い斑点が非常に強い部分に入っております。



こちらは、その当時の降水量の分布でございます。

金沢はこの辺になりまして、こちら側は富山県の南

砺市でございます。ここが時間 ミリのラインで

ございます。一番上流部に非常に多くの雨が降って

おります。

また、当日の降雨状況についてですけれども、横

軸が時間です。上が時間雨量、下から、 、 、 、

になっております。下が水位です。降雨ですけれ

ども、 か所計りまして、一つが青色ですけれども、

浅野川の上流の芝原橋というところです。もう一つ、

県の県央土木でございまして、これは市の真ん中で

ございます。量を比較しますと、ちょうど 時くら

いから 時間で芝原橋、山手で非常に多くの雨が降

りまして、約 ミリを記録しています。一方、ま

ちなかの赤いラインですけれども、約 ミリです。

これを見ていただくと、非常にゲリラ的な豪雨で、

山手に集中したことが分かります。

また、水位の状況ですけれども、これが芝原橋で、

相当上流になります。天神橋、小橋といいますとま

ちの真ん中です。芝原橋につきましては 時くらい

から一気に水位が上がっています。時間的水位をご

報告しますと、 時 分には メートルの氾濫水

位を超えています。一番ピークの 時 分には洪水

痕跡から約 メートルまで水位が上がったと記録

されております。また、下流の天神橋につきまして

は、 時すぎから急激に水位が上がっています。

時 分には計画高水の メートルを超えています。

これもやはり洪水痕跡なのですけれども、最大で

メートルくらいまで上がったのではないかと推

測されています。天神橋の下流から濁流が市街地へ

溢水していったわけです。

これは、その当時の状況を時系列に並べたもので

す。 月 日に警報が出ました。浅野川に水防警報

が出たのが 時 分、次に湯涌校下に避難準備情報、

浅野川流域に避難所開設を指示しました。 時 分

に避難勧告、 時 分に避難指示と、時間の短い間

にいろいろな指示を出しています。 時 分には雨

が止みまして、避難指示を解除しています。

今ほどの場所の位置でございますけれども、浅野

川はこのように流れております。芝原橋はこの辺で

す。約 キロメートル下流のここが天神橋、すぐ下

流が小橋です。この辺がまちです。これは 時前後

の状況でございまして、これが浅野川大橋、浅野川

はここを流れています。上空から見た状況です。こ

れは梅の橋でございまして、この一つ上流にござい

ます。これは浅野川から下流を見たところです。

被害の状況ですけれども、大きく三つに分けてご

説明させていただきます。上流部の湯涌地区、少し

下流の東浅川地区、市内中心部のまちなかです。上

流部に湯涌温泉がありまして、洪水被害等が生じて

います。また、東浅川では洪水の被害やいろいろな

災害が起こっております。まちなかにつきましては、

浅野川の溢水によりまして相当な浸水が生じていま

す。

次に被害の状況です。全壊、半壊あわせて 棟、

床上、床下で約 戸あまりが浸水しております。

避難の状況ですけれども、浅野川の流域の約 万世

帯 万人あまりに 日 時 分に避難指示を出して

おります。また、避難勧告はその他の場所でも出し

ています。これだけの被害がありましたけれども、

人的被害がなかったのが今考えても非常にありがた

かったと思っているところです。

次に避難所の開設です。 か所を開設しまして、

ピークの午前 時ですけれども、 人あまりの方

が避難しています。

次に浸水被害の状況です。上流部では約 ヘク

タールくらい、市街地は ヘクタールくらい、あわ

せて ヘクタールくらいの被害が生じています。

下の絵は、湯涌温泉街を上から見た絵でございまし

て、ここは蚊爪町の方になると思うのですけれども、

水が入っている状況を写しています。

次に河川道路施設棟の被害状況です。まず市道関

係の河川と道路です。河川災害が約 件、道路災害、

公園や法面崩壊、あわせて 件くらいの被害が出

ています。これは河川の災害です。こちらは橋台が

一部壊れたところです。これらにつきましては、

月末から 月に始めまして、国の災害査定を受けた

ところです。今後国の支援を得ながら復旧に取り組

んでまいりたいと思っております。

次に農林の被害でございます。水稲等の土砂堆積

ですけれども、 集落で ヘクタールあまり。また、

路面崩壊や水路決壊、林道、歩道等多数の被害が出

ています。こちらは水稲の土砂の堆積地帯でござい

まして、これは法面の崩壊地帯です。

これは湯涌地区でございまして、先ほどお話しし

ました湯涌温泉街です。この真ん中に一本道路が通

っておりまして、この上流から一気に濁流が下へ落

ちまして、湯涌温泉街に床上浸水などがありました。

車も何台か流されております。土石流によりまして

このような被害も出ております。
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次も湯涌地区でございまして、この地区は山の土

砂災害が相当発生した場所です。

次は東浅川地区という少し下流に入ったところで

すけれども、これが浅野川です。これは県道ですが、

この県道をまたいで水がこちらへ押し寄せまして、

こちら側の家屋に相当な被害が出ています。また土

砂災害等も生じています。

次にまちなかですけれども、これが 線でござい

まして、ここが金沢駅になります。浅野川はこのよ

うに流れております。先ほどの天神橋がここでござ

いまして、ここから溢れまして、茶色の一帯に浸水

被害が広がったわけです。

これは中の橋の橋詰めの左岸です。これは下流の

橋ですけれども、乗り越えて出ます。これは上流で

す。これもやはり入ったところです。浅野川は護岸

がパラペットになっていまして、部分的にパラペッ

トを乗り越えて濁流が入っています。

次の上の 枚は、まちなかに水が入ったときの写

真です。ご覧のとおり、相当土砂が入っています。

今回はまちなかに相当土砂が入り、道路以外、家の

中にも相当入りまして、皆さん大変苦労したところ

です。また、土砂の搬出については、 名から

のボランティアの方にご協力いただき、どうにか終

わることができました。これは上空からの写真でご

ざいます。

この災害を受けまして、今後の県・市の対応です。

まず県の対応ですけれども、局地的豪雨に対応した

新たな河川管理検討委員会を設置しております。こ

れは今後局地的豪雨に対応した新たな河川管理や水

防体制のあり方等について検討していく委員会で

す。また金沢市の対応ですが、金沢市は内水管理強

化検討委員会を立ち上げています。内水といいます

のは河川の本川と支川との合流部における浸水被害

等を軽減するための施設の設置や、水門等の安全な

管理のあり方を検討する会です。またもう一つ、高

度雨水情報システム検討委員会というものを立ち上

げます。これは大雨時の水門の中央生業操作や雨量

計による降雨状況の監視、雨水ポンプ場の運転監視

などのシステムを連携のとれたシステムとして一元

化するよう整備を図り、迅速で正確な防災管理体制

と市民への的確でタイムリーな情報提供を図ること

を目的としましたシステム整備について、今後検討

していこうと思っております。

最後に、金沢での今後の取組です。大きな大雨災

害を踏まえた総合的な取組としまして、現在、金沢

市は総合治水計画というものをつくっています。い

くつか対策がございますけれども、その中の一環と

して、まず、治水対策はそのまま河川や雨水幹線の

整備を促進していく。また、流域対策として、雨水

流水を抑制施設の整備促進をしていく。次に、土地

利用対策として、農地の保全や里山保全、保全林な

どの整備を促進していくことが大変重要だと考えて

おります。また、減災、水防対策として、情報提供

の拡充・強化に今後努めていきたい。また、地域の

防災力の強化も大事な課題だと思っています。

このようなものを総合的に取り組んでいき、金沢

市は安全・安心度を向上し、市民にとって安全・安

心なまちづくりを実現したいと考えております。

以上で事例の紹介を終わりたいと思います。

座 長

大変ありがとうございました。

続きまして、新潟県三条市建設部長の土田壮一様

より、 五十嵐川改修とその後の河川空間の利活用

について と題しましてお話をうけたまわりたいと

思います。よろしくお願いいたします。

新潟県三条市建設部長

土 田 壮 一

ご紹介いただきました、新潟県三条市の土田でご

ざいます。実はこの大会が金沢で行われた前の年に

私どもは被災を受けました。今日の金沢の部長さん

のようにお話をさせていただきました。あれから

年が経ち、今日は五十嵐川という川に特化してお話

を申し上げます。平成 年（ 年） 月 日の豪

雨、その後の復興、今現在私どもが取り組んでいる

内容についてお話を申し上げたいと考えておりま

す。

皆様のお手元にもリーフレットがあると思います

が、それに基づきましてお話を申し上げたいと思い

ます。五十嵐川という川に特化してお話を申し上げ

ますが、それ以外に、信濃川の復緊事業や、刈谷田

川という川があります。それも助成事業だったり復
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緊事業であったりということで、平成 年度が最終

年度になっています。それぞれ国県から精力的に取

り組んでいただきまして、おかげさまでその事業も

順調に進んでいるということで感謝を申し上げたい

と思います。

まず、五十嵐川の河川改修の事業、 番目に、改

修後の河川空間の利活用、防災対策ということにつ

いてお話を申し上げたいと思います。

正確にいいますと 年前になるわけですが、私ど

も三条市の上流には、今は合併して三条市になりま

したが、当時、下田村という村がございまして、そ

ちらが五十嵐川の流域をほとんど受け持っていま

す。五十嵐川流域には二つのダムがあって、二つの

ダムの一つを笠堀ダムといいます。そのダムでの当

時の総雨量が ミリという雨量でした。日雨量も

記載のとおりです。さらに、旧三条市の市街地の中

に一新橋という橋がありますけれども、そこは朝の

時に メートルの水位でしたが、 時には

メートル ということで、この直後に破堤をしまし

た。今は 堤防決壊 と呼んでおりますけれども、

そのような状況になりました。

笠堀ダムについてお話ししますが、このダムは昭

和 年に竣工しておりまして、かなり年数が経って

いるわけであります。その後、平成 年にもう一つ

大谷ダムというダムができました。大谷ダムができ

たために、たまたまその後大きな水害にあわなくな

ってしまい、私も含めて三条市民のほとんどは三条

市は水害からは解き放たれたのだろうという意識を

強く持っていた矢先にこのような状況になってしま

いました。最高の貯水も メートルということ

で、サーチャージは メートルなのですが、それ

を超えてしまったという状況でありました。その後、

堤防の決壊をはじめとして、約 棟の住宅に床

上浸水が起こったところであります。

これが今ほどお話申し上げました三条市の状況で

ありまして、少し分かりやすく作っておりますけれ

ども、一番下に信濃川、五十嵐川というのは信濃川

水系の一つの河川です。上流にいきますと大平川、

守門川、駒出川、鹿熊川という、それぞれ一級河川

の支川ですが、このような川で成り立っております。

五十嵐川の水系ではないのですが、分かりやすく記

載をさせていただいています。四つの支川、二つの

ダムによって五十嵐川が成り立っています。ダムで

受け持つ領域というのは全体 平方キロメートル

のうちの約 割しか受け持っていません。残りの

割を支川で受け持っています。三条市内に入って、

左岸川で破堤をしたわけであります。

これが、一番最初に溢水をしたところで、破堤を

した対岸であります。これは右岸川になります。こ

れは多分午前 時くらいの写真だと思いますが、こ

のころから水防活動をして、土のう積みを盛んに始

めています。現に消防団が土のうを 段、 段と積

んで、最後は 段くらいまで積み終わったのですが、

破堤前に危険な状態になって、水防団も全員避難を

してしまいました。

これが市街地の一部です。三条市というのは五十

嵐川の部分で少し変わった部分がありまして、堤外

地に民地が存在していました。我々は 堤外民有地

と呼んでおりますけれども、そこにこのような建物

がたくさん建っていました。今回の助成事業で約

棟の建物を移転したわけですけれども、そのうち堤

外地にお住まいの方の約 割から移転をしていただ

いたところです。

これが午後 時 分に破堤をした所です。最初は

メートルくらいの堤防決壊だったわけですけれど

も、最後は メートルという状況でした。

これが決壊した後の嵐南地域ですけれども、これ

は翌日の写真です。

これは当日ですけれども、会社の駐車場の高い所

に避難をしている状況でした。

これも会社の駐車場でありましたけれども、本当

は車が整然として並んでいたのですが、ご覧のよう

に、 メートル 以上浸水をしておりましたので、

車が浮いてこのような状況になっておりました。

今回、このような災害を受けて、新潟県から助成

事業ということで中心に行っていただいておりまし

て、来年の 月には丸 年経つわけでありますけれ

ども、おかげさまで、今年度におおむねの事業が竣

工する運びになりました。

年前の水の流下、あくまでもこれは災害の助成

事業でありますので、 年前に降った雨が安全に流

される状況での災害復旧事業でありますので、 年

前はピークで約 トン流れたといわれています。

当時、五十嵐川は トンの流下能力しかありま

せんでした。したがって、堤防決壊もやむを得ない

状況だったのでしょうが、今回はダム操作で約

トンをカットしていただいて、最終的には ト

ンの流下能力を確保する形で助成事業として取り組

んでいただいております。

区間につきましては、延長で メートル、事
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業費としては 億円で行っていただいております。

今回の主な事業でありますけれども、堤防の築堤

はもとより、新しく橋を架け替える仕事もございま

す。今年も橋が 橋完成いたしましたし、昨年も

橋完成いたしました。一新橋という橋と御蔵橋とい

う橋が完成して供用開始をしていますし、嵐川橋と

常盤橋という橋を今鋭意、県から架け替えをしてい

ただいております。さらに、樋門の工事も行ってい

ただいておりまして、四つの樋門が終わりました。

残りの二つの樋門も鋭意事業をしていただいており

ます。

億円の事業のうち 億円以上は用地補償であ

りましたけれども、対象世帯数が 世帯でありま

して、このうち 世帯となっておりますが、橋の

架け替えにあわせて街路事業に取り組んでいる部分

がありまして、街路事業で 軒だけご了解をいただ

いていない方がありますけれども、川の事業につき

ましては パーセント契約させていただいており

ます。対象の建物数としては 棟ということであ

ります。

上の写真が平成 年 月ですから、この前の年の

月に被災を受けています。このときは用地買収に

ようやく入ろうかという時期でありました。ですか

ら、まだ建物がたくさん残っております。これが今

年の 月に撮影した写真でありますけれども、ここ

にたくさんの住宅がありました。ここは両岸であわ

せて約 軒くらいの建物があったと思いますけれど

も、この下が信濃川になっておりまして、ここが信

濃川との合流点であります。災害前はこの合流点は

わずか メートルの幅でしたけれども、今は メー

トルくらいの川幅にしていだいておりまして、流下

能力は十分確保されております。もともと五十嵐川

というのは、下流にいけば下流にいくほど狭くなっ

ているという状況でありまして、堤外民有地といわ

れているところにたくさんの住宅が建っていたとい

うこともそれが原因なのだろうと考えています。

ここが信濃川で、この先に山が見えますが、これ

が弥彦山です。ここに五十嵐川が流れておりまして、

この橋が御蔵橋という橋でありまして、これが今年

の 月に供用開始をした橋です。

これは上流ですけれども、常盤橋という橋の下流

から上流を見ております。

この辺が昭栄大橋という橋でありまして、ここに

信越線の橋がありまして、その下流に一新橋と

いう橋があります。これは昨年供用開始をしました

が、この部分については、堤防も築堤が終わって、

今は最終形の堤防を築堤して、舗装をしている状況

です。

これはさらに上流の田島橋という橋でありますけ

れども、ここから上流につきましては、新しく堤防

を川の中に築堤したものです。

ここが破堤をした場所です。ここが上流ですので、

水がここに流れてきているわけですけれども、最初

に水衝部にあたる部分で溢水をしたところです。対

岸が破堤をしたところです。 メートル破堤をし

て、これは応急仮復旧にしてとりあえず仕事をした

ところで、今、この場所は本復旧が終わっています。

実はこの場所をメモリアルパークとして後世に引継

ぎたいということで、民地を買収してこのような公

園的な整備を施して、未来の子孫に引き継いでいき

たいということを考えて事業を行っています。ハー

ドの部分についてはこのような形で県から仕事をし

ていただいております。

五十嵐川は三条市の市街地の中を縦断していま

す。災害前は一部の地元の方は一生懸命管理をされ

ておりましたけれども、あまり五十嵐川に目を向け

ていなかった自治会が多くありました。そういう意

味でも、今回はせっかく川をきれいにし、大きくし、

川の中もきれいにしていただくわけですので、私ど

もは五十嵐川に関する検討会というものを平成

年、 年で設置して、今後、五十嵐川をどのような

形で利活用するべきかという環境の面も含めて検討

しております。

その中には、遊歩道を整備したり、張芝をしたり、

今、少し考えているのは、法面に芝桜や松葉菊とい

うものを植えて、それを地域の人から一つになって

管理をしてもらうという取組も今始めています。た

だ、かなりお金がかかる部分もありますので、財政

的な部分もこれからいろいろと相談しなければなら

ない問題ですが、いずれにいたしましても、五十嵐

川に少しでも大勢の市民から足を向けてもらうとい

うことを念頭に置くのであれば、行政もそれなりに

汗をかかないとだめなのだろうと考えております。

それとあわせて、整備をするのはいいのだけれど

も、管理は誰がするのかということで、管理のこと

も一緒になって考えましょうということで、一昨年、

維持管理に関する検討会で、市民やいろいろな団体

を巻き込んで検討していて、まだ具体的なものはあ

りませんが、少しずつ維持管理をしていただいてい

ます。
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具体的には、毎年 月、 月ころになりますと草

を人海戦術で最低 回は刈っています。これもすべ

てボランティアでやっていただいております。下流

川は堤防の築堤がまだ終わっておりませんので、中

流部から上流部にかけて約 キロメートルの区間を

このような形で、地域の人たち、団体の人たちが一

つになって、今は草刈りだけでしかありませんが、

このようなものもやらせていただいております。

防災対策ですが、先ほどもいろいろな話がござい

ましたけれども、実は まるごとまちごとハザード

マップ ということで、昨年度から三条市は国土交

通省のご支援をいただいて、電柱にこのような形で、

例えば五十嵐川の堤防が決壊した場合は水位がここ

まできますよとか、信濃川が決壊した場合はこうな

りますよということを常日頃から市民に分かっても

らうおうという思いで、今年と来年、電柱にこのよ

うにプレート貼らせていただいています。これにつ

いてはすべての人が賛同しているわけではありませ

ん。いろいろな意見をお持ちの方もいらっしゃいま

すけれども、私どもは 年前にあれだけの大きな被

害を受けて、実際に情報の伝達や避難誘導が不十分

だった部分があるわけですので、そういう意味でも、

仮に最悪な事態になったときにどこまで水がくるの

だということは常日頃から考えていただきたいとい

う気持ちがあって、電柱や避難所に標示をさせてい

ただいております。

もう一つは、今ほども話をしましたが、災害を受

けたときに避難情報や住民情報、避難勧告、さらに

避難指示も最後は出したわけですけれども、それが

十分伝わらなかった。さらに五十嵐川の水位がどの

ような状況かということを市民が分からなかった部

分がありました。私どもは同報無線という、いろい

ろな媒体を使って少しでも多くの市民からそのとき

の情報を共有していただくということで、ホーム

ページはもちろんのこと、個別受信機を各自治会長

に配布したり、民生委員さんにお配りしたりして、

いろいろな媒体を使って防災対策の一つを実行して

います。

年前は三条市内で 人の方が亡くなりました。

そのうち 人が高齢者の方でした。その中には寝た

きりの方もいらっしゃいました。寝たきりの方は本

来はほかの人の支援がないと助けることができない

わけです。でも自分で何とかしたいと思い階段まで

行こうとして、階段のところで亡くなった状況の方

もいらっしゃったのです。ですから、私どもは今、

災害時要援護者として約 名の方に登録してい

ただいて、民生委員、自治会、介護施設の方やタク

シー協会にもお願いして、避難準備情報が出たとき

には最優先に避難させるということも昨年度から本

格的に展開しています。実際に水害、災害を受けた

市町村ではないと、私が言っても分からないかもし

れません。

水害直後に多くの町村、議員の方、水防団体の方

が視察に来られました。堤防が決壊する災害前まで

は五十嵐川は安全だろうという思いは持っていたわ

けでありますけれども、実際にあのような災害を受

けて 人の方が亡くなったと。実は大正 年にも五

十嵐川は堤防が決壊しています。そのときは、今と

違って農地が多かったのです。そのときも左岸側の

堤防が決壊したのです。なくなった方は一人ないし

二人だと新聞にはありました。今回、堤防が決壊し

たのも左岸側でした。前回、決壊したところよりも

少し下流だったわけです。堤防の決壊はいろいろな

理由があったという検証がされております。

おかげさまで、来年 月には、全国の方々からご

支援をいただいたことにお返しをする意味でも、一

つのイベントを区切りとして行いたいと考えており

ますので、私どもも国県のご協力をいただいて感謝

を申し上げたいと思っております。

以上、私の話とさせていただきます。ありがとう

ございました。

座 長

大変ありがとうございました。

今ほど 名の方からそれぞれ貴重なご意見を発表

していただきました。誠にありがとうございました。

司 会

ここで、大変恐れ入りますが、檀上から降壇して

いただいて皆様におかれましてはもう一度檀上のお

席へ移動をお願いしたいと思います。

座 長

続きまして、治水事業のさらなる発展を期して決

議をいたしたいと思います。

決議案の朗読を、新潟県河川協会副会長でありま

す津南町長の小林三喜男様からお願いいたしたいと

思います。よろしくお願いいたします。
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座 長

ありがとうございました。

それでは改めてお諮りいたします。本大会の決議

として、以上のとおり決定することにご異議ござい

ませんでしょうか。ご賛同の方は拍手をもってお願

いいたします。

（拍 手）

ただいま、満場の拍手によりまして、皆様のご賛

同をいただきましたので、平成 年度北陸地区治水

大会の決議として、ただいまの朗読のとおり決定い

たします。

この決議の取扱いにつきましては、本大会の名を

大 会 決 議

新潟県河川協会副会長
津南町長

小 林 三喜男

記

一、国土を保全し、住民の生命・財産を守るのは国の責
務であることから、未整備河川、荒廃山地や土砂災害
危険箇所に対し、計画的に災害を予防し、地域間の不
均衡を生じさせないようにすること。

一、毎年のように数多く発生する悲惨な河川氾濫や土砂
災害に機動的、弾力的に対応すること。

一、北陸地方の現状を踏まえ、安全で安心できる国土形
成を図り、良好な水辺環境を創出するとともに、個性
豊かで活力ある地域づくりに資するため、特に次の事
項を推進すること。
重要河川の治水対策の強力な推進。
頻発する水害、土砂災害に対応する災害復旧関係

事業の着実な推進。
地域の水害等を防止し、安全で快適な生活基盤を

整備するため、中小河川の改修及び土石流危険渓流
の整備等の強力な推進。
ハザードマップの整備支援、防災拠点や防災情報

基盤整備等、災害に備える危機管理施策の推進。
自然と調和し、うるおい豊かな生活環境を創出す

るため、多自然川づくり等を強力に推進。
洪水対策と水資源の安定供給を図るため、ダム事

業等を強力に推進。
治水事業の重要性・緊急性と地方自治体の財政状

況に鑑み、地方への財政措置に対する特段の配慮。

以上決議する。
平成 年 月 日

北陸地区治水大会

北陸地方の河川は、急峻な山岳地帯に源を発する急流
河川が多く、集中豪雨や台風等により、毎年のように災
害を繰り返している。
その中でも、平成 年の新潟・福島豪雨及び福井豪雨
や本年 月に富山・石川両県を襲った集中豪雨などによ
り、各地で大きな被害が発生し、幾多の尊い生命と貴重
な財産が失われた。
近年の気候変動の顕在化により、今後このような集中
豪雨の一層の増加が懸念されるなか、自然災害に対する
安全性の向上が、緊急の課題であることを我々は改めて
痛感したところである。
一方、北陸地方は我が国有数の多雨多雪地帯で、北ア
ルプスなど山岳地帯から流れ出る清冽な水の流れは、美
しい河川景観を形成し、歴史や文化をはぐくんできたと
ころであり、緑豊かな地域の自然環境と潤いのある生活
環境の場としての期待も大きい。
このような実情を鑑み、河川のもたらす自然の驚異か
ら住民の生命・財産を守るため、河川改修等による治水
施設の整備を着実に推進するとともに、災害発生時の被
害軽減に向けたハザードマップの整備など、ソフト対策
の充実を図り、加えて、豊かで美しい地域の形成に向け、
潤いとやすらぎのある水辺環境の創出を図っていかなけ
ればならない。
しかしながら、全国的にはこの数年の間、財政状況の
厳しさによるものとしても、治水関係事業費が伸び悩ん
で停滞していることは、まったく憂慮に堪えない。
国におかれては災害に対する安全性の向上を図り、民
生の安定と公共の福祉の増進を図るため、安全で安心し
て暮らせる国土の実現に向け、今後も防災に関する事業
費が下記のとおり確保されるよう強く要望する。

決 議 （案）

それでは、朗読をさせていただきます。
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次期開催県の決定

富山県土木部次長

牧 田 潔

もって、関係各方面に働きかけてまいりたいと思い

ます。

なお、本日もご出席をいただいております陣内全

国治水期成同盟会連合会会長様におかれましては、

日頃大変なご尽力をいただいているわけでございま

すが、このたびの決議の早期実現化につきましても、

国会ならびに関係各方面に強力を要請していただけ

たらと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

座 長

次に、次回大会の開催県についてお諮りいたしま

す。

本大会は 年おきに開催されることとなっており

ますので、次回の平成 年度は富山県さんにお願い

いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。

（拍 手）

ご異議がないようでございますので、平成 年度

の次回大会は富山県さんで開催されることに決定い

たしました。

それでは、次回開催県の富山県土木部次長の牧田

潔様からごあいさつをお願い申します。

ご紹介いただきました富山県土木部次長の牧田で

ございます。次期開催県として一言ごあいさつを述

べさせていただきます。

まずは、本日、北陸地区治水大会がこのように盛

大に開催されましたことを心からおよろこび申し上

げます。すばらしい大会運営をされました新潟県様、

新潟県河川協会様をはじめ関係された皆様、大変ご

くろうさまでございました。

さて、北陸地区は急峻な山岳地帯を流れ下る急流

河川が多く、過去に幾多もの災害を被ってまいりま

した。今年の夏も富山県では時間雨量 ミリを超

える局地的な集中豪雨により河川が氾濫するなどし

て、各地で甚大な被害が発生したところでございま

す。このような厳しい自然条件下の北陸地区で、自

然の脅威から生命・財産を守り、安全で快適な生活

の実現に向け、北陸地区の各県が一堂に会して治水

大会が強力に推進されるよう働きかけていくことは

非常に有意義なものと認識しております。

次回開催県といたしまして、今回のような立派な

大会を開催できるよう、精一杯努力してまいりたい

と思いますので、皆様方の温かいご支援、ご協力を

よろしくお願い申し上げます。

ここ新潟県には、多くの見どころや特産物がおあ

りですが、富山県にも立山連峰をはじめとする美し

く豊かな自然や新鮮な海の幸、山の幸などのおいし

いものがたくさんございます。是非、多くの皆様に

お越しいただき、富山県の魅力を大いに実感してい

ただければ幸いでございます。

最後に、北陸地区治水大会の今後ますますの発展

とご列席の皆様方のご健勝、ご活躍を祈念いたしま

して、簡単ではございますが、次期開催県のあいさ

つとさせていただきます。是非、来ていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。

閉 会
座 長

大変ありがとうございました。富山県様、何とぞ

よろしくお願い申し上げます。

以上をもちまして、平成 年度北陸地区治水大会

の議事はすべて終了いたしました。皆様のご協力に

より滞りなく任務を果たさせていただきました。本

当にありがとうございました。心から厚く御礼申し

上げます。
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四国地方治水大会次第
（敬称略）

第 部 治水大会
開 会
主 催 者 挨 拶 愛媛県知事 加戸守行

全国治水期成同盟会連合会会長 陣内孝雄
座 長 推 挙 愛媛県土木協会副会長 西予市長 三好幹二
来 賓 祝 辞 衆議院議員 塩崎恭久

愛媛県議会副議長 薬師寺信義
国土交通省四国地方整備局長 木村昌司

来賓紹介・祝電披露
治水事業概要説明 国土交通省河川局河川計画課長 足立敏之

国土交通省四国地方整備局河川部長 森山裕二
意 見 発 表 愛媛県大洲市長 大森隆雄

愛媛県新居浜市金栄公民館館長 遠藤敦子
大 会 決 議 愛媛県土木協会 東温市長 高須賀功
次期開催県の決定・挨拶 徳島県県土整備部次長 山本秀樹

第 部 記念講演 松山東雲女子大学教授 石川和男
閉 会

平成 年度 四国地方治水大会

と き 平成 年 月 日（水）
ところ 愛媛県県民文化会館

愛媛県土木部提供
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大変長らくお待たせいたしました。

私は本大会の司会・進行を務めさせていただきま

す、愛媛県河川課長 別府でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

それでは、ただいまから第 回四国地方治水大会

を開会いたします。

議事に先立ちまして、主催者がご挨拶申し上げま

す。

はじめに、愛媛県知事 加戸守行がご挨拶申し上

げます。

あたりまして今回の治水大会、安全で安心で魅力あ

る四国を造りだしますために、治水施設の整備を強

力に進めなければならないわけでございまして、こ

の大会を契機といたしまして四国一丸となって収用

財源の確保に努めなければならないと思ってもおり

ます。

この治水関連といたしましてもこの他に、河川等

情報システムを充実する必要もありますし、一方に

おいて森林の保全を充分図るといった様々な総合的

な取組みも必要になるわけでありまして、ソフト面

ハード面合わせて強力な、皆様方と一致した取組み

が必要とされると思ってもおります。どうか今大会

を契機といたしまして皆様方、四国の治水施設整備

に更なるお力添えを願いますとともに本日ご来賓と

してお出でいただいております、四国地方整備長…

整備局長、あるいは国土交通省河川計画課長におか

れましては、本大会の熱意をしっかりと受け止めて

いただきまして、万事遺漏なき対応をしていただき

ますようこの場を借りてお願い申し上げ、開会の挨

拶といたします。本日は誠にありがとうございまし

た。

どうもありがとうございました。

続きまして、全国治水期成同盟会連合会会長 陣

内孝雄がご挨拶申し上げます。

第 部 治水大会

開 会

主 催 者 挨 拶

愛媛県知事

加 戸 守 行

皆様こんにちは。

第 回四国治水大会・全国治水期成同盟会連合会

と共催いたしまして開催できますこと何よりと喜ん

でおります。

ご承知のように四国の山地は急峻でございます

し、あわせて地質が脆弱という性格を備えておりま

すので、台風やあるいは梅雨前線が到来いたします

と、浸水被害・土砂災害等の多くの災害がもたらさ

れる訳でございまして、統計によりますと国民一人

当たりの水害の被害額は全国平均に比べまして四国

はその 倍という、いうなれば最大の被害を被るエ

リアでもございます。

一方におきまして、日照りが続きますと、各地で

渇水の問題が深刻化いたしますし、そんな意味でも

安定的な水の供給も大切な事柄でもございます。

かてて加えて、今世紀前半には必ず起きるであろ

うといわれております南海地震・東南海地震への備

えも不可欠の事柄でもあります。こういったときに

全国治水期成同盟会
連合会会長

陣 内 孝 雄

ご紹介いただきました、陣内でございます。本日

ここ松山市におきまして四国地方治水大会を開催い

たしましたところ、公務誠にご多忙の中、多くのご

来賓のご臨席を賜り、また平素治水事業の推進にご

活躍をされておられる関係の皆様に、このように多

数ご参集いただき、本大会が盛大に開催できますこ

とは誠に喜ばしく感謝に耐えません。皆様方のその

深いご理解と、ご熱意に対し、衷心より敬意を表す

る次第でございます。また、本大会を開催するに当
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おるのでございます。

そしてさらにもうひとつの問題として、地方分権

改革推進委員会からひとつの都道府県で完結する

水系の一級河川については、できる限り都道府県へ

の移管が求められておるところでございます。しか

しながら、河川管理というのは災害から国民の生命

財産、世界経済活動を守ることなどを目的として行

われるべきものでございまして、国は遍く国民の安

全・安心の確保について責任を持つべきものである

と考えます。したがって一級河川の都道府県への移

管にあたっては流域住民の立場からみて最善の河川

管理が行われるように国は河川ごとに慎重に判断し

てもらいたいと考えております。

当連合会といたしましては、尊い人命と貴重な財

産を守り、地域活性化の基盤となる治水施設の整備

がナショナルミニマムとして着実に推進されるよう

全力で要請活動を展開して参る所存でございます。

どうかご参集の皆様方のなお一層のご支援をお願い

申し上げますとともに、皆様方のますますのご健勝

とご活躍を祈念申し上げて挨拶といたします。

今日はご苦労様でございます。ありがとうござい

ました。

どうもありがとうございました。

それでは、本大会の議事に移ります前に、差長を

推挙いたしたいと存じます。

慣例により、地元において担当させていただくこ

とになっておりますので、座長には、愛媛県土木協

会副会長 三好西予市長を推挙させていただきま

す。

ご賛同いただけましたら拍手をお願いいたしま

す。

（拍手）

ありがとうございました。

皆様方のご賛同をいただきましたので、座長は、

三好西予市長にお願いいたします。

三好市長よろしくお願いいたします。

たりまして、愛媛県知事様をはじめ県ご当局の関係

の皆様方に格段のご高配を賜り厚く御礼を申し上げ

ます。

ただいま知事さんからのお話にもございましたけ

れども、ご承知のように当四国地方は、急峻な四国

山地によって南北に二分され、その上台風の襲来の

多い地域でございます。このためとりわけ太平洋側

では、台風や集中豪雨による大きな水害がたびたび

発生しており、他方の瀬戸内側では水害に加え激し

い渇水被害も発生しておりまして、四国地方は遺憾

ながら水害と渇水被害の常襲地帯となっておりま

す。昨年の 月には台風 号により、宮崎県をはじ

め、九州地方を中心に愛媛県や高知県の四国西部で

も大きな浸水被害が発生したところでございます。

このように昨今は気候変動の影響もありまして、台

風や集中豪雨が頻発しており、大きな災害が発生す

る傾向にございます。また、今年の 月には岩手県

内陸南部を震源とする大規模な地震が発生して、岩

手県奥州市を中心に各地で甚大な被害が発生いたし

ました。東南海・南海地震の発生も懸念されており

ますことから、大規模地震対策につきましても低平

地の津波対策の強化などが求められておるところで

ございます。

一方、渇水被害についても四国地方は深刻な事態

にあります。今年も梅雨期全般の少雨により吉野川

等の河川で取水制限が行われ、四国の水がめである

早雨浦ダムでは平成 年の大渇水以来利水容量ゼロ

の緊急事態が発生し、香川県では上水の約半分が早

雨浦ダムに依存しているということから、県下の多

くの市町村で給水制限が行われ市民生活に重大な影

響を与えたところでございます。このように渇水は

毎年全国のあちこちで発生しておりまして降雨水量

が少ない場合の渇水に対する備えは引き続き重要な

課題だと考えております。

改めて申し上げることもないわけでしょうが、治

水事業は国民の生命財産を守り国民生活の安全・安

心のための根幹の事業でございます。しかしそれに

も関わらず、治水事業予算は毎年縮減されて、この

年度の予算は約 年前の半分にまで減少して参り

ました。その結果、最近の頻発する台風や集中豪雨

の後追い的対応に追われた事業に、予算の多くが回

される結果として本来計画的に実施していくべき災

害を未然に防止するという計画的な事前投資が極め

て困難な状況となっております。治水事業が財源縮

減の中でこのように憂慮すべき深刻な事態に至って
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ただ今、皆様のご賛同をいただきまして、本大会

の座長を務めさせて頂くことになりました、愛媛県

土木協会副会長の三好幹二でございます。

皆様のご協力を賜りまして、本大会の議事を、円

滑に進めて参りたいと存じますので、よろしくお願

いをいたします。

それでは、早速ですが、本大会次第に従いまして

議事を進めて参ります。

まず最初に、お忙しい中、本大会にご臨席賜りま

したご来賓の方々から、ご祝辞を頂きたいと存じま

す。

まず、衆議院議員 塩崎恭久様にお願いしたいと

存じます。

座 長 推 挙

愛媛県土木協会副会長
西予市長

三 好 幹 二

ご紹介いただきました、衆議院議員の塩崎恭久で

ございます。今日は第 回を迎えました四国地方治

水大会とういうことで、四国四県そしてまた中央か

らもご参加を頂きましてこのように盛大に開催され

ましたことを心からまずもってお慶び申し上げま

す。

特に、陣内先生は私の参議院時代からのずっと恩

師でありまして、今日は久方ぶりに陣内先生のお顔

来 賓 祝 辞

衆議院議員

塩 崎 恭 久

を拝見して大変うれしく存じる次第でございます。

先ほどお話がございますように、四国は大変山が

多い、そして川も流れが速いということで治水事業

の重要性は先ほどのご指摘のとおりだと思います。

特に今、金融で危機が世界的に発生をしています。

金融なども普段何もなければ当たり前のように感じ

るわけでありますが、いったんこの血流の流れが止

まり、そしてまた溢れ出したりするとまあ今のよう

に大騒ぎなってしまうわけでありまして、安心・安

全というのはおそらく空気のようなものであるうち

は何も不自由しないけれども、いざ一旦緩急があっ

たときにやはりあのときにこうしておけばよかった

なあというようなことを感じるわけでありまして、

そういう意味でこの治水の事業につきましても被害

が起きてあとから、先ほど“後追い的”という話が

ありましたが、そういうことがしばしば起きるわけ

であります。特に財政厳しき中にあって予算を切ら

れてきているわけでありますからとりわけ今そうい

うことをよく考えた上で財政的な資源の配分という

ものをしっかり考え直していかなければいけないと

いうふうに思うわけでありますが、特に今日お集ま

りの皆様方は治水のご専門の方々ばかりでございま

すので、是非またそういった先見の明をもって我々

にご指導頂き、予算配分における治水のあり方につ

いてご指導いただければ有難いなという風に思うわ

けであります。この水の問題というのは先ほど地球

環境問題の話が出て参りましたけれども、今年ラオ

スの会議に私も参りましたが去年は地球温暖化が一

番の問題で、相当な数の会議があったのに対して、

今年は地球温暖化対策も重要でありますけれどもそ

こに持ってきて水の問題というのが非常にクローズ

アップをされていて、いくつもの水に関する会議が

ラオスでも行われておりました。そのくらい水とい

うのが、管理が非常に世界的に難しくなってきても

ちろん口にする水という意味でも大変重要になって

きて特に食品関連のメーカーなどがですね、この問

題について本当に真剣に考えて今いろいろ頭を巡ら

している状況であります。

したがって治水あるいは飲み水としての水の流れ

にしてもこれからはおそらく一体となって全て考え

ていかなければいけないということで水は日本では

豊富にあるわけでありますけれども必ずしも世界的

にいつも豊富であるわけではない、わけであります

ので、そういう意味でますますこの水の管理という

ものをどうするんだ、特に安全な、というのは洪水
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という意味でもそうですし、あるいは口にしても安

全だということを含めて、どういう風にこれからの

文明が水を管理するかということを本当に皆様方に

ご示唆をいただければ有難いなという風に思うわけ

でございます。

今日は四国の大会ということでありますから、四

国の中における治水事業のあり方についていろいろ

またこれからお話があろうかと思いますし、後ほど

またご講演もあると聞いておるわけでございますの

で、実り多い大会にしていただき、年末の予算編成、

このまま行くとどうも選挙は今年はない、というこ

とらしいので、年末の予算編成に向けてまた皆様方

のお声をお聞かせ頂ければ大変有難いなという風に

思っております。今日の大会のご盛会とそしてまた

いろいろな議論が実り多くそして次につながる議論

になりますことを大いに期待を申し上げましてお祝

いのご挨拶に換えさせて頂きます。おめでとうござ

いました。

ありがとうございました。

続きまして、愛媛県議会議長代理の愛媛県議会副

議長 薬師寺信義様にお願いしたいと存じます。

愛媛県議会議長代理
愛媛県議会副議長

薬師寺 信 義

ご案内の通り、近年地球温暖化に伴う異常気象に

より、集中豪雨や台風などで四国地方はもとより、

全国各地で毎年のように河川・堤防の決壊や土石流

等による災害が発生しております。水害は一度発生

すると多くの人命・財産が失われ、地域経済活動に

多大な影響を与えるだけでなく、復旧費用等にも膨

大なコストを要します。水害に強い地域づくりや、

地域の自立的発展と活性化を支える大前提であり、

国においても予防対策を重点的に実施するとともに

ハード・ソフト一体となった対策を推進していると

ころであります。このような中皆様方が、県境の垣

根を越えた連携を図りながら治水事業の必要性の普

及啓発や国に対する要望活動を展開されておられま

すことは誠に心強い限りであります。愛媛県議会と

いたしましても、社会資本の整備充実と治水事業予

算の確保に全力を注いで参る所存でありますのでど

うか皆様方に置かれましては、今後とも会員相互の

連携を深められますとともに、安全・安心な生活環

境の実現を図るため、一層のご尽力を賜りますよう

お願い申し上げます。

終わりに全国治水期成同盟会連合会のますますの

ご発展と、ご臨席の皆様方のご健勝・ご活躍を心か

ら祈念申し上げましてお慶びの言葉と致します。

平成 年 月 日

愛媛県議会議長 清家俊蔵代読

本日はご案内を頂きまして誠にありがとうござい

ました。

ありがとうございました。

続きまして、国土交通省 四国地方整備局長 木

村昌司様にお願いしたいと存じます。

清家議長にご案内を頂いておりましたが、議長は

他の公務のために出席がかないません。私ただ今紹

介に頂きました副議長の薬師寺信義でございます

が、議長から祝辞を預かってまいりましたので代読

をさせていただきます。

祝辞

第 回四国地方治水大会が開催されるにあたり、

地元県会を代表して一言ご挨拶を申し上げます。平

素皆様方には治水事業の推進を通じて安全で安心し

て暮らせる地域づくりに多大のご貢献を賜っており

ますことに対しこの席をお借りして厚く御礼を申し

上げます。

国土交通省
四国地方整備局長

木 村 昌 司

ご紹介頂きました、四国地方整備局長をしており

ます木村でございます。私のほうからお祝いの言葉

を一言申し述べたいと思います。
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水事業の予算はここ数年大きく縮減されておりま

す。また、近年頻発する災害に対するための予算の

比率が高くなりまして事前対策としての予算の比

率、これがですね非常にその確保がですね非常に難

しい状況であるわけでございます。

今年の 月の岩手・宮城内陸地震による大規模災

害発生時に国が緊急的にですね、緊急災害対策派遣

隊いわゆるテックフォースによりましてですね、自

治体への技術的支援あるいはその自治体で対応が困

難な復旧の支援を行いました。このように災害から

国土、および国民の生命財産を守ることは国の基本

的責務であると確信しているところでございます。

このため皆様の貴重なご意見や有意義なご提案を頂

きまして効率的で投資あるいは地域に密着した治水

事業、この推進に努めてまいる所存でございます。

是非、ご支援・ご協力をよろしくお願いしたいと思

います。

この四国地方治水大会の更なるご発展と本日ご列

席の皆様方のご健勝を祈念しまして挨拶とさせてい

ただきます。本当にどうもありがとうございました。

ありがとうございました。

ここで、愛媛県知事 加戸守行様は、他の公務の

ため退席いたします。（知事退席）

本日ご臨席を賜りました、ご来賓の皆様方全員か

ら、ご祝辞を頂きたいところではございますが、議

事の進行上、お名前のご紹介を持ちまして、ご祝辞

に替えさせていただきたいと存じます。それでは、

よろしくお願いします。

それではご紹介させていただきます。

本日は塩崎恭久先生、愛媛県の加戸知事、それか

ら全国治水期成同盟連合会の陣内会長皆さんをはじ

めとしまして多くの方がですねこのように出席され

まして、このように盛大にですね、四国地方治水大

会が開催をされるということにつきましてまず心か

らお慶び申し上げたいと思います。また、その治水

に関わる者として本当に心強い限りでございます。

先ほど来、ご指摘がございますように、四国はで

すね厳しい気象条件あるいは急峻な地形によりまし

て、一人当たりの水害被害額というのがですね全国

平均の 倍と悲惨な状況にあるわけでございます。

最近におきましても、災害が多発いたしました、平

成 年度につきまして平成 年、平成 年と吉野川

をはじめとしました各河川におきまして大きな浸水

被害が発生しました。一方今年は平成 年と同様に

ですね早明浦ダムでは利水容量が底をつく厳しい渇

水に見舞われました。ご当地の石手川ダムにおきま

しても取水制限が実施されるなどですね、市民生活

に非常に大きな影響を与えているわけでございま

す。

国土交通省といたしましては、水害の発生を未然

に防止し、国土の保全と国民生活の安定を図るとと

もに活力ある地域づくり、これに逸するために肱川

の山鳥坂ダム、中筋川の横瀬川ダムの建設、さらに

吉野川の桑村川の床上浸水対策特別緊急事業、こう

したもので四国内のですね、治水施設の整備に全力

で努めているところでございます。

ここ愛媛県におきましてもですね、堤防が未整備

の肱川の上老松地区で土地利用一体型水防災事業、

これをですね県道の改良事業そして市の土地区画整

備事業と一体となって実施しているところでござい

ます。

また今後 年以内に高い確率で発生するといわれ

ております、東南海・南海地震、これに対する緊急

な地震対策あるいは津波対策これを図っていくこと

が喫緊の課題であるという風に思っております。加

えて地球規模のですね、環境変化によって世界各地

で大雨とか旱魃などの異常気象が多発しているわけ

でございます。これはもう本当に 世紀の大きな課

題として懸念されているところでございます。

一方河川は地域の歴史や文化、風土と深く関わっ

ているわけでございます。水辺を活用した地域の活

性化、振興あるいは発展に向けてですね、産学官は

もとより、地域の自治体や住民と連携した取組みを

進めて参りたいと思っております。しかしながら治

─順不同・敬称略─

衆議院議員

塩 崎 恭 久

衆議院議員（代理）

村 上 誠一郎 大 野 功 統

山 本 公 一 小 野 晋 也

西 本 勝 子 山 本 順 三

山 本 博 司 友 近 聡 朗

国会議員紹介
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祝電ありがとうございました
─順不同・敬称略─

衆議院議員

村 上 誠一郎 山 本 公 一

大 野 功 統 木 村 義 雄

山 本 有 二 小 野 晋 也

石 田 祝 稔 福 井 照

高 井 美 穂 西 本 勝 子

小 川 淳 也

参議院議員

山 内 俊 夫 山 本 順 三

広 田 一 植 松 美恵子

中 谷 智 司 友 近 聡 朗

脇 雅 史 山 本 博 司

中 村 博 彦

続きまして、本大会に際し、各方面から祝電・メッ

セージを多数頂いておりますので紹介させていただ

きます。それでは司会者から紹介を申し上げます。

それでは、多数の祝電を頂いております。ご披露

したいと思います。

本日は国土交通省から多数ご臨席を賜っておりま

す。

折角の機会でございますので、ここで治水事業の

概要につきましてご説明をお願いしたいと存じま

す。

しばらくの間、会の進行は司会にお願いを致しま

す。

それではまずはじめに国土交通省河川局河川計画

課長 足立敏之様から、 治水事業をめぐる最近の

話題 につきまして、ご説明をお願いいたします。

ご紹介を頂きました、国土交通省の河川計画課長

の足立でございます。高い席からではございますけ

れども、最近の治水事業に関します話題につきまし

てご紹介をさせていただきたいと思います。資料も

ありますけれども、パワーポイントの映像が用意さ

れてますのでそちら側を見ながらご説明をさせてい

ただきます。

まずあの最近の雨の降り方、皆さんもあのかなり

豪雨だとかですね、そういう言葉を聞かれてると思

いますけれども、非常にあの猛烈な雨が最近降る

なぁという風に実感をもたれてるんじゃないかなと

いう風に思います。今年の水害という観点でみまし

てもですね、富山県・石川県におきまして時間雨量

が ミリという、まぁこれは富山なんですけれど

も、雨が降りました。それから金沢市でも時間雨量

ミリ、これは時間雨量 ミリを 時間に亘って

金沢では記録しまして、その結果床上浸水が 戸

とかですね、床下浸水 戸という大変な被害が

発生いたしました。金沢市の観光で有名な町並み、

そういうところがどっぷり浸かってしまった、いう

ようなことでございます。

また、京都でも時間雨量 ミリという雨が降った

り、これはあの水害ではないんですけど兵庫県の都

賀川で水難事故で 名が亡くなったという大変悲し

い事故もございました。

都賀川の場合はですね洪水で水が出てまいりまし

て、あの川から溢れる訳ではないんですけれども、

川の中で遊んでいた方々が逃げ遅れて亡くなったと

治水事業の概要説明

治水事業を巡る最近の話題

国土交通省河川局

河川計画課長 足 立 敏 之
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いうようなことでございます。こういう風に時間雨

量 ミリとか猛烈な雨が降っています。で、次お

願いします。

その後にも 月末にですね、麻生総理の発言で

ちょっと有名になりましたけれども、愛知県の岡崎

市で時間雨量が ミリくらいの大雨が降りまして

ですね、やはり床上浸水が とかですね、床下浸

水がですね ぐらいと大変大きな被害が出ており

ます。

これも先ほど申しましたとおり時間雨量百何十ミ

リという大変極端な、局地的な豪雨による被害であ

ります。その後にも九月に木曽川水系の揖斐川、こ

ちらの方でも大きな雨が降りました。ちょっと細か

くなりますが ページにですね、平成 年の降雨の

特徴というのを示してございますけれども、時間雨

量がたとえば ミリとか ミリとかいう極めて局

地的な猛烈な集中豪雨、こういったものを各地で記

録してます。やはりあの一番端的な例が先ほど申し

ました岡崎市の例でございますけれども、これまで

ですね岡崎市では、時間雨量は ミリっていうのが

最高記録だったんですね。そこのアメダスで記録し

た時間雨量ってのが ミリっていうのが最高記録

だったんですけど、そこで ミリ、 倍もの雨

が降りました。そういうようにこれまで記録してい

たものをですね、大幅に上回るような局地的な大

雨っていうのが各地で記録されまして、岐阜県だと

かですね、福山…広島県の福山でもそういった記録

してございますけれども、各地でそういう雨が降る、

という兆候が出ています。次参ります。

その一方であの、先ほど陣内先生から渇水も洪水

もという話がございましたけれども、渇水も生じて

おります。この辺は後ほど河川部長さんのほうから

吉野川の渇水についてはご紹介がありますので省略

を致します。

次 ページに参りまして、近年の降雨の特徴でご

ざいますけれども、さっきから申しておりますよう

に時間雨量 ミリとか百何十ミリっていう局地的

な豪雨が増えているというのも特徴でございますけ

れども、もうひとつは一回降ると ミリを超え

るような大きな雨になるというのも、ここのところ

記録されています。特に平成 年以降、 年間に亘

りましてですね、一回降ると ミリを超えるよ

うな雨が西日本を中心に降っています。

平成 年は徳島県だとかそちらのほうで大きな雨

が降りました。実際水害があったのは、福井豪雨だ

とかですね新潟豪雨だとか、由良川・円山川という

のがこの年は有名でして、台風も本土を 個直撃し

たという年であります。平成 年にも大淀川だとか

五ヶ瀬川で総雨量 ミリ以上の雨が降りました。

平成 年には川内川で大反乱がありましたけれども

これも一雨 ミリを超える ミリを超えるよ

うな雨でございます。こういうように特徴としまし

ては時間雨量 ミリを超えるようなそういう局地

的な大雨っていうのを記録している一方、ひとたび

降ると ミリを超えるような大量の雨がですね

長い時間降ると、いうようなことも記録している。

こんなところがわが国の最近の特徴という風にいえ

るかと思います。

で、 ページに参りまして、こんなことがござい

ますので日本各地で水害が起こっていまして、平成

年以降県庁が水害を記録したところをこうやって

プロットしてみますと日本全国全部プロットされる

というようなことで、何も一部の地域に限られたこ

とではなくて全国至る所でこういう危険性というの

が増大してきているという風にいえます。これらに

対して治水の備えというようなことが重要だという

ようなことでございますけれども、 ページのほう

にその証拠みたいなものをお示ししてございます。

これは先ほど申しました 月の岐阜県に降りました

大雨のときの例でございますけれども、ちょうどあ

の徳山ダムといいましてですね、 億 千万トンと

いう日本最大のダムが完成した直後だったんですけ

れども、このダムとその下流にあります横山ダムと

いう二つの水資源…今日水資源機構も来られてます

けど、水資源機構のダムと直轄の国土交通省のダム

とが連携をしまして下流の水位を一所懸命下げまし

て、万石という地点ございますけれどもそこで

メーター水位低下を発揮いたしました。徳山ダムと

いうのは先ほどいいましたとおり大変大きなダムで

すので、洪水調節効果も非常に大きくて メーター

水位を下げたっていうことで相当大きな効果があり

ます。これに加えまして、特に支川の水位もそれに

伴いまして下がったということで、平成 年の 月

に同じくらいの雨が降っているんですけれどもその

ときにはものすごくあの大垣市内だとかそういった

ところで氾濫してたんですけれども、今回の雨では

浸水面積が相当減少したという大きな効果が出てま

す。浸水面積が前回平成 年には くらい

あったのがですね今回 くらいで済んだという

ような大きな治水効果を発揮しています。やはりあ
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の備えあれば憂いなしという風にいえるかと思いま

す。また同じような例でございますけれども ペー

ジに参りますけれども、これは四国の例でございま

す。仁淀川水系の宇治川。こちらのほうで新宇治川

放水路というのを平成 年に完成したということで

ございますけれども、これが大きな効果を発揮しま

して、 年 月の台風 号の際にそういう整備をしな

ければ くらいおそらく浸水したであろうとこ

ろが くらいで済んだという大きな効果を挙げた

と、水位の低下効果もピーク時には センチ最大で

センチの水位低下効果があったというようなこと

でございまして、やはりきっちり備えをすればこう

いう洪水のときにも被害を軽減できるということが

実証されたわけでございます。 ページにまぁそう

いったことが書いてありますが、備えあれば憂い無

しということでございますが、きっちり予防してお

れば大きな被害が出ないというようなことがいくつ

かの水害のときにもいわれております。東海豪雨の

時には 億くらい…あらかじめですね 億投入

しておけば 億くらいの被害軽減効果があった

だろうといわれております。ハリケーン・カトリー

ナのときにもあとちょっとですね整備しておけばあ

んなに被害が出なかったのに、という風なことをい

われたりしましてブッシュ政権が相当厳しい状況に

なったりはしてましたけれども、やはりあの、まぁ

予防に勝る治療無しという言葉もありますけれど

も、きっちり予防するって言うのが治水の基本だと

いうふうに思います。

しかしながら ページにあるように先ほど木村局

長からもお話がありましたけれども、予算という観

点で見ますと、平成 年ごろをピークに半減以下の

状態になっておりまして、その中に占める災害の後

追いの整備みたいなものがこの赤…ピンクのところ

がそうなんですけれども、激特とかですね床上とか

ですね復緊というような災害がひとたび起こったあ

との後始末…といったらおかしいかもしれませんが

事後の処理のために費やしている予算というものが

ですねシェアがどんどん増えてきている…この折れ

線の青の線がそのシェアですけれども今 ・ パー

セントくらいまでそのシェアがきています。ですか

ら災害の後追いのほうにお金を回さざるを得なく

なってきて結果的に先ほどから大事だといっている

予防のほうに回らなくなっているという、そういう

現状が出てきておるわけでございます。これを打破

するためにはしっかり予算をやっぱり確保する必要

があるというわけで今日こうやって集まっていただ

いている皆さんの声というのが大変重要になってく

るのではないかという風に思います。

ページからまた改めて最近の状況を少しご紹介

しますけれども、先ほど申しましたように集中豪雨

が増えているという証みたいなデータでございます

けれども、たとえば時間雨量 ミリの年間発生回数

これアメダスのデータでございますけれども昭和

年代あるいは昭和 年から平成 年という 年間は

大体 回、 回くらいだったんですけれども、こ

こ 年ですと 回ということでかなり回数がやっ

ぱり時間雨量 ミリという観点でも増えています。

時間雨量 という観点でみますと、 年代が

回 年からの 年が 回に対して最近 年では

回ということで倍くらいになってきているというこ

とで我々の実感とアメダスの記録とのはずれはない

ということでございます。この背景にあるのが塩崎

先生の話の中でありました温暖化こういったものが

影響してるんじゃないかという指摘があります。次

お願いします。

温暖化についてはですね、 のレポートって

いうのは皆さん聞かれたことあると思いますが、昨

年のノーベル平和賞をもらったチームでございまし

て日本のメンバーもかなり含まれておりますけれど

も何千人というチームでございますけれども、そこ

で温暖化の検討をしてございます。で、温暖化の予

測をすると大体 度から 度くらい 年後に温度

が上がるという風にいわれてます。先日の洞爺湖の

サミットの時に 年後に パーセント削減、 削

減という風にいっておりましたけれども、その位削

減しても今とたんに が出なくなったというあの

一番下にある割と水平な黄色い線でこれ以上 を

今から出さなくてもちょっと温度が上がる… パー

セント削減でも多分あの幅の中の真ん中くらいに

入ってくるんだと思いますけれども 度から 度く

らいは確実に温度は上昇するということになりま

す。温度が上昇するというとどうなるのかっという

のは ページに示してございますけれども、温度が

上昇すると氷河や南極などの氷が解けるというよう

なことが起こりますが、それだけではなくて海水自

体が温度で膨張します。こっちのほうが海面上昇に

は効くようですけれどもこういう風なことが起こ

る。それからやはり温度が上がると水循環がもっと

アクティブになりますので、蒸発散量が増えて水循

環が活発化する、さらには雪の量も減るというよう



なことになります。これに伴いまして、海面の上昇

最大で今世紀末には センチ程度といわれておりま

すけれども、海面の上昇が起こったり、台風の強度

が増加したり、降水量が増えたり減ったり変化した

り、豪雨や渇水の頻度が増えたり、それから雪解け

が早くなったり雪が減ったりというようなことで河

川流量が減るとかですね、まぁいろんなことが起こ

ります。今の水の循環のシステム自体が大きく変

わってしまうというようなことでございます。その

結果高潮だとか…海岸部では高潮だとか海岸の浸食

だとかそういったことが起こりますし、洪水は増え

るし、土砂災害はもっと増えるし、渇水の危険性も

増えるというようなことで、現象がとにかく極端な

現象が増えてくるというようなことが予想されてご

ざいます。で、次のページでございますけれども、

あの左側にこれはうちの国総研という研究機関が予

測したものでございますけれども、 のレポー

トに沿ってですね今後 年後くらいでですね雨が、

日本の雨がどういう風になるのかっていう予測をし

たものでございます。最大の日降水量がどれぐらい

変化するのかっていうのを予測してございますけれ

ども北海道や東北では パーセント以上増えるって

いう予測であります。雨の量が増えると洪水の量も

増えるというようなことで洪水の危険性があがって

しまうわけでございます。こちらの四国という観点

で見ますと四国南部では パーセント増、瀬戸内海

側では パーセント増ということでやっぱり一割く

らいは 年後には雨が増えるというようなことで

ございます。ただ 年後に急に増えるのか、とい

うようなことではなくてですね、この ページの右

側を見ていただければ解かりますが、これは夏季の

豪雨日数がどう変化するかというのを予測したもの

でございますけれども、頻度は徐々に徐々にやっぱ

り増えていくわけで、すぐ場所的に遍在しながら増

えていくというようなことで 年くらいから影響

が出始めるということで、 年後に備えて何かを

するっていうことではなくて、徐々に徐々に激甚に

なってくる水害に備えていろいろ手を打たなくちゃ

いけないということになってくるわけでございま

す。ひょっとしたらもう、すでに起こり始めている

かもしれません。それが先ほどから言っている時間

雨量 ミリのデータかもしれません。こういうよ

うな雨が増えると、次のページでございますけれど

も洪水の量も増えるので、我々の計画している川の

安全度って言うのが逆に実質的には目減りをしてし

まう、川の安全度の実力が低下していくって言うこ

とが懸念されます。例えば時間雨量 違う…失礼、

治水安全度 分の の川でちょっと試算してみまし

たら、 ページの右下の図になりますけれども例え

ば瀬戸内だとか四国南部こういったとこで一応

年に 回の洪水を対象にして計画していたものが、

さっき言いましたように雨が増える、それによりま

して実力が低下していってしまう。その低下度が瀬

戸内だと って書いてます。 年に 回起こってし

まうような雨になっちゃう、と。それから四国南部

ですと 年に 回。今まで 年に 回起こると思っ

てた洪水がですね、もっと頻繁に起こる、と。 年

に 回起こるとそういうようなものになってしま

う、ということで安全度の実力が低下していくとい

うことが懸念されます。そういったことに対してや

はり治水対策の備えというものをもっと充実強化し

ていかなくちゃいけないっていうのが現状ではない

かというふうに思います。

さらには ページでございますけれども今言いま

した豪雨に対する対策だけではなくて海岸もですね

さっき言いましたように海面上昇で影響が出てきま

すのでそちら側の備えも必要になってまいります。

砂浜の場合ですと、砂浜の安定角度がありますので

先ほどいいました 年後に センチくらい上がる

っていう想定でしたが、 センチ仮に上がったとす

ると、大体 メーターくらい後退する。海面が メー

ター上がると砂浜自体は メーター後退してしまう

…あぁいや メーター後退してしまうというよう

に予測されてございますけれども、こんな様な状況

でございましてその結果 数センチ上がると日本の

砂浜の ％が失われてしまうというようなことで国

土保全上も環境上も問題だというようなことでござ

います。

ページにありますようにこういった海面の上昇

だとか豪雨に対して、どうしなくちゃいけないのか

ってございますけれども、 対策、これも必要で

ございますけれども、 対策をいくらやっても温

度は上がりますので豪雨も増えるということでござ

いますので、そちら側の具体的な対策も急ぐという

ようなことになります。 ページにありますが、イ

ギリスだとかオランダだとかやはりこれまで水害に

苦しんできた国ではですね、すでにそう言う対策に

乗り出してきているところがあります。オランダな

んかですと、海面の上昇に備えて高潮堰なんかを設

計しているというような話も聞きます。日本も一刻
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も早く手を打ち始めないと、取り返しのつかないこ

とになる、ということでございます。そんな中で

ページから来年度の予算でですね新規要求で温暖化

みたいなのも視野に入れながら、例えば流域対策を

強化する事業を創設するとかいうのが ページでご

ざいます。

それから ページでございますけれども、超過洪

水に対して、ダムの強化もしないといけないという

ことで堰堤改良事業の拡充というのも考えていま

す。ダムについてみますと、先ほど言いましたとお

り雨が増えますから、洪水のときに流れてくる量が

今までより増えるわけです。ですからダムから下流

に放流できる放流能力も増大させなくちゃいけない

ということと、それから同じ安全度を…下流側の安

全度を確保しようとするとこれまで以上に貯める必

要が出て参りますので、必要量も増大しなくちゃい

けない。こういう治水機能の、治水機能って言うか

ダムの充実強化をするための事業、こういったもの

も新規要求しようという風に考えております。また

大規模な水害が増えますのでそれらに対してです

ね、今まで激特だとか今までいろんな制度で対応し

ておりましたけれども、先ほど言いましたように予

算的にもですね、災害の後追いばかりに取られてい

くような状況になっていますので新しい制度を要求

して一般会計でですね抜本的な回収ができるような

そういう新規制度も河川大規模災害関連事業という

形で今要求しておりまして、財務省と調整している

ところでございます。そのほか管理水準の話とかハ

ザードマップの話だとかまぁそういったようなこと

でございますので後ほど見てください。

あと ページでございますが今日大洲の市長さん

もお見えでございますけれども、全国の水害被害に

あわれた市区長さんに集まっていただきまして水害

サミットって言うのが行われております。そこでそ

のこれまでの災害での、災害時の経験だとかそうい

ったものを共有して、再びそういった事態が生じた

ときに、どういう風に対応しないといけないのかと

いうような教訓だとかですねそういったものを伝え

ていただいて、各地での災害対策に役立てていただ

くというような、そういう議論をしております。そ

ちらのほうではここに右下の方にありますけれど

も、災害現場でできたことできなかったことという

ようなノウハウ集を去年の 月に発刊されてます。

これ非常に大洲の市長さんをはじめたくさんの方々

の経験に基づいたこうすれば良かったというあるい

はこういったところが問題だったということがノウ

ハウとして収められたものでございますので、是非

皆様も活用していただければ何かの時には必ず役に

立つ、という様な事でございますのでよろしくお願

いいたします。

最後に陣内先生からお話がありました分権の話を

ちょっとだけ説明を致します。 ページでございま

すけれども、 ページには分権委員会の一次勧告、

国に対する勧告でございまして先ほどお話がありま

したようにひとつの都道府県内で完結する一級水系

内の一級河川の直轄区間、これについては従前と同

様の管理水準を維持するため財源等に関して必要な

措置を講じた上で原則として都道府県に移管する、

という風にかかれてあります。ただその下に から

までございますけれども、こういう氾濫した場合

に甚大な被害が想定されるとか、広域的な水利用や

電力供給のある水系あるいは急流河川等の河川管理

に高い技術力が必要となる水系、これらについては

国がやらなくちゃいけないということでございます

が、分権委としてはそういう場合でもなるべく限定

しなさいというような勧告になっております。それ

を受けまして国の方で対象方針をまとめたのが

ページの分権改革推進要綱でございますけれども、

ここにありますように一級河川の直轄区間について

は第 次勧告の方向に沿って引き続き国が管理する

必要がある場合を除き、先ほどいいました から

の条件でございます、原則としてひとつの都道府県

内で完結する水系内の河川を都道府県内に移管す

る。ですから国が管理する必要のある つの条件に

該当する場合には国で管理する、と。そうでない場

合には都道府県に移管する、というような書き方に

なってございます。

ページにありますけれどもこういう考え方に沿

いましてひとつの都道府県で完結する一級水系 の

うち ％程度が移管候補というようなことになって

おります。移管候補として都道府県、それから自治

体の皆さん流域の皆さんそういった方々の意見をし

っかり聞いてどうするか判断するということになり

ます。国として無理やり押し付けるとかそういうこ

とは絶対にございませんので、しっかり地域の皆さ

んとお話をしながら今後を方向を考えていきたいと

いう風に思っておりますのでよろしくお願いしたい

とおもいます。

ちょっと駆け足になりましたけれども最近の河川

行政に関わります話題についてご報告をさせていた
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だきました。ご清聴ありがとうございました。

ありがとうございました。

引き続きまして、 四国地方における治水事業の

概要 につきまして国土交通省 四国地方整備局河

川部長 森山裕二様にお願いいたします。

います。本グラフは四国と各地方の直轄河川におき

ます堤防の未整備率を示したものでございますが、

全国でもまだまだ遅れているわけでありまして、堤

防の未整備率が約 ％でございますが、四国はさら

に ％と非常に全国的に整備状況が低いということ

でございまして、早急な対策が必要だということが

お分かりいただけるかと思います。こうした傾向が

どういう結果をもたらしているのかということでご

ざいますが、増大する災害のリスク、それから低い

堤防の整備率ということが近年 ヵ年の四国におき

ます人口 万人当たりの水害の被害額でございま

すが、全国の約 倍と、他の地域と比べても非常に

被害が多くなっているという状況でございます。次

お願いします。

頻発する災害でございますが 年度におきまして

も 月の台風 号による豪雨によりまして洪水が多

発したわけでございまして、那賀川水系の那賀川、

阿南市の楠根地区、それから仁淀川水系の波介川の

土佐市出間地区、渡川水系四万十川の四万十市の下

田地区、肱川水系の肱川 大洲市の東大洲地区など

ここに示してございますが多くの被害が出たわけで

ございまして直轄・補助両河川をあわせまして約

戸を越える浸水被害が昨年度は発生したわけで

ございます。今年は皮肉なことに逆でございまして、

少雨傾向がございまして洪水の被害はない…少ない

わけでございますが、逆に少雨傾向によりまして各

地で渇水被害が発生してございます。ご覧の通りこ

れ、早明浦の貯水状況でございますが、夏の初め

月 日時点では利水要領が ％を確保したと

ころでございますが、 月 月の非常に少ない雨に

よりましてついに 月 日には貯水要領が ％に

なってしまうということでございまして、 月の

日まで 日間に亘る長期の状態が続きまして、発電

専用容量から緊急に補給しなければならないという

状況が発生したわけです。この雨で見る傾向でござ

いますが非常に 月以降四国地方におきましては全

域的に見て極端に雨が少ないと、温暖化によります

傾向かどうかでございますが、早明浦ダムの上流域

におきましては 月 月はほぼ平年並みでございま

したが、 月が ミリ平年比の ％、 月が

ミリこれはあの平年比の ％、 月が ミリと

これも平年比の ％と、 ヶ月あわせまして ミ

リということで昭和 年にダムを管理して以来、

ヶ月の雨量としましては最も少ない降雨量を記録

したわけでございます。次お願いします。

四国地方における治水事業の概要

国土交通省四国地方整備局

河川部長 森 山 裕 二

四国地方整備局 河川部長の森山でございます。

四国地方における治水事業の概要についてご説明申

し上げます。まずあの日頃から治水事業の推進につ

いてご支援賜っていますことにつきまして、この場

を借りて御礼申し上げます。

先ほど河川計画課長のご説明にございましたよう

に全国的にも集中豪雨が増大しているわけでござい

まして特に四国地方におきましては、その傾向が顕

著でございまして、このグラフでございますけれど

も、四国のアメダス観測所 地点におきます、一時

間に ミリ以上の集中豪雨が発生した各年の回数を

示してございます。 年以前の ヵ年の平均が

回でございます。最近 ヵ年の平均回数は 回と

いうことでございまして、 倍という非常に増大

する傾向にございます。 時間 ミリを超えます

非常に大きな雨につきましても増加している傾向に

ございます。こうした災害リスクの増大しているこ

とからも、治水事業の更なる推進が必要であるとい

うことが分かるわけでございます。

四国の特性でございますが、一方災害リスクの増

大が懸念される中、四国の治水対策施設の整備状況

について見ますと非常に不十分だという状況にござ
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た河川事業の推進が重要になるという風に考えてご

ざいます。この事例として挙げてございますのは土

地利用一体型水防災事業でございまして、特に四国

の場合山間地におきましては非常に土地利用の制約

等ございます。そういったところで連続提によりま

す整備といったことを行いますと、非常に多くの家

屋の移転を伴うと、地域のコミュニティーがなかな

か継続できないといったような課題がございます

が、中山間部のこういった狭隘部におきまして土地

利用状況を考慮いたしまして、より迅速的且つ効果

的にその住宅地の被害を解消するということでござ

いまして、こういった事業を積極的に取り組んでい

こうという風に考えてございます。

現在四国地方におきましては、肱川上老松地区に

おきます事業を 年度から実施したところでござい

ます。これがあの肱川の上老松地区の事業でござい

ますが、肱川上老松地区におきましては、肱川下流

部に位置する狭隘部でございまして、狭い土地にご

覧の通りこういう状況でございまして非常に住宅が

密集していると、なおかつ地区を私用地方道大洲長

浜線が縦断しているという状況にございます。こう

いった地区におきます対策としまして先ほど申し上

げましたように土地利用一体型水防災事業によりま

して連続提に代わりまして、宅地を右側のほうの資

料に図に示してございますがかさ上げすることによ

りまして浸水被害の解消を図るとともに地域のコ

ミュニティーの継続を可能にしたわけでございま

す。

事業につきましては、河川事業を行います国交省、

県道改良事業を行います愛媛県、土地区画整理事業

を行います大洲市の三者が非常に連携をとりまして

事業を進めておりまして、平成 年度の事業完了を

目指しているところでございます。それからこれは

あの先ほどの河川計画箇所のご説明にもございまし

たが、残念ながら全体的にみるとまだまだ遅れ気味

だというところの状況を示した図でございまして、

これまでも積極的に河川改修事業によりまして、治

水安全度の向上を図ってまいったところでございま

す。しかしながら先ほど 年 年と非常に甚大な洪

水被害・浸水被害が発生してございましてこういっ

た対策に追われるということでなかなか予防的対策

を取れない、という状況が発生してございます。

平成 年度末時点の浸水被害の未対策数でござい

ますが、約 戸であったのに対しまして 年の台

風 号、 年の台風 号等によります近年 ヵ年で

これはあの、ダムの貯水池、早明浦ダムの貯水池

の運用状況を示したグラフでございます。 年ダム

管理以降利水の貯水率が ％となった年が 回ござ

います。平成 年と平成 年と今年でございますが、

平成 年でも貯水率 ％になった期間は 日間、

年の場合も貯水率 ％の期間が 日間でございま

す。今年はそれを大きく上回る 日間 ％という状

況が発生したわけでございます。非常に厳しい状況

が発生してございまして、 月に少し雨が降りまし

て貯水率が 月 日時点では ％まで回復いたし

ましたので、一旦制限給水、制限取水を解除してご

ざいますが、ご覧の通り、これから本格的な冬を迎

えるわけでございまして、冬による渇水が懸念され

る状況でございます。次お願いします。

そういった状況を踏まえまして四国地方の河川事

業の推進につきましては、ここに示してございます

つの柱でもって事業を推進してございます。一番

目は、平成 年 年非常に大きな災害が起きました

がそういった甚大な浸水災害を被害を契機とした再

度災害の防止の事業の推進。二番目でございますが、

戦後最大流量相当規模の洪水に対する浸水被害の解

消に向けた対策の推進。それから懸念されます南海

地震対策の推進、四番目でございますが、漏水対策

や局所洗掘対策等堤防の質的整備の推進、それから

五番目でございますが、排水ポンプ車の配備や緊急

災害対策派遣隊（ ）等の危機管理体制

の確立とこういった五つの柱でもって四国地方の河

川事業を推進してまいりたいと考えております。具

体的な事業でございますが、まず河川事業でござい

ますが、主な事業についてここに示してございます。

直轄河川事業といたしましては高知県物部川に起き

まして南海地震対策として老朽化しておりました後

川樋門の改築事業に着手したところでございます。

また、徳島県の 河川、飯尾川・直轄では桑野川・

福井川これ補助が出ましたけど…、香川県では 河

川桜川、高知県では萩谷川の河川につきましては今

年度末の事業管理を向けて現在嬰事業を進めている

ところでございます。つぎにダム事業でございます。

ダム事業といたしましては、直轄事業といたしまし

ては、長安口ダム、山鳥坂ダム、鹿野川ダム、横瀬

川ダムの ダムにおいて直轄ダム事業を推進してご

ざいます。補助事業につきましてはトヤマ県 事業、

香川県 事業、高知県 事業の計 ダムの補助ダム

事業を推進してございます。いろいろ厳しい状況で

はございますがこれからますます地域と一体となっ
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新たに浸水被害が発生した戸数は治水対策を残念な

がら実施戸数を大きく上回ってございまして、結果

といたしまして昭和 年度末の時点の浸水被害の未

対策の戸数というのは約 戸という状況が発生し

ているわけでございます。さらにその相次ぐ甚大な

浸水災害の災害対応の終始していたということがご

ざいまして計画的な対策がなかなか出来ないという

のがこの図でございまして、四国の直轄河川におき

ます予防的対策の箇所数でございますが、ピーク時

といいますか多かった時代平成 年度は 箇所あっ

たわけでございますが、 年度は 箇所と 分の

ということで、まぁ予算は 分の という話がござ

いますが、予防的な計画的な対策というのは箇所数

でみれば 分の という風な大きな減り方をしている

わけでございます。全国的な傾向としてもこういう

傾向ございますが、 年度の当初予算におきます全

国の災害対応予算の割合でございますが、全国の平

均は ％でございますが四国は残念ながら ％が災

害対応予算ということで、多くの予算を災害対応に

とられているといった状況にございます。そういっ

た意味から、先ほど計画課長のご説明にございまし

たが、新宇治川放水路といいましたような予防的・

計画的措置によりまして、災害の被害を軽減できる

といったような今後的な対策をなかなか取れないと

いう状況にございます。社会経済状況の変化等踏ま

えまして治水事業を取り巻く環境につきまして…踏

まえまして平成 年には中央のほうで中期的な展望

に立った今後の治水対策のあり方ということで社会

資本審議会より答申がなされたところでございま

す。ここに書いてございます つの項目がございま

す。とくに私も注目しておりますが、今後の治水対

策ということで重点化すべきだという中で予防対策

の重視・再度災害の防止の徹底とまさに四国におい

てはこういったところが求められておりますし、進

めていくべきだという風に考えてございます。

最後でございますが、危機管理といいますか大規

模災害対策でございますが、今年残念なことでござ

いますが東北で大きな地震が発生いたしましてその

被害が甚大であったわけでございますが、そういっ

た対策の迅速な把握とか被害の拡大防止とそれから

早期の災害復旧といったところで緊急災害対策派遣

隊 といってございますが非常に活躍し

て評価されておるわけでございます。四国におきま

しても今年 月にこの を発足いたしま

してこういった非常に大きな災害での迅速な対応に

向けた対応について体制を整備したところでござい

ます。今後も南海地震が今後 年… 年以内に ％

程度の確立で発生するという予測がございますし、

東南海も同じような発生するというような状況が予

測されてございます。四国地整におきましてもこう

いった大規模な災害時に迅速な対応が出来るよう万

全の体制整備に向けてさらに努力をしていきたいと

いう風に考えてございます。

以上簡単ではございますが、四国地方におきます

治水事業の概要についてご説明申し上げました。ご

静聴どうもありがとうございました。

ありがとうございました。それでは続きまして、

各市町村を代表いたしまして、大洲市長 大森隆雄

様にご意見の発表をお願いしたいと存じます。

意 見 発 表

愛媛県大洲市長

大 森 隆 雄

ご紹介をいただきました、愛媛県大洲市長の大森

でございます。

本日は時間を頂きましたので、肱川の治水対策に

ついて意見を述べさせて頂きます。

宜しくお願いします。

最初に肱川の概要について説明をいたします。

肱川はその源を西予市宇和町標高 に発し、

宇和盆地を南下した後東に向きを変え狭隘な山間部

を経て、大洲盆地を貫流し伊予灘に注ぐ県下最大の

一級河川でございます。

幹線流路延長 に対し源流から河口までの直

線距離はわずか キロと短くご覧のように大きく肘

を曲げたような形をしていることから“肱川”とい

う名前がついたといわれております。流域面積全国

位の 平方キロでありますが支川数がなんと

大変多くございまして全国 位の 河川を数えるわ

けであります。次お願いします。
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次に肱川の地形特性について説明をいたします。

肱川は水害を受けやすい地形特性を持っておるわけ

でございまして、さきほど支川が大変多いと申し述

べましたが、その支川の大部分が大洲盆地に全て流

れてくることから洪水が非常に起きやすい地形、と

なっておるわけでございます。この写真は、肱川の

河口瀬戸内海から大洲盆地に向かって撮影したもの

でありまして、他の川のように河口に近づくにつれ

て平野が開ける地形ではなく、川に山が迫り川幅が

著しく狭くなり、洪水がはけにくい地形となってお

ります。また、川と山に囲まれた狭隘な場所に家屋

等が密集しておりまして、洪水の被害を受けやすい

地形となっております。これらのことから、島根県

の豪野川・京都の由良川と並びまして日本三大治水

対策の難しい川に数えられておるわけでございま

す。次お願いします。

続きまして近年の災害の状況についてご説明を申

し上げます。この写真は平成 年 月の梅雨前線豪雨

によりまして当市の玄関口でございます東大洲地区

が浸水被害を受けた様子であります。この洪水では

中・下流域を中心に甚大な被害が発生をいたしまし

て激塵災害の指定を受けたわけでございます。当時

既設の鹿野川ダムと野村ダムは大規模洪水を対象と

した操作規則に従っておりました結果、治水容量を

有効に使えず、大洲平野が濁流に飲み込まれてしま

いました。このことから平成 年 月に頻繁に発生

する中小規模の洪水に対しまして、洪水調節効果を

発揮するように操作規則が改正されまして、平成

年に鹿野川ダムが国の直轄管理となっております。

鹿野川ダムが直轄管理となったことによりまして、

上流の野村ダムとの連携により洪水調節効果があが

りまた、建設予定の山鳥坂ダムが完成しますれば、

ダムが連携することによりさらなる効果が見込め

るものと期待をされておるところでございます。ダ

ムの管理につきましては国による一元管理となりま

して野村ダムの利水容量に食い込んだ治水容量の確

保や、鹿野川ダム改造による治水容量の増大が実施

されることから住民の生命財産を預かる者といたし

まして大変感謝をしているところでありまして、こ

の場をお借りして御礼を申し上げる次第でありま

す。次お願いします。

これは平成 年の台風 号により東大洲地区が甚

大な浸水被害を受けた写真であります。当市では全

国に先駆けて平成 年度から 年度までの ヵ年で

市単独事業によりまして市道をかねた二線堤を整備

し、約 の堤外農地等に約 万 の水を貯留す

ることによりまして提内側の治水安全度の向上、避

難路および非難時間の確保を図っておりましたが、

河川の越流から 時間後に二線堤から提内地に越流

している状況であります。しかしながら、 時間と

いう短時間ではありますが国道 号の沿線方企業に

とりましては、財産と生命を守る意味で大変効果が

あったという風に認識しております。また堤外農地

に洪水を貯留することから、土地と所有者の方々に

は大変ご迷惑をかけているところでございまして、

市単独により作物の災害補償を行うことでご理解を

頂いているのが実態でございます。次お願いします。

この同じく台風 号でございますが、西大洲地区、

肱川を挟んで反対側でございますが、浸水被害状況

であります。この台風では旧大洲市内だけで 戸

の建物が浸水被害を被ったわけでございます。次お

願いします。

この写真は平成 年 月 日に上流の内子町で肱

川の支川であります小田川が増水した状況の写真で

ございます。左下の写真はノーベル文学賞受賞者の

大江健三郎氏生家付近の状況でございます。この日

は大洲では雨は降らず、鹿野川ダムも治水的操作は

行われておりませんでしたが、小田川流域で強い降

雨がありまして、肱川が瞬く間に増水をし、屋形船

が数艘河口口の長浜まで…近くまで流される事態が

発生しております。肱川には支川が多いことからこ

のように大洲で降雨がなくても肱川が急に増水する

事があるわけでございます。次お願いします。

これは平成 年台風 号による東大洲地区の浸水

状況写真であります。この洪水で小田川水系の降雨

量が大きく、既設ダムが最大限の努力をしたにも関

わらず、大洲平野が大洪水となったわけでございま

す。過去の水害を教訓として肱川流域の治水を考え

ていくにあたりましては、流域面積の約 ％を占め

る鹿野川ダム水系と、約 ％を占めます小田川水系

の治水対策上の連携化と下流域の洪水時の水位低下

を計る必要があるものと考えております。このため

先ほど述べましたダムの管理と同様に国による両水

系の一元管理がより効果的であると考えておるわけ

でございます。次お願いします。

同じく西大洲地区の浸水被害状況写真でありま

す。先ほどご紹介をいたしました平成 年、台風

号に続きまして 年連続で浸水被害を受けておりま

して住民間では洪水に対する不安が非常に高まって

いった時期でございます。次お願いします。



度重なる肱川の洪水に対しまして、平成 年 月

に肱川水系河川整備計画が本県により策定をされま

した。この中では今後約 年間で実施をされます治

水対策、河川環境整備について明記をされておりま

す。山鳥坂ダム建設、鹿野川ダム改造、河川整備を

本の柱としまして、直轄事業費だけでも 億

円の一大プロジェクトとなっております。この河川

整備計画が実施されますと肱川の治水安全度は直轄

区間では現在の 分の からやっと約 分の まで

向上することとなっております。次お願いします。

大洲市としましては人口資産の集積が著しい大洲

平野の治水安全度の向上を最重要課題としておりま

すが、治水上のバランスを考慮した稼動整備であり

ますために最下流域の築堤等を待つ必要があるわけ

でございます。このことから河川管理者の治水対策

ばかりでなく二線堤の整備や貯留施設の設置、盛土

規制など自治体としての努力も合わせてやっておる

わけでございます。また、ソフト面の対策として自

主防災組織の組織化、これを ％達成をしており

ます。 策定支援などにも取組みをしておると

ころでございます。

よく公助には限界があるという話をされますが当

市においての限界はまだまだ先にある、という認識

でございまして国・県等関係機関と調整しながら災

害に強い地域を目指してあらゆる方面から積極的な

治水対策に取り組んでいきたい、このように考えて

おります。次お願いします。

ご覧頂きましたように大変治水対策の難しい川と

されております肱川でございますが、現在国では先

ほどお話もございましたように地方分権改革推進委

員会を設置されまして一級河川の都道府県への権限

委譲について協議が進められております。政府は地

方分権改革推進委員会の第 次勧告を受けてひとつ

の都道府県内に収まる一級河川の約 割を都道府県

に移管する方針とされておりますが、分権委員会は

更なる上積みを求めているのではないかと聞いてお

ります。具体的な移管河川につきましては第 次勧

告までに都道府県と協議を行い決定するということ

になっております。愛媛県内では重信川と私どもの

方の肱川が該当河川になっておるわけでございます

が肱川につきましては以上申し上げましたように治

水安全度が約 分の と大変低いわけでございまし

て治水対策が大変難しいと言われております河川で

ございまして、選定に当たりましては画一的な選定

とならず河川の特徴・地形の特性・被災の状況等を

十分踏まえた選定となりますことを強く望んでおり

ますとともに国に対しましてはダムを含む肱川の直

轄区間の管理につきましては引き続いて国による管

理としていただきますよう強くこの際要請をしてお

きたい、また運動を重ねていきたいとこのように考

えておるところでございます。

以上で肱川についての私からの意見発表を終わら

せていただきます。

どうもご静聴ありがとうございました。

大変貴重なご意見をいただきまして、ありがとう

ございました。

続きまして、新居浜市金栄公民館館長 遠藤敦子

様にご意見の発表をお願いいたします。
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新居浜市

金栄公民館館長

遠 藤 敦 子

失礼いたします。ただ今ご紹介頂きました遠藤で

ございます。このように大勢の前でお話をすること

は滅多にございませんので非常に緊張しておりま

す。また、今日のお話が本日お集まりの皆様方のご

参考になるかどうか、不安でございます。その上しゃ

べりは下手でございます。しばらくの間、ご辛抱願

えたらと思います。

ご存知の通り新居浜市は山と海があります。大き

く分けて市の中心部を流れておりますのが、国領川

です。それから国道 号線が横切っております。そ

れを境に上部・川西・川東と大きく 地区に分かれ

ております。私の住んでいるところは川西地区でご

ざいまして市のほぼ中心に位置しております。小学

校ごとに公民館がありますが、金栄校区には小学校

のほか新居浜駅、それから滝の宮公園、金子山、総

合福祉施設の安らぎの郷、それから市の総合福祉セ

ンターなどがあります。聞くところによりますと新

居浜市はすぐ南側を南西方向に直線的に中央構造線

が走っているそうです。瀬戸内川の平野からすぐ駆

け上がって四国山脈があります。北側には中国山地
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轟々と流れておりました。私もちょっとのんびりは

しておったんですけどそれを見て慌てまして、各地

区の婦人会長に注意を喚起のための電話を入れまし

て、とにかく周囲気をつけてくださいということで

電話を入れましたんですけれども。私の家は少しこ

う高くなっている関係上被害はあんまりありません

でしたので、助かったんですが隣近所はもう大騒動

しておりました。 土嚢はないんかー とか どう

しようかー 言ってもう大きな声がいっぱい飛び交

ってるんですが、もう手の施しようがなかったんで

す。そこへ今度はあの自治会長のほうから電話があ

りましてね、自治会館を避難場所にあけたから行っ

といてくれへんか？ と言うんですよ。大雨の中ま

たそっから家から 余りあるんですけど行きま

した。でも誰もやってきません。で、しばらく待っ

とったんですがこれは自治会館には来ないなぁと多

分みんな公民館行ってるんじゃなかろうかと思っ

て、またそこから あまり離れとる公民館のほ

うへ行ってみようと歩き出したんですが、なかなか

思うように歩けません。もう道路は川の状態。それ

から暗いし水の流れが速くて足が進まないんです。

それでもあの渋滞しとった車の中からは 歩くほう

が早いのー という声がかかりました。大きな木や

家財が川となった道を流れてるんです。公民館まで

あと十数歩というところに東川の橋があるんですけ

れども、その橋の橋脚に流木が堰き止めて水がどん

どんどんどん道に溢れていました。その水の勢いは

とにかく立っていられないほどでして私図体大きい

んですけれども、それでも流されそうになりました。

これはちょっと危ないな と思いまして、あの踵

を返してとにかく一度帰ろうと思って引返したんで

すが、今思い出してもどういう風にして引き返して

きたのかわからないくらいなんです。そしてそうい

うことをしている自分が本当は危険なんだっという

ことさえ気にならないほど一生懸命だったと思いま

す。そこから公民館がこう見えるんですけれども、

その見えた公民館はもう駐車場は水で一杯になって

おりますし、 これは多分入ってるな と思ったん

です。そしてしたんですけどそこから動けなかった

もんですから、水が引いてから、この引く時がすっ

ごく早かったんです。水が引き出してどういう風な

形で引くのかちょっと私わからないんですが専門的

な知識がございませんので、でももう水が引くとき

は非常に早かったです。それであの夜遅くだったん

ですけれども水が引いたのを確認しましたので、も

があります。こういう地形のおかげで災害に遭いに

くいいい地域だと思っておりました。しかし忘れも

しません。平成 年の未曾有の災害に見舞われまし

たときに私はあの公民館長ではなくって金栄校区の

婦人会長として活動中でした。今年は 年ぶりに台

風が一個も日本列島に上陸しなかったそうでござい

ますけれども、平成 年は 個ほどの台風が上陸い

たしました。そのうちの 個が新居浜市を襲いまし

た。 月 日の集中豪雨は川東地区が中心で死者も

出ました。 も不通、国道も寸断。河川には流木

で閉ざされた水が溢れて家屋にたくさんの…被害が

かなり出ました。ちょうどこの日私松山のほうに所

用がありまして、どうしても行かなくちゃ行けない

ということで、新居浜ではじゃんじゃん降りの雨

だったんですけども、松山に向かいました。すると

松山は雨は降っていませんし、時折日が射すほどの

お天気でした。ですからかなり、あのるんるんとま

では行きませんけどかなり悠長に帰っていったんで

すけど、帰るなりそのニュースが流れまして、そし

て電話がじゃんじゃんじゃんじゃん次から次に鳴っ

てくるんです。なんか全国ニュースで流れたそうで

親類・知人いろんな方から安否確認の電話を頂いた

のを覚えております。 月 日の集中豪雨は川東地

区だったんですけれども、その時は私の校区内でも

床上浸水・床下浸水がかなりありまして、あくる日

には様子を伺いに行ったりお見舞いに行ったりと走

り回ったことを思い出します。

月 日から 日にかけての台風 号の接近のと

きは 戸ほどに避難勧告が出されました。これ

はあの、前回の 日の集中豪雨が教訓になったんだ

と思います。 月の 日台風 号… 号が接近しま

した。この時は、雨よりも風のほうが強かったと思

います。広島のほうで最大瞬間風速 メートルと

いう記録が出たそうです。そして 月 日、台風

号の接近です。夕方ころからものすごい雨脚となり

ました。私はというと雨戸を閉めたあのうっとうし

い部屋で何をするでもなくテレビをぼーっと見てお

りました。 よく降るなぁ ぐらいの感覚でしたん

ですが、そのとき、公民館から、職員から電話が入

りました。 大丈夫ですかー？ と言って。切羽詰

まった声で、私も驚きまして急ぎで外へ出たんです

が、横を流れてるかなり小さい溝なんですがそこは

水が溢れてもう…道路が川になっておりまして、前

にある駐車場は海です。その少し先にあるメーン通

りの楠木大通という大きな通りがそこも川のように



（ ） 平成 年 月 日 治 水 （第三種郵便物認可） 第 号

設の安らぎの郷には金子山からの流木が道路とそれ

からこの安らぎの郷の建物に山積みとなりまして一

階の窓は全部塞がっておりました状態でした。直ぐ

下にもオープン間際の施設があったんですがここに

も被害がありまして大分オープンが遅れました。こ

のあたりの家屋は一段低くなっていることから土石

流に塞がれ、出るに出られない状態で一人で一晩中

不安な夜を過ごした人もいました。次の日から高校

生を初め、ボランティアの人たちが来てくれまして

本当に献身的な片付けを手伝って頂いたと感謝して

おりました。

水の怖さっていうのもこれほど身に沁みて体験し

たことありませんでした。自然の力には人間の力の

及ばないことが一杯あるんだと身をもって知らされ

ました。その後、東川も尻無川も含めて被害をもた

らした河川の工事は進められてきています。まだま

だ十分とはいえない状況です。市へ陳情しましたら、

河川は県の管轄でして といつも逃げられてお

りますが、あの県下の河川、私とこにある河川は非

常に小さな河川でございますので一級河川のように

は行かないと思いますけれども、数知れないでしょ

うけれども出来るだけ早く整備していただきたいと

思っております。この台風 号の未だ経験したこと

のない災害を機に新居浜市では各公民館単位で自主

防災組織を立ち上げました。現在 ％です。私の

館では ヶ月に 度の定例会と、それから防犯、危

険箇所の点検等のパトロールを中心に活動しており

ます。また、社会福祉協議会・自治会・民生委員・

支援センター・新居浜市行政とが一緒になって、要

援護者支援プランという策定に取り組んでいるとこ

ろでございます。しかし正直なところあれから 年

過ぎました。喉もと過ぎれば…の人も案外多くなっ

てきているのが現状です。本当は思い出したくない

んですけれども、機会あるごとに災害の怖さを思い

出して、常に最新の心構えを持ち話し合うことが大

事だと思っております。新居浜市全体から見れば、

ほんの一部分の事ですけれども、私自身が経験した

つたない話でございます。

以上で終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

大変リアルで臨場感溢れる貴重なご意見を頂きま

して、誠にありがとうございました。

それでは、引き続き、大会決議案につきましてお

諮りしたいと存じます。

う一度公民館に出掛けて行きました。すると夜遅く

だったんですけれども駐車場は、ヘドロ状態ですし、

館の中は水浸しです。近辺から避難者がそのときで

名。もう不安そうに毛布を抱えて座っている状態

でした。事務室・ロビー・図書室・調理室・印刷室

…一階はもう無残な姿でした。夜中でしたけれども

何人かに電話して安全確認のうえ手伝ってもらえる

人何人かに来てもらいました。そして、公民館の職

員と一緒になって大掃除をして、とにかく明け方ま

で夜を徹してやりました。何とか使えるようにしな

いことには避難者が来ておりますので避難者のまず

安全対策をしないといけないということで必死にや

りました。それでその避難者なんですけれども、日

を追うごとに増えていきまして、最高で公民館に

名おりました。 月 日に発生いたしまして 月

日までの 日間、公民館の活動は完全にストップで

す。避難者の方も順次子供さんや親類のほうを頼っ

ていく人、それから市営住宅やマンションなんかは

引っ越していくなどしていきまして順々に減ってい

きましたけれども、校区の中の自治会館にも非難者

は 月 日までおりました。避難生活は長々と続い

たわけです。市からは毛布や食料など日を追う毎に

いろんなものが届きましたけれども、私たち婦人会

で何が出来るか、ということで毎朝味噌汁を作った

り、その材料を持ってきたり、片付けをしてくれた

り掃除をしてくれたり、いろんな形でいろんな人に

手伝ってもらって、避難者がいなくなるまでやって

くれました。非常に心強かったです。駐車場にとめ

ていた職員の 台の車は廃車になりました。校区の

自治会はじめ婦人会、それから民生委員さん、見守

る推進委員さん老人会などもう皆さんの献身的な対

応をして頂いたおかげで一人の犠牲者も出なかった

のが本当によかったと思っております。民生委員が

対応している高齢者のほとんどが床上浸水、それか

ら一部損壊、そういう風な被害にあっていました。

金栄小学校も校舎はもちろんですが、体育館も水浸

しでございましてグランドは海です。体育館にも人

を召集しました。そしてフロアを掃いたり拭いたり

しながら乾拭きをするところまで一生懸命一気にや

りましたおかげで今反り上がりも少なくてそのまん

ま現在もあまり支障をきたすことなく使っておりま

す。しかし床下はヘドロが残っているままでござい

ます。グランドのほうは校区の建設業者が直ぐに対

応してくれまして、整地してくれました。おかげで

以前よりも水捌けがだいぶよくなりました。福祉施
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本日ご来賓の皆様方から頂ましたご祝辞、並びに

ただ今意見発表頂きましたご意見にもございました

とおり、治水事業は国土を保全し、水害から国民の

生命財産を守り、活力ある経済と、安全で快適な国

民生活を実現するため、欠かすことのできない根幹

的な事業であると確信しているところでございま

す。

そこで、国会並びに関係機関にいたしまして 治

水事業 の強力な推進を、強く訴えることとしたい

と存じます。

朗読は高須賀東温市長にお願いしたいと存じま

す。

愛媛県東温市長

高須賀 東 温

ご紹介をいただきました、愛媛県東温市長の高須

賀でございます。

事務局から 全部読みなさい 朗読しなさい

ということでございます。少し長いですがご理解の

ほどよろしくお願いします。

影響により、 月末に利水容量が底をつき、発電専用容

量による緊急放流がなされ、長安口ダム、小見野々ダム、

大渡ダム及び石手川ダム等においても長期にわたり取水

制限を余儀なくされるなど、地域社会の経済活動や地域

の人々の日常生活に計り知れない被害や影響を与えてお

り、安定的な水供給の確保も重要な課題である。

加えて、四国地方には、緑や心癒される良好な水辺空

間が残されていることから、地域と一体となった四国な

らではの豊かで潤いのある水辺環境の保全と創出が望ま

れている。

このような状況に鑑み、安全・安心で魅力ある四国を

創造していくためには、特に遅れている治水施設の整備

を強力に推進する所要の財源の確保を図る必要がある。

しかし、この数年の間、治水事業予算は厳しい財政状

況を背景に大きく縮減され、災害軽減のための予防的投

資が困難となっている。

このため、地域住民やその営みの安全・安心の確保に

責任を負う我々としては、不安な思いを抱かざるを得な

い状況にある。

そして、地域経済の発展ひいては国家の繁栄を考える

と、治水事業予算の縮減が、後世に大いなる禍根を残す

と危惧している。

よって、我々は、四国地方治水大会を開催し、この総

意に基づき、災害から国土及び国民の生命と財産を守る

四国地方は、急峻な山地が多く、地質が脆弱であるう

え、台風や梅雨前線による豪雨に見舞われやすいことか

ら、浸水被害や土砂災害が起こりやすい厳しい自然条件

下にある。また、近年は、気候変動による局所的な集中

豪雨が頻発する傾向にもある。

最近では、平成 年、平成 年と連続して、浸水被害

を受けており、特に平成 年には、台風 号をはじめと

した 個の台風が四国に上陸し、約 万 千棟の家屋浸

水が発生するなど、四国各所において激甚な被害が発生

した。

四国地方の一人当たり水害被害額は全国平均の約 倍

となっており、他の地域と比較し劣悪な水準にあること

は、まことに憂慮に堪えない状況である。

また、今後 年以内に高い確率で発生する恐れがある

とされている東南海・南海地震では、四国地方の被害は

甚大となることが予測されており、早急な地震・津波対

策が不可欠である。

さらに、四国地方は高齢化が進行しており、災害時の

迅速かつ的確な避難誘導をはじめとしたソフト対策によ

る危機管理体制の強化を早急に進めることが求められて

いる。

一方、四国各所で渇水が頻発しており、特に早明浦ダ

ムにおいては、平成 年に、利水容量が 度にわたって

底をつき、本年においても、平年よりも早い梅雨明けの

決 議 （案）

大 会 決 議
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気候変動に伴う海面の上昇や台風の巨大化に備え、

ゼロメートル地帯における河川堤防の高潮対策を推進

するとともに、安全性点検を踏まえた河川堤防の質的

強化を強力に推進すること。

河川の整備については、地域の実情等を踏まえ流域

一体となった対策を強力に推進すること。

各地で恒常的に発生する渇水に備え、安定的な水の

供給を図るため、地域の実情に応じた水資源の確保を

図ること。

地域の歴史、風土等に根ざした河川を巡る多様な

ニーズに応える河川環境整備を推進すること。

市町村が迅速かつ的確な水防活動や事前準備を実施

できるよう洪水ハザードマップの整備や避難体制構築

のための情報提供の充実を推進するとともに、土地利

用と一体となった治水事業を推進すること。

以上、決議する。

平成 年 月 日

第 回四国地方治水大会

ことは国の基本的責務であるとの認識のもと国会並びに

政府に対し、次の事項が実現されるよう強く要望する。

記

人命・財産に甚大な影響を及ぼす災害が頻発してい

るにもかかわらず、治水事業費は縮減され続け、ピー

ク時のおよそ半分になっている状況である。国土及び

国民の生命と財産を守るため、治水事業費の必要額の

確保を図ること。

地域住民が洪水被害に対して不安を抱いている箇所

の治水事業を強力に推進し、地域住民やその営みの安

全・安心を一刻も早く確保する防災対策を推進するこ

と。

予防的な治水対策に充てる投資を確保し、洪水被害

を未然に防止するため、計画的に堤防やダム等の根幹

的施設の整備を推進すること。

東南海・南海地震による壊滅的被害を軽減するた

め、河川堤防、水門・樋門等の耐震・津波対策を強力

に推進すること。

以上でございます。

ただ今朗読いただきました決議案に、御賛同の方

は拍手をお願い致します。

ありがとうございました。

満場の拍手を頂きましたので、原案のとおり決し

ます。

なおこの決議につきましては、国会、並びに政府

関係機関に対し、その内容の実現を強く要請して参

りたいと存じます。ご賛同の方は再度拍手をお願い

致します。

満場の拍手を頂きましたので、その通り取り計ら

うことを決します。

続きまして、本大会の次期開催地について諮りた

いと存じます。

来年度、平成 年度につきましては、全国治水大

会が高知県に於いて開催される予定でございます。

再来年度平成 年度につきまして、徳島県において

開催の申し出がございましたので、徳島県様にお願

いしたいと存じますが、ご賛同の方は拍手をお願い

致します。

（拍手）

満場の拍手を頂きましたので、次期開催地は徳島

県と決定いたします。

それでは、徳島県県土整備部次長 山本秀樹様に

ご挨拶をお願い致します。

徳島県県土整備部次長

山 本 秀 樹

次期開催県の決定

ただいまご紹介をいただきました、徳島県県土整

備部次長の山本でございます。次期開催県として、

一言ご挨拶を申し上げます。 本日は第 回四国地

方治水大会が盛大に行われましたことにつきまし

て、心よりお慶びを申し上げます。また、開催県の

愛媛県の皆様方に厚く御礼申し上げたいと思いま

す。本日御登壇されました皆様方のご講演・ご挨拶

を拝聴いたしまして、治水事業の重要性と当大会の
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演 題 自然との共生を目指して
講 師 松山東雲女子大学教授 石川 和男

略 歴

年 松山市生まれ

年 愛媛大学文理学部理学科生物専攻卒業

年 松山東雲短期大学勤務

年 広島大学理学博士

年 松山東雲女子大学教授

年 日本土壌動物学会賞を受賞

専門分野

ダニ類、昆虫、野鳥、環境論

著 書

日本ダニ類図鑑（共著）、日本産土壌動物（共著）

四国の野鳥 （共著）ほか

学会・委員会活動等

トゲダニ亜目の系統分類ほか 編以上

愛媛県河川整備計画専門委員会委員

愛媛県環境審議会 鳥獣保護部会長

（お断り）

講演の内容につきましては、誠に勝手ながら掲載

を割愛させていただきました。

第 部 記念講演意義を改めて再認識いたしているところでございま

す。ご案内のありましたとおり、再来年度になりま

すが、次期大会は徳島県でとのことでございますの

で、徳島での開催を謹んでお受けいたします。微力

ではございますが、皆様方のご支援・ご協力をいた

だきまして、本年度の大会に負けぬよう努めて参り

たいと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上

げます。皆様方におかれましては、ぜひとも徳島に

お越しいただき、徳島での大会にご参加いただきま

すことを、心よりお願い申し上げます。最後に、本

日お集まりの皆様方のご健勝、ご発展をご祈念申し

上げまして、簡単ではございますが、御礼と歓迎の

ご挨拶とさせていただきます。本日は、大変ありが

とうございました。

ありがとうございました。

それでは平成 年度の開催につきまして、徳島県

さん、よろしくお願い致します。

以上をもちまして、本大会の議事は全て終了いた

しました。皆様のご協力により議事も滞りなく進み、

無事大役を果たすことができました。ありがとうご

ざいました。

皆様大変お疲れ様でございました。これをもちま

して治水大会の第 部は終了でございます。

分間の休憩をいただきまして、第 部の記念講

演がございます。

会場準備が整いますまで、今しばらくお待ちくだ

さい。
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全水連だより

全水連秋季理事会を開催

全水連秋季理事会は、治水事業促進全国大会開催要領（案）及び治水事業促進全国大会決議（案）を議題とし

て、次のとおり開催されました。

日 時 平成 年 月 日（木）

場 所 ルポール麹町 階ガーネットの間

先ず、陣内会長が挨拶を述べた後、規約により、陣内会長が議長となり、早速議案の審議に入りました。

議案は、次のとおりです。

第 号議案 治水事業促進全国大会開催要領（案）

第 号議案 治水事業促進全国大会決議（案）

第 号議案から第 号議案まで、全員異議なく原案どおり承認されました。

理事会の閉会後、引き続き、恒例によりまして、国土交通省河川局幹部との意見交換に入りました。

まず最初に、甲村河川局長からご挨拶をいただいた後に、平成 年度河川局関係予算概算要求の概要と治水事

業の現状と課題につきまして説明を受け、意見交換の後、散会となりました。
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